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第３回総務文教常任委員会会議録 

 

１ 開会日時 平成27年３月13日（金）午前10時０分 

２ 閉会日時 平成27年３月13日（金）午後５時56分 

３ 会議場所 議会委員会室 

４ 出席委員        

       １番 佐々木雄司君   ２番 光成 良充君   ３番 澤   健君 

      １０番 松田  勲君  １１番 北川 勝義君  １６番 下山 哲司君 

５ 欠席委員 

      な  し 

６ 説明のために出席した者 

      市    長  友實 武則君      副  市  長  内田 慶史君 

      教  育  長  杉山 高志君      総合政策部長  池本 耕治君 

      財 務 部 長  近藤 常彦君      教 育 次 長  奥田 智明君 

      赤坂支所長  正好 尚昭君      熊山支所長  山田 長俊君 

      吉井支所長  楢原 哲哉君              木庭 正宏君 

              水原 昌彦君      秘書企画課長  徳光 哲也君 

      総 務 課 長  入矢五和夫君      財 政 課 長  直原  平君 

      管 財 課 長  末本 勝則君      税 務 課 長  藤原 義昭君 

      収納対策課長  土井 常男君      監査事務局長  元宗 昭二君 

      会計管理者  中川 靖朗君      教育総務課長  藤井 和彦君 

      学校教育課長  坪井 秀樹君              前田 正之君 

      中央公民館長  土井 道夫君      中央図書館長  三宅 康栄君 

              久山 勝美君              歳森 正年君 

              藤原 利一君              長田 忠芳君 

              小竹森美宏君 

７ 事務局職員出席者 

      議会事務局長  富山 義昭君      主    査  大饗  剛君 

８ 審査又は調査事件について 

       １）議第 １号 赤磐市過疎地域自立促進市町村計画の変更について 

       ２）議第 ２号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例（赤磐市条例

第１号） 

       ３）議第 ３号 赤磐市行政手続条例の一部を改正する条例（赤磐市条例第２
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号） 

       ４）議第 ５号 赤磐市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（赤磐市

条例第４号） 

       ５）議第 ６号 赤磐市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（赤磐

市条例第５号） 

       ６）議第 ７号 赤磐市特別会計条例の一部を改正する条例（赤磐市条例第６

号） 

       ７）議第 ８号 赤磐市税条例の一部を改正する条例（赤磐市条例第７号） 

       ８）議第２３号 赤磐市消防団条例の一部を改正する条例（赤磐市条例第22 

               号） 

       ９）議第２６号 平成26年度赤磐市一般会計補正予算（第５号） 

       10）議第３５号 平成27年度赤磐市一般会計予算 

       11）その他 

９ 議事内容 別紙のとおり        
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              午前10時０分 開会 

○委員長（北川勝義君） ただいまから第３回総務文教常任委員会を開催したいと思います。 

開会に先立ち、友實市長のほうから御挨拶いただきたいと思います。 

○市長（友實武則君） 皆さん、おはようございます。 

 本日は、大変年度末でお忙しい中、第３回の総務文教常任委員会をお開きいただいてありが

とうございます。特に、ここ数日間、３月というのに冷え込みが厳しくなっております。皆様

方、お体のほう大切にしていただきたいと思っております。 

 さて、本日の総務文教常任委員会へ御審議いただく案件でございますけども、計画の認定、

これが１件、条例案件が７件、平成26年度補正予算が１件並びに平成27年度予算、これについ

て１件、合計で10件のたくさんの議題が御審議いただくようになっております。そして、その

他の項もございまして、特にその他の項におきましては、地域活性化・地域住民生活緊急支援

交付金、これについてこの常任委員会に関連するものを御説明をさせていただいて、今選定精

査を進めているところですので、この交付金に係る補正予算について後日、専決にて対応させ

ていただこうと思っておりますので、このあたりも御理解をお願いいたしまして、御挨拶にか

えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございました。 

 それでは、これから委員会の審査に入りたいと思います。審査に入る前に、審査または調査

事件に入る前に私のほうから提案してそのようにさせていただきたいと思います。みなさんの

御意見を確認し、させていただきたいと思います。１番の議第１号赤磐市過疎地域自立促進市

町村計画の変更についてから８番、議第23号赤磐市消防団条例の一部を改正する条例までを一

括説明をしていただきまして、それで各関係のとこから質問を受けたいと思います。そのよう

にさせてもろうてみなさんよろしいか。 

〔「はい、よろしい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） ではそのようにさせていただきたいと思います。 

 それでは各部ごとに議第１号から説明を願いたいと思います。 

ごめん。もう一遍言おうか。 

○議会事務局長（富山義明君） 大丈夫です。 

○委員長（北川勝義君） それでは、まずこれから委員会の審査に入ります。 

 付託された案件は、議第１号赤磐市過疎地域自立促進市町村計画の変更についてから議第

35号平成27年度赤磐市一般会計予算の10件であります。 

 先ほど申しましたように、議第１号から議第23号までの８件を一括説明していただきたいと

思います。 

 それでは、執行部のほうから説明お願いします。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） はい、委員長。 
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○委員長（北川勝義君） はい、徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） それでは、最初の議第１号赤磐市過疎地域自立促進市町村計

画の変更についてを説明させていただきます。 

 資料のほうは、議案並びに本日お示しいたしております総合政策部の資料１ページから並び

に委員の皆さんにはその全体の冊子をお配りをいたしておりますので、そちらのほうをごらん

ください。 

 この計画の変更につきましては、本会議場で提案説明等を行っておりますので、本日は簡単

に説明をさせていただきます。 

 内容の変更につきましては、市道志風呂口線改良工事、消防ポンプ自動車更新事業１台、不

用公共施設の除去事業、それから24時間電話健康相談事業につきまして過疎対策事業債を活用

して行うために、過疎地域自立促進市町村計画の事業の追加を行うための変更でございます。

資料のほうは総合政策部のほうの１ページから、変更前、変更後のところをお示しいたしてお

りますので、あわせてごらんください。 

 簡単ですが、以上でございます。 

○総務課長（入矢五和夫君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、入矢課長。 

○総務課長（入矢五和夫君） 続きまして、議第２号地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について説明いたします。 

 議案書のほう、議案書が議第２号、それから総務部の委員会資料のほう、１ページのほうを

ごらんください。 

 こちらは新教育長制度の施行に伴いまして改正が必要となる条例を整理条例として一括して

改正するものでございます。 

 なお、現教育長の任期中は改正前の条例を適用するという経過措置を設けてございます。 

 関係する条例につきましては、まず第１条で赤磐市公告式条例、それから第２条で赤磐市特

別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、それから第３条で赤磐市教育委

員会委員長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例、それから第４条で赤磐市職員

等による公益通報に関する条例、それぞれ文言訂正とか上位法令の変更に合わせた改正を行っ

ております。 

 それから続いて、議第３号赤磐市行政手続条例の一部を改正する条例でございます。 

 こちらにつきましては、行政手続法の一部改正というのが平成26年６月に成立しておりまし

て、平成27年４月１日施行となることから、同法の改正内容に合わせて市の条例の内容を改正

するものでございます。条例等に違反する行為への行政指導とか行政指導の中止等を求めるこ

とができる手続を新設するものでございます。 

 続いて、資料のほうは２ページ目でございます。 



- 5 - 

 議第５号といたしまして、赤磐市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の制定でござ

います。 

 こちらは人的支援を行うことが必要と認められる公益法人等への市の職員の派遣をするとい

う制度を整備するものでございます。国の法律で条例で定めることとされている職員の派遣手

続、処遇等について具体的に定めたものでございまして、こちら必要となったときに対応でき

るように整備をしておくものでございます。当然、業務的には市の業務と密接な関係があると

いうことが大前提となっております。 

 続いて、議第６号赤磐市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

 こちら国の人事院勧告に沿いまして、平成27年度以降の職員の給与について見直しを行うと

いうものでございまして、給与水準を平均２％程度引き下げるというもの、それから手当のほ

うでは管理職特別勤務手当を平日、深夜にも勤務した場合、災害等でございますけども、にも

支給する、それから地域手当と単身赴任手当の見直しを行うというものでございます。 

 総務課からは以上でございます。 

○財務部長（近藤常彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、近藤部長。 

○財務部長（近藤常彦君） それでは、議第７号の赤磐市特別会計条例の一部を改正する条例

につきまして、財務部の資料の１ページをお開き願いたいと思います。 

 この条例改正につきましては、平成26年度をもちまして赤磐市土地取得特別会計を活用すべ

き土地取得事業が終了しまして、平成27年度においては活用計画がないため、当会計を廃止す

る条例を行うものでございます。本会計を廃止することによりまして余りました歳計剰余金に

つきましては、一般会計のほうへ帰属させていただきたいと思います。 

 それから続きまして、議第８号赤磐市税条例の一部を改正する条例でございます。 

 この条例につきましては、固定資産税につきまして第１期の納期限内に納税額の全額を納付

する場合に報奨金を交付することとしました前納報奨金制度を平成28年度から廃止する条例を

行うものでございます。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） はい、続いて。終わりか。終わりじゃな。消防団があった。 

○消防本部消防総務課長（小竹森美宏君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、小竹森課長。 

○消防本部消防総務課長（小竹森美宏君） 議第23号赤磐市消防団条例の一部を改正する条例

の制定についてでございます。 

 議案書並びに新旧対照表の77ページ、消防本部資料１ページをあわせてごらんいただきたい

と思います。 

 これは赤磐市消防団の組織の見直しに伴いまして……。 
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○委員長（北川勝義君） もうちょっと大きい声で。大きい声で言うて。 

○消防本部消防総務課長（小竹森美宏君） 赤磐市消防団の組織の見直しに伴いまして、条例

の整備を図るものでございます。 

 副団長と方面隊長の兼任制を専任制に改めまして、組織の充実を図るもので、このことに伴

い方面隊長及び副方面隊長の報酬額について、任務責任の加重を考慮し、改定するものでござ

います。 

 また同様に、本部機動部の定数の適正化によりまして団員定数の改正を行うものでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 執行部のほうから説明が終わりました。 

 これから一括して、議第１号から議第23号までの質問を受けたいと思います。 

 委員の皆さん、何か質問ありませんか。 

 はい、澤委員。 

○委員（澤  健君） 議第５号なんですけど、赤磐市公益的法人等への職員の派遣等に関す

る条例に関して、これ具体的に平成27年度に今公益法人でどっかに出そうというふうにお考え

のところがあるのか教えてください。 

○総務課長（入矢五和夫君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、入矢課長。 

○総務課長（入矢五和夫君） 今具体的にどこへ出すというのは決まっておりません。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 澤委員、いいですか。 

○委員（澤  健君） 結構です。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

 はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） おはようございます。 

 私のほうは、もうお察しのとおり、職員の給与に関する条例に関してお尋ねをしたいと思い

ます。 

 現在、赤磐市財政健全化アクションプラン96項目、これが進んでいる中、この13の項目の

中、総務課さんですね、定員管理計画の見直しということで数値目標設けていただいて、今現

在実行に移していただいているところだと思います。定員を見直すということも大切なんだと

思うんですが、市民の方々に、赤磐市直接は関係ありませんけども、国のほうでは消費税増税

などというような御負担のほうが１年後、何カ月後ですかね、というようなものの期限がどん

どんどんどん迫っている。そのほか、このアクションプランに基づきまして市民負担というも

のがいろいろなところでふえている。そういう中で、職員の給料が人事院勧告に基づいて上げ
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る、下げるというようなものだけで果たしていいのかなあというところが私疑問に感じている

ところでありまして、これはずばりお尋ねをするんですけども、もう人事院勧告に基づいての

みの給料、このたび下げるという程度にとどまるものなんでしょうか。それとも、別途、この

財政健全化アクションプランの中に97項目めとして職員の給与に関して見直していくというよ

うな、独自の赤磐市の財政を健全化していくための取り組みというようなものは出てこないん

でしょうか。お尋ねを申し上げたいと思います。 

○委員長（北川勝義君） 答弁お願いします。 

 はい、入矢課長。 

○総務課長（入矢五和夫君） 人件費につきましては、人事院勧告に沿ってやっていくという

方針は市の方針として、今後もそれを方針として進めたいと思います。済いません。失礼しま

した。人事院勧告の方針に従って進めていくというのは、当然今後もそれで進めたいと思って

おりますが、当然先ほど言われたような懸念もございますので、職員数のほうは削減計画を策

定して、そちらで削減に努めていくということで今後も進めていきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員、よろしいか。 

 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 済いません。多分、僕がお話の色合いというのを間違えて、財政健

全化アクションプランの内容に入ってしまったんだと思います。大変恐縮でございました。そ

このところはあれなんですが、じゃあもうこの人事院勧告に基づいてというようなその理由

で、もうこの削減をするということなんですね。人事院勧告プラスアルファ赤磐市の財政健全

化アクションプランというようなものに97項目めを設けて、その97項目めに基づいてプラスア

ルファ行うというような考えはこのたびはないということでいいんですか。ないんですね。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員、今入矢課長が言わりょんじゃけど、人勧に関する関係

で給料体系の関係なんで、できりゃあ副市長か市長が答えていただけりゃあええと思うんです

けどな。許せりゃあ。どんなですか。 

○委員（佐々木雄司君） 方針の話ですからね。 

○委員長（北川勝義君） 制度自体のことの、人事院勧告の制度を聞くなあ、もうそりゃもう

職員で十分なんじゃけど、考え方ですから。今どう思われとるかというのわかれば。 

 はい、友實市長。 

○市長（友實武則君） 赤磐市の職員の給料に関する御質問でございますが、基本的なことを

申し上げます。 

 赤磐市の職員の給料については、何年か前に国の給料表に基づいて給料表を定めておりま

す。これはこのときに国の給料表に基づいて、赤磐市独自の考えを持って、給料の職階とかそ



- 8 - 

ういったものを考えながら給料表を策定しております。これがあくまでもベースになっており

まして、これに対して国の人事院勧告がなされましたら、この給料表に対しての給与の引き上

げあるいは引き下げ、人事院勧告の率をもって毎年変えていくっていうことになろうかと思い

ます。これ以外に、職員の給与を変更するっていうのは、昨年１度人事院勧告以外で引き下げ

を行いましたが、基本的にはこの給料表を見直すという形が赤磐市の職員の給料の根本的な見

直しになっていこうかと思います。これは赤磐市を取り巻く経済情勢、それから国全体の経済

情勢の動き、変更、こういったものに連動しながら実施させていただこうというふうに考えて

おります。その基本的な部分があって、毎年の国あるいは県の経済情勢の変化を見て人事院が

勧告されるわけですから、こういったことで給与を調整していくという考え方に基づいており

ます。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員、よろしいか。 

 他にありませんか。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 議第23号なんですが、ちょっと理解しにくいんで、もう一回説明お願

いできる。 

○消防本部消防総務課長（小竹森美宏君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、小竹森課長。 

○消防本部消防総務課長（小竹森美宏君） 赤磐市消防団の組織の見直しに伴いまして、条例

の整備を図るものでございます。副団長と方面隊長を今まで兼任でやっておりましたものを、

それぞれ専任制に改めます。これに伴いまして、方面隊長と副方面隊長の報酬額につきまして

改定をさせていただくものです。 

 また同様に、組織の見直しに伴いまして、本部機動部の定数の適正化によりまして団員定数

の改正を行うものとなります。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員、よろしいか。 

○委員（下山哲司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） この表だけを見せてもろうたら、方面隊長と副方面隊長が1,000円し

か違わんのよな。1,000円じゃが、1,000円しか違わんのでしょう、これ。 

○消防本部消防総務課長（小竹森美宏君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい。 

○消防本部消防総務課長（小竹森美宏君） 方面隊長と……。 

○委員（下山哲司君） 済いません、３万1,000円。 
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○委員長（北川勝義君） ほん、３万1,000円。 

○委員（下山哲司君） ３万1,000円違うのに、人数が上の表で1,146人が1,117人ということ

で29人減るんですかね、全体でいえば。以前の方面隊長と副方面隊長が11万5,000円と９万

5,000円で、極端に下がるようになるんですが、この辺がちょっと理解がしにくかった部分

で、その辺をどういうふうに理解したらええか説明お願いしたいと思う。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、消防長。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） 先ほど小竹森課長のほうが任務責任の加重によってという

ことで御報告させていただきましたけれども、現状、団長が13万5,000円、現行、副団長が

11万5,000円。これが副団長と方面隊長が兼ねておりまして、同じ額の11万5,000円を現状もら

っております。副方面隊長については９万5,000円ということでございます。これを副団長を

専任しまして、単独での任務を行っていただく都合上、副団長と方面隊長さんの任務加重によ

っての金額差を設けさせていただいたという。今まで副方面隊長さんが９万5,000円という形

の報酬を得ておったわけですが、これも方面隊長さんと副方面隊長さんとの任務加重を考えさ

せていただきました。副方面隊長さんは改定によって分団長さんと同じ金額の報酬を得るよう

な形になります。 

 階級的なところで申しますと、団長、副団長、分団長という階級に消防団長は位置づけられ

ておりますので、その階級に合った形での任務報酬ということで統一性を図らせていただきま

した。 

 以上でございます。 

○委員長（北川勝義君） よろしいですか。 

○委員（下山哲司君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） そうすると、前の副団長が11万5,000円で、今の方面隊長と同格とい

う形で11万5,000円になったんじゃな。 

 へえで、方面隊だった９万5,000円が、そのところがちょっとようわからん。方面隊長と方

面隊長で９万5,000円と11万5,000円じゃろう。その位置づけが僕が今理解できんの。名前が一

緒で金目だけが下がるというのが。前の方面隊長と副団長が兼務しとった人がおったんかな、

前は。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） はい。 

○委員（下山哲司君） そうしたら、同じランクだったら、方面隊長が11万5,000円になるん

かなあと思うたから聞きょんで。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） 組織上、やはり団長さんがおられて、副団長さんがおられ

て、その下へ方面隊長がおるという、そういう形での任務加重よっての金額差を設けさせてい



- 10 - 

ただいたということで、団内部でも金額についての検討はしていただきました。ですけど、そ

ういう形でやっぱり位置づけるのがいいんだろうという形の結果をいただきましたので、今回

そういう形での改定を行わせていただくということでございます。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 団のほうの意見がそういう意見だったというのをさっき言うてくれと

きゃあ、そんなに難しゅう聞いとらなんだんじゃけど、そういうことですね。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） はい、そのとおりです。 

○委員（下山哲司君） それなら結構です。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 済いません、消防のお話になったので思い出しまして、ちょっとお

尋ねをしたいと思うんですが、行政事務連絡委託費というものの中に、地域の防災に関する項

目が委託費の中に、委託内容に含まれているんですが、そこの部分と消防団が果たす役割との

違いの部分、どなたか説明いただけますか。 

 あわせて、消防のほうにはその違いの部分、今町内会のほうで担っていただいている防災の

部分、消防団もしくは消防のほうで肩がわりといいますか、守備範囲として守れないものなの

かどうなのか、そういった性質、守れない性質のものであるのかどうなのか。消防団の拡充も

しくは新たな任務の付与というような範囲で考えたら、守備できる可能性があるのかないの

か。そこら辺のところをちょっと御説明、ちょっと検討いただけたらと、御所見をいただけた

らと思います。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） 副委員長。 

○副委員長（松田 勲君） 答弁求めます。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） 佐々木委員さんの最初のところがちょっと私聞き漏らしま

して、ちょっとわからなかったんですけど。済いません。 

○委員（佐々木雄司君） 済いません、２つの多分部署にお尋ねさせていただくことになると

思うんですが、行政事務連絡委託費の中に、その委託内容に防災に関する項目が含まれていま

す。その防災に関する項目というのはどういった内容のものなのか御説明をまずいただきたい

と思います。 

 それをお聞きになっていただいて、消防もしくは消防団のほうでその任務を担えないのかど

うなのか、新たなる任務を付与する、消防団を拡充する中で、地域の町内会、区のほうでやっ

ていただいてる防災活動、消防や消防団のほうでできるのかできないのか、そこら辺のところ

の御所見をちょっとお尋ねしたいということです。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 水原次長。 
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○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） まず、行政事務連絡委託業務の中の防災に関

しましては、今６項目ございますが、災害時の情報の収集及び報告に関することという条項が

ございます。こちらのほうが防災関係のことになってこようかと思いますが、こちらでうたっ

ておりますのは、当然火事等がありましたら、いち早くその火事現場のほうへ駆けつけていた

だいて、状況を消防署なり、そういうのを通報していただきます。あえて、今実際に町内会な

り区のほうでされてるのは、消火活動等を消防団が来る前に消せるものは消していこうという

ようなとこをやってることが多いと思います。ですから、消防署の初期消火の前の分野までが

行政事務連絡委託業務の中の項目とすれば考えられることだろうと思います。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

 佐々木委員、行政連絡員の話にはぼっけえ深入りせんように。 

○委員（佐々木雄司君） はい、わかりました。 

 ということは、地域のほうでそういう防災体制というものが町内会のほうでできているので

支給をしていらっしゃるという、そういう御認識でいらっしゃるわけですか。 

○委員長（北川勝義君） 水原次長。長う要らんけん。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） その中には含まれるということで。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか、佐々木委員。 

 ちょっと２点ほど聞かせてください。 

 実は、私恥ずかしいこと、質疑で過疎のことを出しとって、議会事務局のほうへ、これは総

務の付託じゃからおえんでというて注意受けて、消してもろうて、同僚議員にちょっと質問し

とってくれえというてしてもろうたんですけど、何でそういうことを言ようるというたら、き

ょうここでやりゃあええんですけど、ぼっけえ深うやるということはないんですけど、ちょっ

と金谷議員に聞いてもろうたん。ちょっと聞き方ちょっと違うたんじゃけど、消防力の強化と

いうことで、消防緊急デジタル無線整備やいろいろ、高機能消防指令施設というのはもう大変

結構なことで、やっていただかにゃあおえんと思うとんですけど、その中で１つ、青年層の入

団を促し、団員の確保を努めるというて、青年層の入団をして、確保を努めるというけど、吉

井町のほうでいうたら、吉井地域でいうたら、過疎率が一番高うて、多いとこで、今は周匝、

中村、福田、黒本、仁堀東ぐれえか、黒本ぐれえかもしれんな。そこは過疎化がなってねえ、

後継者がおる。団地があったりするからということもあるんで。今これも、吉井のほうも都市

化というんかしてきて、市営住宅ですな、入っとる人やこうはもう消防に入ってないんです

わ。もともと吉井へおって、例えばうちの周匝地区へおって、周匝から福田の市営住宅入った

んじゃったら周匝の消防のつき合いする。ここへ今顔が見えて、直原君がおったら、直原課長

が黒沢です、直原課長が。黒沢じゃけど、彼が福田住宅入っとったら、黒沢のほうが少ねえか

ら、黒沢の消防のつき合いするということもあるんですよ。今やって。事実上がネオポリスへ

たくさんの方が住まれとります、吉井から。僕もいろいろ、選挙のときぐれえしか行かんのじ
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ゃけど、話をしたりしたら、吉井の消防してくれとんです。こっちの消防団員になっとるんで

す。夜はもう当然ネオポリスへ寝泊まりしょんです。子供もおって、皆通うて。仕事が吉井あ

るから職場へ来たりするんもあるし、かえって職場ものうても、吉井のつき合いをしてくれと

る人もおるんですよ。そこでこの過疎のことを、青年層の入団などを促し、団員の確保に努め

るというて。まだもっと昔の話ししたら、これ僕が本部機動部長とか産業課長しょうるときい

ろいろあって、区長さんはしとる、それから集落の農業振興のことはやりょうる、それから消

防団員もやりょうると。ほんと、僕ら大先輩ですわ、見て。下山さんも消防、僕と操法も一緒

にしょうたんじゃけど、大先輩の、名前今出してもええんじゃけど、余り名前はあれとして。

布都美地区です、特に。というたらもう高齢の方で、区長兼３つぐれえ役、おらんのんじゃと

いうて受けて、消防もやめれんのんじゃと。僕らが三十五、六ぐらいとか40ぐらいで消防しょ

うるときに、まだ消防団員をやりょうたという方がおられるんですよ。跡継ぎがおらんから。

子供が帰ってくりゃあやめれるんじゃけど、子供は岡山へ出とるけん、帰ってこんけん、孫で

も大きゅうなるまでせにゃあおえんというて、冗談話じゃねえ、そういうこともできてきたと

いうんが現実なんです。そういうとこにおいて、昨今じゃあ、もう河原屋、草生というたら、

下山さんのおるとこじゃけど、草生がもう消防の面倒見よん。楢原君、そうじゃな、草生が消

防見ようらな、河原屋を。実際、河原屋にゃあ一人として若者はおらんのです。若者というた

ら、50とか60ぐらい。１人おったな。池上さんとこぐらいで、１人しかおらんで、もう全然お

らんのんですよ。それじゃあ、もう消防の活動ができんのですよ。じゃから、これも逆に言う

たら、この実態を見てやられた、過疎計をかけられたんか、消防の関係じゃけど。よう見られ

たら、草生と河原屋というたら、ひっついとらんのですよ。もう谷が、極端な話ししたら、も

う英田エンジニアリングというの今できとるけど、塗装工場があったり、採石場があったり、

相当離れとんですよ。本当のことを言うたら、谷が離れとる言うたらおえんけど。じゃあか

ら、もともとそうじゃったら一緒に、草生上とか草生下とか河原屋上とか河原屋下というんで

なっとると思うが、やっぱりこれだけ地形的にあったからできてないというんがあるんです。

それで、そういうとこは消防できんということがあるんで。何を言わんとしとるというたら、

青年層のことを１個、これ見直しかけるべきじゃねかったかというの１点と。 

 それとあわせて、今下山さんが言うた報酬のことはええんですけど、消防団の条例の一部改

正の中で、このことはええんですけど、定数です。1,117名に、約30名ほど減したんじゃけ

ど、これもしおえんのじゃ、常備消防というのがあるんで、常備消防の力つけて、地域のほう

はちょっとずつ、出れんようなとこを勘案して、全体の数減せ言よんじゃありません。例え

ば、この間も言うた保護司、吉井地域におった方が１人は山陽へ持っていっていただいたんで

す、保護司を。というのはじゃから地域性をなくして、少しずつ。地域性はなけにゃあおえん

のですよ、ちょっとでもすりゃあええ。例えば言うたら、聞きたかったんで。これ吉井地域、

赤坂地域、熊山地域、山陽地域の団員数を教えていただきたいんと、絡みですよ、これ。せえ
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から、階級ですね。団長、副分団長、副団長、分団長、方面隊長、何人人数がおるかというの

もあわせて教えていただきたいと思っとるんです。 

 何でこういうことを言ようるというたら、さっき言うたことと同じで、青年層の入団という

たりすることの、いろいろのことがあって、結果的にゃあそれが最初の質問とあわせてなんで

す。 

 せえからもう一点は、非常に言いにきいこっちゃけど、桜が丘東には消防団を、いきいき交

流センター、熊山地域の桜が丘の東と桜が丘西の一帯を持とうということで、あそこへ桜が丘

いきいき交流センターを、当時の森川町長と遠藤町長がこしらえたんですよ、英断をもって、

補助金をもろうて。こりゃすばらしい。垣根を越えたというのが、市町村の枠を超えた、ええ

こっちゃと思うとんですよ。なかなかなって、いろいろやっておる中で、今度は小中学校、中

学校の行きたいとこも選別できりゃあええがというてあの地域はやったと思います。ごみは組

合があったから、なかなかできなんだけど、そういうこともいろいろ図られてきたと思うんで

す。融和が図れる。その中でいろいろのイベントをしたり、東の方がやられたり。そこで今度

は消防団もできて、可搬も導入したと思う。積載車も導入しました。消防長にお答え願いてえ

んじゃ。こりゃあ、市長、消防長じゃけん。桜が丘東は１カ所はできた。全部はできておりま

せん。これ模範的な。桜が丘西は皆無です。こりゃどのように考えとんか。ちょっとこの考え

も、市長も踏まえて教えていただきてえん。なぜというたら、先ほど言うた、同僚議員の言う

たとこで、安心・安全の中でくらし安全課の次長が言われた中で、その金も含まれとるわけで

しょう、初期消火の。実際、桜が丘西で火事があったときに、私も同伴したとき、消しませ

ん、ほとんどの人が。ビール飲みょうる方もおられました、堂々と。しかし、消防団入っとる

方とか吉井で消防団へ入っとる方は、入っとった方とか入ってない、やめた方でも、本気で消

しい行きょうりました。あぜ草でも行きょうりました。そこんとこはやっぱり考え方が違うと

思うんですよ。権利は主張されるけど、義務を果たしてねえんじゃねえかと。僕はこねえなこ

とを言うたら大変叱られるんじゃけど、評判悪いじゃけんよろしいけど、こういうことはやっ

ぱりな考えにゃいけんのじゃ。ギブ・アンド・テークじゃねえ、そこんとこできてねえんじゃ

ねえかと思う。 

 それと３点目が、佐々木さんと同じで嫌わりょうるから、似たようなもんじゃ。３点目が、

言い方は悪いですけど、火事はなかなか少のうなったんです、家火事は少のうなりましたけ

ど、家火事が個々にちょっとあります。山火事とかというたら後処理はいい言うたら言い方悪

いですけど、家火事があったと。吉井はちょうど黒本というんか、下山さんとこ、最終処分場

じゃねえ、ちょっと仮置き場できとりますわな、残土捨て場が。あそこへ無理言うて持ってい

かせてもらやあええんじゃけど、せえとか５月の、極端な、ちょっと外れるんじゃけど、川掃

除、改良区の。皆そこへ持っていかせてもらようる。ヘドロのあるもんも置いて、大変助かっ

とんです。じゃけど、もう赤坂ぐれえはできるかもしれんけど、山陽やこうは、山陽やこう言
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うたらおかしい、山陽置くとこがねえんじゃねえかと思う。川の、前同僚の佐藤議員がずっと

言ようられたんじゃけど、火事やこういっても、これどっかへ処分できるんかな。こねえなこ

とは何か消防が、消防が火事のことを考えとかくらし安全課なんかわからんのじゃけど、最後

の処理するのどっかへせなんだらな、できにきいんじゃねえかなあと思うて。そこんとこやこ

う、これにゃあ何もうとうてなかった、どんなんかなあと思うて思うたんです。そういうこと

がわかれば、そのことを踏まえて話をしていただけりゃあええと思うんじゃけど、どんなんで

しょうかな。 

 過疎と消防は消防でしてくれりゃあええ。 

 はい、徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） まず、過疎の見直しを行うに当たって、消防団員のことにつ

いて触れてないのかということでございますが、今回の変更につきましては、過疎計画自体が

平成22年から27年度までの５年間の計画で、来年度が最終年度になります。そういったことか

ら、過疎対策事業債を活用して行う事業のみを追加をさせていただいたものでございまして、

中身……。 

○委員長（北川勝義君） 徳光課長な、ちょっととめるが、そねえなことを聞きょんじゃねえ

ん、僕は。徳光課長に聞きょうるのは、今言うたようなことを踏まえて、青年層の入団をする

という、過疎が一番激しい吉井で青年層のとこできるかというて言うたりしょうること。中で

言うたら、今吉井の中でも人員が割り当てしとりましょう。草生地区は10名とか周匝地区は

20名とか中村地区は15名とか、分けとるが。それできんようなとこ、おるとこは確保できるけ

ど、確保できんとこの、例えば河原屋は今は変えたけんええけど、もし河原屋が今あって、河

原屋は第１分団で河原屋は７名置いとくんじゃとかというて言うたら、７名も、１人しかおら

ん。できんようになりますが。そういうときに、草生が今責任持ってやったということをいろ

いろ、僕も覚えとんじゃけど。違うとこで今、例えば是里でも人数が少のうなったり、広戸で

も少のうなったりしたら、石上でも少のうなったらというたら、さっき言ようた石上の例、広

戸の例を言ようたんで。そうなったときに、定数の見直しをかけとかにゃあいけんのじゃねえ

かと。それか吉井地域だけで運営できるというんかな、数を回せれるというのをせなんだら。

今赤磐全体ので決めていきょうろう。じゃから、そこんとこはどんなんかなあという話をした

かったんです。 

○総合政策部長（池本耕治君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 池本部長。 

○総合政策部長（池本耕治君） まず、過疎計画のほうから申し上げますと、委員長言われる

ように、計画のちょっと現実と合わないとこはおっしゃるとおりあります。それで、今回の過

疎計の見直しについては、課長が言ったとおりですけれども、現実問題として、そういう委員

長の言われたような問題が過疎計画の中にもあります。 
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○委員長（北川勝義君） じゃけん、部長な。青年層の入団を確保するのはどうやってするん

ならということ聞きたいんじゃ、それを。 

○総合政策部長（池本耕治君） それで、これはもともとそういう、今回いらってませんけれ

ども……。 

○委員長（北川勝義君） 絵に描いた餅か。 

○総合政策部長（池本耕治君） 青年層の入団を促し、団員の確保に努めるというのはなかな

か難しい現状はありますけれども、ただの一人でもおられる方を何とかっていう希望的観測も

あって、過疎計画っていうのは過疎の自立促進なんで、そういう文面が若干入ってるとこあり

ます。これについては、全体の期間の満了の新たな過疎計画の見直しのときには、ここだけじ

ゃなしに、いろんなところで過疎の問題と現実とこれから向かっていく目標についての余り合

ってないとこが出てきますので、これはまた改めて全体の見直しのときには若干見直しをかけ

る必要があろうかと思いますけれども、今回はそういうことを踏まえながらでも、そこについ

てはこの次ということで、今回過疎計画の新しい事業、過疎債を使う事業のとこだけを変更さ

せてもらってます。 

○委員長（北川勝義君） いえ、そりゃええんじゃ、過疎計……。 

○総合政策部長（池本耕治君） 団員のところについては消防長のほうで……。 

○委員長（北川勝義君） いや、消防長じゃ、青年層の入団などを促し、団員の確保等、でき

るんかということを……。 

○総合政策部長（池本耕治君） なかなか難しいとこはございます。現実と合ってないとこは

ございます。ほかにもございますので、これは全体変更の中で現実に合うようにはしたいと思

います。 

○委員長（北川勝義君） いや、金谷議員に質問してもろうて、どうも答えがようわからなん

だけん、僕も納得いかなんだからと思うただけのことで。 

○総合政策部長（池本耕治君） 実際、過疎の自立計画なんで、頑張ろうというところが前に

出てるところが若干ありますので、この次は全体的な見直ししたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

○委員長（北川勝義君） はい、わかりました。 

○総合政策部長（池本耕治君） 団員等については消防長のほうから。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、消防長。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） 青年層の団員の確保ということでございますが、金谷議員

さんの御質問に潜在的団員数が幾らいるのかというような形の御質問がありました。私ども正

式な把握は当然できておりません。ということで、住民票にあります消防団員としてなり得る

資格のある人ということで、18歳以上50歳未満ということで、その人数のほうをお答えさせて
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いただきました。そういう形で実際に人はおられるんですけども、その正式な実態はつかめて

おりません。 

 潜在的な団員数ということで考えたときに、正しいのはやはり消防団員に入団してもよろし

いかどうかというような希望調査をさせていただいて、その方がどれだけいるかというような

ことを把握すれば、正式な潜在的な消防団員数ということで上げられるのかなあというふうに

感じておりますけれども、青年層の団員確保につきましては、団員の資格に18から50という形

のもんがありますので、このたび、今年度９月に消防団協力事業所、こういう形のものを定め

させていただいて、団員の確保、それから団員の活動の円滑な活動をさせていただくというよ

うな形の要綱も定めさせていただきました。団員としてなり得る条件に、勤務地でというのも

ございます。なかなか難しいことではありますが、そういったことを踏まえて、できるだけ青

年層のほうへも団員の確保という形のものを広げさせていただくということで考えさせていた

だいております。なかなか現実には難しいことだと思いますけれども、そういうことでござい

ます。 

 それから、先ほどそれぞれの定数はということでお話しありました。お手元のほうへ資料を

配らせていただいておりますとおりでございます。26年10月１日ということですが、定数

1,146人に対しまして1,066人が現状の消防団員数です。 

○委員長（北川勝義君） わかりました。ありがとうございます。 

 市長、消防長お答えがない、桜が丘西やこうの消防団がねえとこじゃな。どねえ考えられと

ん。山陽のとこについて。山陽団地についてもじゃけど。 

○市長（友實武則君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、友實市長。 

○市長（友實武則君） 桜が丘西等の消防団が結成されていないところについてのお尋ねです

けども、特に桜が丘西については桜が丘東の消防団の方が、例えば桜が丘東西のどんと祭りあ

るいは桜が丘西の地区で行っているとんど焼き、こういったところに防火員として配置されて

おりました。そういった活動を私見させていただいて、桜が丘西地区への消防団の結成という

のがあれば、そういった桜が丘東の消防団の方への負担もある程度軽くできるというふうに思

っております。連合町内会長には、こういった消防団結成について検討いただくようにお願い

もしているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございました。 

 僕はな、ちょっとこういうことを言うたらおえんけど、調べりゃあわかる、ネオポリスの桜

が丘西におられる方。家を建って、居住して。その人が吉井の消防団員になって、方面隊で活

躍しょうる人もおる。それから、もちろん赤坂でもそういう人がおられる。山陽でも、この山

陽の本部、機動部へ、役場の職員じゃったら、市役所職員、本部機動部入ったり、山陽の消防
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へ入っとる方もおられる。そういうことを今度見直して、例えば言うたら、市長が山陽の桜が

丘、ネオポリスへ住まれとったと、西へ。せえで、市長は山陽の消防団のつき合いしょうる

と。本部機動部、市役所じゃのうても、そういう人もおられると思うんじゃ。おらんかもしれ

んけど、おるかもしれん。うちらじゃおるから。もしおった場合に、そういうのを整理すりゃ

あええんじゃねえかということを言いたかったわけ。吉井から今出て、赤坂から出て、人がネ

オポリスでおって、吉井の消防団、山陽のしょうるという人がおったら、そこをまとめてネオ

ポリスのこういう組分けすりゃあ、それでそこの人がやっぱり、そこへ住んどる方がやっぱり

やろうというてなったら、若い人がやろうというたら何人かふえると思う。それが一つの方法

じゃねえかなあとちょっと思うとんじゃけど、どんなんかな。 

 僕らな、消防やこう入りとうねえ、入りとうなかった、入る気もねえ、学校やめて帰って、

入る気もなかったんじゃけど、親族関係があって、小めえ集落じゃから。澤という、集落があ

って、下山がおって北川というのがおったら、澤と下山入っても、ここの北川の何かの関係が

やめたんじゃというたら、おめえ入らにゃあおえんというて、入らにゃあおえんというて、酒

を一升持って、入れてくださいというて何で行かにゃあおえんのならというて、行きょうたん

ですよ。せえから、本部機動部ができたから、そっち行かにゃあおえんようになったけど、そ

れが地域のコミュニティというんかな、そういうあれがあったんですよ。桜が丘も今コミュニ

ティができて、今行きょうりますが、東を中心として。今市長の言われたこともようわかりょ

んです。じゃあから、今言葉で言やあ、吉井村じゃ言うたりする、吉井町ができとるというて

言うとこもあったりする。そんだけようけいふえてきて、やっぱり知った者がそこへおるか

ら、その近く行こうか、あいとるとこへということもやっぱりあったと思うんですよ。じゃか

ら、そこの中抜きで、今そういうことが、入られた山陽の中へ入っとるとか、ネオポリスの人

でも入っとる。山陽団地の人でも、山陽の消防入っとるというような。これ山陽団地の消防団

という組織があったら、そっちへ入っとると思うんじゃ。そっち入ろうというて、若い者がや

っとったら。じゃから、今桜が丘東はこれからふえていくんじゃねえかと思うんじゃけど、そ

れを規範として桜が丘西の今あるとこの、全部つくれというんじゃねえ、一から十まであるけ

え、全部つくれじゃねえ。１年できるとこは１つつくるとか２つしたら、僕はふえていくんじ

ゃねえかなあと思うた。 

 ええ例が、昭和47年、８年ごろに操法というんができたんです。操法大会するというて。吉

井は操法大会やこうほとんど、行きょうたのは本部が本部機動部というんか、本部機動部がや

りょうたぐらい、やってなかったんですよ。それでやれえというこって、第１回目に各分団か

ら出てやらにゃあおえん。第１分団出にゃあおえんということで、下山さんと僕と、死なれた

個人の篠田副市長と、それからマツモトアキラじゃったかな、もう一人はな。よう覚えとろ

う、わしが。オガワのヒロちゃんと５人か。故人のオガワさんと５人ほどでしたんですよ。そ

りゃあ、ようけんかばあしょうたし、一緒にやりょうた。夜ほんま、後は一杯飲みょうたんじ
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ゃけど、やりょうたんじゃ。そりゃもうやりとうのうて。そりゃこの時期じゃから、僕はその

当時税務課へおった。税務の確定申告するとき、どっちが大事なんならというて分団長に、副

分団長に、消防とおめえ役場の仕事どっちじゃ、役場じゃ言うたら、ばかなことを言うな、消

防じゃというて、消防来いというて、もう行かざるを得ん。その当時の助役も、この時間だけ

は２時間あけて行けえというてあけて行きょうたんですよ、僕はもうそう命令されたというの

おかしいんけど。やっぱりそれだけあったんで、やっぱりちょっと考えていただきてえなと思

うて。こりゃあ行革につながるとか、いろいろ行革も何やかやつながると思う。適材適所の、

費用対効果じゃ、適材適所のとこへ出していくべきじゃ、このお金についてもいくべきじゃね

えかなあとちょっと思うとんで、今後検討していただきてえと思うんで、それについて市長の

考えちょっと聞かせていただきてえんと。 

 それからもう一個が、さっきの下山さんが言うたとき、僕もわかるわからんのあるんで、ち

ょっと後でええから、方面隊長、団長、それから順番を団長、副団長、分団長、方面隊長が一

緒かどうかわからん。そりゃ、階級制をもっと書いてもろうて、それの報酬を。人員が何名

と。これは人員はもろうとん、人員何名と報酬が何ぼうというのを前後を書いてほしいんじゃ

けど。わかるかな、言ようること。そうしたら、どうだけ下がった、上がったとか。仕事の内

容まで書けとは言わんのんで、ちょっと後で、昼の休憩でも終わったら配るようにしてくださ

い。そりゃ１個。 

 市長、ちょっと考えを、それをちょっと聞かせてください。 

 友實市長。 

○市長（友實武則君） 消防団員の団員確保について、本当にさまざまな課題があります。私

も消防団員として34年間勤務しました。その際に、部長としても勤務させていただいて、団員

確保について、地域の消防団員として地区の若者等について声かけを一生懸命させていただい

て、団員確保に努力をさせていただきました。なかなか若者が外へ出て、確保しにくい状況と

いうのは、吉井に限らず、山陽の地域でも起こっております。こういった中で、・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・こういった課題が本当に深刻な課題

として捉まえていることは事実です。しかしながら、集まらないから消防団員の定数を減しま

すという消極的な対応は消防団の存続に大きく悪い影響を与えると思ってますので、こういっ

たこと、バランスのとれた考え方っていうのが求められていると思います。そういう中で、赤

磐市としても消防団長、消防団の役員の方々とじっくりと協議しながら、対応策を考えていき

たいと。そういった中で、事業所の団員確保とか、そういった企業を募っていく、そういう活

動をできるところからやらせていただいてるというのが現状でございますので、皆さんも御理

解、また団員確保の協力についてよろしくお願いを申し上げます。 

 以上です。 
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○委員長（北川勝義君） わかりました。ありがとうございます。 

 僕文句言いたかったんじゃのうて、消防が相当数の地域じゃあ活躍するとこの力になっとる

ということ言いたかったんですよ。うちの中村地区でも、結果的にゃあ誠和会というのをつく

っとんです。誠和会イコール消防、もう皆一緒なんですよ。何ぼか人間さんが違うだけで。消

防は、僕もことし誠和会をやめたんですよ。やめる。僕ら一番僕が年上じゃった。つき合よう

て、会費払うてつき合い、やめたん。結果やることは消防とほとんど同じことをやりょんで

す。交流しょんのが、事業するのが。とんどにしてもおすわ祭り、おすわとか納涼祭でも、や

っぱり消防が警備せなんだらできん、やっていけれんということもあったりなっとんで、いろ

いろなことがあるんで。僕はそういうことがあるんで、桜が丘西やこうじゃったら、そういう

もんが核になってやっぱりやったら、大変すばらしいもんができるんじゃ。例えば、運動会一

つするとしても、何か地域のイベントするというときには消防団が出てもろうたら、やっぱり

声かけであれ、僕はそういうことはしょうらんですけど、例えば選挙でもですが、消防団が入

ったら強えよ、消防というのは一生懸命やられるから。せえから、この間も松田副委員長とこ

の近くでも火事があったとこやこうでも、初期消火が消防団員がおったら、やっぱり出てして

くれとると思う、やっぱり気がついて。そのとき、もしけがをされて、松田さんが行かれてけ

がしたら、松田自分で払わにゃあおえんのじゃから。要らんことしたというんじゃねえんじゃ

けど。やっぱり消防団員が行って、はっぴを着て、着んでも、例えばヘルメット、消してけが

したら、公務災害でも、いろいろもしてもらえるし、安心してできるということもあるから。

やっぱり桜が丘西へおる人が誰も消防団員やこう必要ねえと、消防団が必要ねえやこう思うと

らんですよ。わかっとんじゃけど、まあこりゃ町じゃけんええがなと。つき合いが薄いからと

いう感じがあるんじゃねえかと思うんですよ。じゃから、そうしたらいろいろのこと、今後何

やるんも、コミュニティなっていくんじゃねえかという、つき合いができていくから僕はやる

べきじゃねえかなあと思うたんで。特に、考え方。こんなことを言うたら言い方悪いですけ

ど、山陽団地やこう、ネオポリスはまだええというて言うたら言い方悪いけど、山陽団地の中

見たら、高齢者がようけえおりますが。エレベーターのついてねえ５階とかがあります。そり

ゃそういうとこへ消防団員が、山陽の地域の、山陽団地の消防団員がおったら、あれがおるん

じゃねえか、確保で行ってくれることもできるんですよ。これとなったら、今じゃったらでき

んですよ。５階へほんなら１人残されたけん、どねえするんならというて、できりゃあしませ

んで。そりゃあ赤消がするというて、赤磐消防はそこまでできりゃあしませんわ。 

 せえから、ここ本署が近いけえ赤消がやってくれるようなけど、そんな話じゃあナンセンス

じゃと思うて。もうはっきり言うて、僕らから言うたら、山陽団地やこうもうもろうたら、団

地で、全体じゃねえですよ、今の県のですよ。赤磐市がもろうて、こうまいの建って、ええの

をちょっと、よう今ごろはやりで、コンパクトシティーが何やかんや言ようる、いろいろ考え

ていかにゃあおえんじゃねえかなあと、ちょっと今要らんことを思うたんで。こりゃあ僕の考
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えの意見なんで言わせてもらうんじゃけど。ちょっと安心・安全のほうで今言うたんで、出し

とんじゃったら、やっぱり区長さんとか地区長さんとか汗をかいてもろうて、さっき市長が言

われたようなお話をして、一朝一夕にいかんこっちゃと思うんじゃけど、話をして進めてもろ

うて、よう執行部やこうが、行政が言うが。モデル的なというのは、モデルのどこか一個、桜

が丘、僕は東がモデルじゃと思ようたん。モデル的なあれじゃなあと思うた。モデル的なんも

つくってもろうたら、あれもええんじゃねえか。 

 それから、魅力が全然なかったらおえん。消防団やこう入りゃへん。１カ月に１遍は飲むん

じゃとか、和気町やこう消防団員なりとうてかなわんぐらいおるんで。早う入りとうて。まだ

おまえはおえんというて入れてもらえなんだり、操法で全国大会優勝する、本気でもう。操法

というたら、今赤磐も吉井もずっと頑張りょうるけど、和気やこうもう夏にならんころから練

習しょんですよ、それだけ本気で。本気というたら、うちも本気でやりょんじゃけど。やっぱ

りそういうメリットというんかな、何か特色出していきゃあできるんじゃねえかなあとちょっ

と今思いましたんで、要らんことを言いましたけど、ちょっと意見なんで。 

 私はそういうことでしたんで、よろしくお願いします。 

 他にありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） なければ、ここで議第１号赤磐市過疎地域自立促進計画の変更から

議第23号赤磐市消防団条例の一部を改正する条例までを終わりたいと思います。 

 ここで、11時10分まで休憩とします。 

              午前10時57分 休憩 

              午前11時10分 再開 

○委員長（北川勝義君） 再開します。 

 先ほど議第１号から議第23号までの質問を終了させていただいたんですが、私のほうで大変

御迷惑かけたんですけど、１件どうしても大事なことを落とした。これ確認だけさせてくださ

い。皆さん、ちょっとお願いします。 

 議第７号の赤磐市の特別会計条例の一部を改正する条例で、赤磐市の一部を改正するけど、

赤磐市の特別会計の条例は残るんで問題はないと思うんですけど、赤磐市の市の中で市全体へ

係る農業振興の一環として、ＪＡ岡山東の赤磐地区の中で農業大学校の周りへ農業振興センタ

ーをしたいということで、そのときには直接農協が、無理やりすりゃあできるけど、すること

がなかなか不可能なというんがあるんで、行政がやってもろうて一旦やらにゃあおえんのじ

ゃ。そういうときにこれがあるからできるんですけど、このことが１点。それができるかとい

うのが１点。 

 それからもう一点は、この条例の一部を改正したのはモリマシナリーが全部売却が終わると

いうことでやられたんか、どんなのか。 
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 それから、長期的にしたら金利も要るでしょう、土地取得会計でやったら。もらわにゃあお

えんのんじゃけど。こりゃ土地取得会計じゃ造成までをしてやってもええんか、それともせん

でもええんか、ケース・バイ・ケースがあると思うんじゃ。造成までして出すとか、オーダー

メードというんかな、やってやるとかいろいろあると思うんじゃ、どんなでしょうか。 

 その３点、ちょっとわかれば教えてください。 

○管財課長（末本勝則君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、末本課長。 

○管財課長（末本勝則君） まず、特別会計条例で土地取得特別会計を廃止する件でございま

すけども、こちらにつきましては27年度の当初予算では計上すべき予算がないということで、

特別会計条例の中に設置をしております土地取得特別会計を廃止する。予算がないから廃止を

させていただくということでございます。今後、また用地取得……。 

○委員長（北川勝義君） 今、モリが済んだからという……。 

○管財課長（末本勝則君） モリが済んで、モリの土地につきましては土地開発公社から土地

取得特別会計を経由して取得したんで、基本的にはもとの開発公社の所有資産がなくなったと

いうことで、経由をする必要がなくなったからということでございます。 

○委員長（北川勝義君） ことの考えでええんじゃな。 

○管財課長（末本勝則君） はい。今後、また用地を取得する際には、そういうときには改め

まして土地取得特別会計を設置して、またそういった条例改正をお願いいたしまして購入する

ということも手段の一つだろうというふうには考えます。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） わかりました。ありがとうございました。 

 それじゃあ、これで終わります。 

 続きまして……。 

○市長（友實武則君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 失礼。 

 はい、友實市長。 

○市長（友實武則君） 済いません。先ほどの議第23号赤磐市消防団条例の一部を改正する条

例の質疑応答の中で、訂正をお願いしたいと思います。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・発言をしております

けども、これは不適切なので、削除お願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長（北川勝義君） それじゃあ、削除させていただきます。 

 それでは続きまして、議第26号平成26年度赤磐市一般会計補正予算（第５号）を議題といた

します。 
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 執行部のほうから説明願いたいと思います。 

 池本部長。 

○総合政策部長（池本耕治君） 総合政策部から順次説明をさせていただきますが、総合政策

部の資料の７ページから補正予算になってございます。予算書の抜粋を資料のほうへ上げてお

りますので、議員の皆様は予算書とあわせてごらんをいただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 この次の27年も同様に抜粋をしておりますので、詳細は課長が説明いたします。よろしくお

願いいたします。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） それでは、総合政策部の資料７ページのほうをごらんくださ

い。 

 補正予算（第５号）でございますが、まず１点目は繰越明許費補正ということで、予算書の

ほうは６ページになります。 

 これは昨年12月で補正をお願いいたしました赤磐市総合計画の策定事業の中の冊子のデザイ

ンあるいは印刷等の委託料でございます。総合計画と総合戦略の整合性確保のために次年度に

繰り越しということにさせていただきたいと思います。 

 続きまして、歳入でございます。 

 予算書10ページになります。 

 説明資料は２ページ、３ページのほうごらんください。 

 款13使用料及び負担金、項１使用料、１目の総務使用料でございますが、広域路線バスの使

用料が当初予定よりも減少したということから200万円の減ということでございます。 

 続きまして、款15の県支出金、項２県支出金、１総務費県補助金でございますが、これは広

域路線バスの赤磐美作線の利用者の減少によりまして地域振興特定路線の補助金が減額される

ものでございまして、176万円の減ということでございます。 

 次に、款17寄附金、項１寄附金、１の一般寄附金でございます。 

 予算書の14ページをごらんください。 

 これはふるさと赤磐応援寄附金が当初予定よりも増ということでございまして、現在のとこ

ろ見込みで92件程度というふうに見込んでおります。したがいまして、155万円の増といたし

ております。 

 次に、款20諸収入、項４の受託事業収入、１受託収入でございます。 

 予算書14ページ、説明資料は６、７ページになります。 

 これは広域路線バスの運行事業の受託収入ということで、先ほどの使用料等の減によりまし

て、美作市、美咲町からの受託収入が増というふうになっております。合わせまして154万
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4,000円といたしております。 

 次に、款20諸収入、項５雑入で、４雑入でございます。 

 これは予算書15ページ、資料のほうは６、７ページになります。 

 市民バスの運行事業の補助金の返還金でございますが、これは国からの補助金がタクシー業

者に直接支払われますけども、計画運行日数と実際の運行日数の実績の差によりまして補助金

額が減ということでございまして、返還金が減るということで、マイナスの334万1,000円とい

たしております。 

 次に、款21の市債、項１市債、８の過疎対策事業債です。 

 予算書15ページ、説明資料は６、７ページになりますけども、市民バスの運行事業費、これ

は吉井地区におけますデマンドバスですが、これの運行実績が先ほど説明しましたように下回

ったということから、過疎対策事業債のほうを280万円の増といたすものでございます。 

 秘書企画課からは以上です。 

○委員長（北川勝義君） はい、続けて。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 水原次長。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） それでは、総務部関係の補正予算の補足説明

のほうを行います。 

 くらし安全課の関係もございますので、自分のほうから一括で、総務課とあわせまして御説

明を申し上げます。 

 総務部資料は３ページから補正予算の順に主なものを記述しております。補正予算書は11ペ

ージのほうをお願いしたいと思います。 

 14款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１節総務費補助金、こちらにつ

きましては国からマイナンバー制度の指標が示されず、システムの年度内設計開発が見込めな

くなったことによります減ということで、421万9,000円を計上させていただいております。 

 続きまして、12ページのほうお願いいたします。 

 15款県支出金、２項県補助金、１目総務費県補助金、１節総務費補助金ということでござい

ます。こちらにつきましては、消費者行政活性化事業費補助金が確定ということになりまして

144万2,000円計上させていただいております。 

 続きまして、15ページのほうお願いいたします。 

 20款諸収入、５項雑入、４目雑入で、説明のとこに市町村振興協会協働のまちづくり推進助

成事業助成金100万円という記載がございますが、このうち防犯灯設置によります補助金が

75万円含まれております。 

 続きまして、16ページのほうお願いいたします。 

 歳出の関係でございますが、２款総務費、１項総務管理費、８目電子計算費、13節委託料、
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こちらにつきましては内部情報システム、セキュリティーシステムの執行残による減というこ

とで、1,024万7,000円の計上をさせていただいております。14節使用料及び賃借料、こちらに

つきましては、複写機の借上料、それからセキュリティーサーバーの賃借料の執行残というこ

とで210万円を減額させていただく金額を計上させていただいております。それから、18節備

品購入費でございますが、ネットワーク関連機器の購入の執行残ということで114万7,000円の

減額をさせていただいております。 

 10目防犯対策費、15節工事請負費でございますが、防犯灯設置工事の入札残によります減額

ということで1,692万6,000円の減額をさせていただいております。 

 続きまして、24ページのほうお願いいたします。 

 ９款消防費、１項消防費、５目災害対策費、こちら１節の報酬の関係でございますが、防災

会議開催回数が減によりまして14万3,000円の減額をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○財務部長（近藤常彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、近藤部長。 

○財務部長（近藤常彦君） それでは、財務部の関係を説明させていただきます。 

 財務部資料の２ページ、３ページに補正予算の関係を載せております。 

 それでは、予算書の歳入から説明させていただきます。 

 まず、10ページ、１款市税、１項市民税、２目法人分でございますが、企業の業績向上によ

り企業収益の増によりまして8,000万円増額させていただいております。 

 それから、２項の固定資産税につきましては、１目固定資産税で償却資産及び新築家屋の増

によりまして7,000万円の増額。 

 それから、13ページ、財産収入、それから１項財産運用収入の２目の利子及び配当金で、財

政調整基金等基金の運用利子を85万5,000円増額させていただいております。 

 それから、14ページお願いします。 

 18款の繰入金ですが、２目の減債基金繰入金を、減債基金を旧赤磐市民病院の市債の繰上償

還経費に充当する予定にしておりましたが、強制繰上償還対象外となったことによりまして、

減債基金繰入金を9,855万2,000円減額するものでございます。 

 それから、同じく14ページで、20款諸収入、延滞金でございますが、市税の滞納繰り越しに

係るものの延滞金が増額したために700万円増額させていただいております。 

 続きまして、16ページお願いします。 

 歳出でございます。 

 ２款総務費の14目財政調整基金費は、財政調整基金として３億円積立金を増額しておりま

す。それから、基金運用利子として49万1,000円、積立金を増額。合計で３億49万1,000円でご

ざいます。 
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 なお、この積み立てによりまして年度末の財政調整基金残高は約67億7,000万円程度になる

予定です。 

 それから、15目減債基金費、16目特定目的基金費につきましては、それぞれ利子分を２万

4,000円、34万円増額しております。 

 それから、16ページから17ページ、賦課徴収費でございますが、徴税嘱託員の報酬、社会保

険料をそれぞれ78万円、25万円減額させてもらいまして、前納報奨金につきましては80万円の

減額、それから確定申告支援システム等の委託料を314万7,000円減額させていただきまして、

あと同じく確定申告用の備品購入費を入札等によりまして400万円の減額でございます。それ

から、ページの17ページに、市町村税整理組合の負担金が確定しましたので、10万4,000円減

額しております。 

 それから、25ページ、12款公債費でございますが、１目元金、２目利子も確定に伴いまし

て、元金につきましては8,500万円、利子につきましては700万円の減でございます。 

 26ページですけど、14款予備費ですが、財源調整で9,554万7,000円の増額とさせていただい

ております。 

 以上です。 

○教育次長（奥田智明君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、奥田次長。 

○教育次長（奥田智明君） 次の教育委員会の関係の説明をさせていただきます。 

 概要につきましては、教育委員会の資料のほうの１ページに歳入歳出のほう概略を上げてお

りますので、あわせてごらんいただきたいと思います。 

 それぞれの担当課長のほうから説明を申し上げます。 

○教育総務課長（藤井和彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、藤井課長。 

○教育総務課長（藤井和彦君） それでは、説明のほうは予算書と予算説明資料のほうで説明

を申し上げます。 

 まず、教育総務課の歳入でございますけれども、予算書11ページ、予算説明資料は２ペー

ジ、３ページをお願いいたします。 

 14款国庫支出金、２項国庫補助金、７目教育費国庫補助金64万6,000円の減額につきまして

は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金の交付決定に伴う減額で

ございます。 

 次に、予算書14ページ、予算説明資料は６ページ、７ページをお願いいたします。 

 18款繰入金、１項基金繰入金、３目その他特定目的基金繰入金107万5,000円の減額につきま

しては、スマートコミュニティ基金繰入金の減額でございまして、今年度購入しました電気自

動車の購入費用に対しまして、岡山県のおかやまスマートタウン構想パイロット地域推進事業
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補助金107万5,000円が交付決定となったため、財源としておりました基金繰入金から同額を減

額補正するものでございます。 

 次に、歳出でございます。 

 予算書24ページ、予算説明資料は18、19ページをお願いいたします。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費の財源内訳のうちのその他の107万5,000円の財

源更正につきましては、先ほど歳入で説明をしました電気自動車購入に係る特定目的基金繰入

金の減額でございます。 

 同じく24ページ、予算説明資料も同じく18、19ページでございますけれども、10款教育費、

２項小学校費、１目学校管理費の財源更正７万8,000円につきましては、おかやまスマートタ

ウン構想パイロット地域推進事業補助金の確定により財源更正するものでございます。 

 同じく２項小学校費の２目教育振興費の244万円の減額につきましては、就学援助費及び特

別教育就学奨励費について、認定者数によりまして不用見込み額を減額するものでございま

す。そのうちの就学援助費180万円の減額につきましては、当初予算330人に対しまして認定者

の実績見込み316人によります不用見込みの減額でございます。特別支援教育就学奨励費64万

円の減額につきましては、当初予算63人に対しまして実績見込み46人による不用見込みの減額

でございます。 

 次に、予算書25ページ、説明資料のほうは同じく18、19ページでございます。 

 10款教育費、３項中学校費、１目学校管理費の財源更正２万3,000円につきましては、おか

やまスマートタウン構想パイロット地域推進事業補助金の確定により財源更正するものでござ

います。 

 同じく３項の中学校費の２目教育振興費の474万円の減額につきましては、小学校費と同様

に、就学援助費及び特別支援教育就学奨励費につきまして認定者数によりまして不用見込みを

減額するものでございます。そのうちの就学援助費390万円の減額につきましては、当初予算

196人に対しまして認定者の実績見込み180人による不用見込みの減額でございます。特別支援

教育就学奨励費84万円の減額につきましては、当初予算33人に対しまして実績見込み19人によ

る不用見込みの減額でございます。 

 教育総務課の関係は以上でございます。 

○学校教育課長（坪井秀樹君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、課長。 

○学校教育課長（坪井秀樹君） 学校教育課のほうは歳入のみでございます。 

 予算書のほうは13ページとなります。 

 13ページの中段から下のところ、款県支出金、項県補助金、目教育費県補助金でございます

けども、これは14小中学校に設置を進めております防犯カメラが県の防犯カメラ設置支援事業

補助金の対象になったことによる増額でございます。 
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 あわせて、24ページのほうをごらんください。 

 今度は財源更正でございますけれども、24ページの款教育費、項教育総務費、目事務局費の

一般財源210万円の減額につきましては、先ほど申し上げましたように、防犯カメラ設置事業

が県の補助金の対象になったことによる財源更正でございます。 

 学校教育課からは以上です。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（前田正之君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、課長。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（前田正之君） それでは、社会教育課のほうからは埋蔵

文化財の発掘調査にかかわりますものをお願いしたいと思います。 

 予算書25ページ、説明書では18、19ページをお願いいたします。 

 ５項社会教育費、４目文化財保護費に総額114万7,000円の減額補正をお願いするものです。

主なものは、臨時作業員の賃金95万2,000円、保存処理の委託料19万5,000円であります。河本

地区の土地区画整理事業に伴いまして大池尻遺跡の発掘調査、想定より遺構であるとか遺物が

少なく、スムーズに調査が終了しましたため、発掘作業員の賃金と保存処理の対象遺物が出な

かったため、そちらの処理委託料のほうを減額するというものであります。 

 なお、歳入につきましてですが、予算書15ページ、説明書では６、７ページになりますが、

20款５項雑入ですが、事業所のほうから事業者である河本土地区画整理組合設立準備委員会か

らいただきます発掘調査委託金を歳出と同額の114万7,000円を減額するものであります。 

 以上、社会教育課です。 

○委員長（北川勝義君） 執行部からの説明が終わりました。 

 質疑を受けたいと思います。 

 皆さんにお諮りします。 

 各部ごとにしましょうか、それとも一括でやらせていただきましょうか。どうしましょう

か。 

 できたら一括がええな。一括でええ。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） ほんなら、一括でいかせていただきたいと思います。 

 何か質問ありませんか。質疑ありませんか。 

 はい、澤委員。 

○委員（澤  健君） 総合政策の７ページの市民バス運行事業費補助金返還金の話なんです

けど、ちょっと私仕組みがわからない。勉強不足で申しわけない。この国庫補助金のタクシー

業者からの返還金というのは、これどういう仕組みなのか教えていただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） はい、委員長。 
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○委員長（北川勝義君） はい、徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） これは吉井地域で運行しておりますデマンドバスの件でござ

いますが、当初に市から運行委託ということで、まず委託金を支払っております。それに基づ

いて、10月から翌年の９月までが国の場合でいう事業期間なんですけども、これの運行計画を

出しておりまして、これはもう100％運行するという計画を出しておりまして、それに対して

実際に運行した日数、便数によりまして国から事業者へ補助金が支払われます。その補助金分

を市に返還していただくということにいたしております。 

○委員（澤  健君） わかりました。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

 ちょっとほんなら、１点聞かせてください。 

 皆さん考えようる間にちょっと、赤磐の中で、全体で山陽団地も足の確保ということで、過

疎へなってきて、高齢化が伴うてきたというのもあります。また、昨今見とったら、ネオポリ

スでも結構年寄りが死なれるというあったじゃ、足のいろいろの確保ありますが、特に言いて

えのは吉井地域のことです。その中で、今同僚の澤委員が言われたんですけど、デマンドバス

なんですけど、運行をやっぱり回数をふやしてくれえというのが絶えず出とるわけです。この

北部医療懇の話でも、市長も副市長も出られとったと思うんですけど、副市長は委員じゃわ

な、出られたと思うんじゃけど、あのときも足の確保をしてくれえと。吉井地域でいうたら、

特に仁美地域でも、市長座談会とか話をしたら、足の確保を、高機能とかというのも、診療所

がどこへ行くとかどうこうもええんじゃけど、足の確保をしてくれえと。また、土石流もあっ

て、コンパクトシティーでやってほしいという意見もいろいろ多様に出ております。そこで、

僕のとこへ直接だけじゃあないんですけど、デマンドバスの回数ふやしてくれんかというのが

出て、ちょっと下山同僚議員も言われたとき、どこでとまってもええ、何ステップ、ワンステ

ップかな、何かどこでもええようなんもやりょうりますわな、500円いきょうる。そこまでせ

え言うんじゃねえんじゃけど、乗り場ちょっとふやしてくれるとか、せえから時間帯、回数を

ちょっとふやしてもらいてえというんが意見で出とんですけど。そうなりゃあ、国からの過疎

債もろうて、いろいろのことからいうたら、補助金も返還するような、先ほどの澤委員じゃね

えけど、返還することも少のうなると思う。何かお役所仕事と言うたらちょっと言葉は悪いん

じゃけど、行政のほうが主体で、乗る方やこうの意見を聞いて、調査してくれ言うたら調査し

ました言うんじゃけど、何か今後ふやしていくということは考えがねえんじゃろうかと。落と

すのに落とさんでも、330万円を返還せんでも、そういうやっとったらできとったんじゃねえ

かなあと思うて。いろいろデマンドにしても路線があるから、見直しも簡単に、国土交通省の

関係もあって難しかったんじゃねえかと思うんですけど、ここんとこ、そういう意見が出とん

です。どんなんですか、それについて。それが１点。 

 それから、広域路線バスの事業量受託のいうたら、やっぱり燃料が高騰してきて、人件費が
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高騰してきて、やっぱりこれじゃあやっていけれんというのもあるんですけど、いろいろなこ

とがあって、どうも煩雑なというんかな、手間がいろいろあるんですけど。これについても、

今割にええというて、評判がよかってええ言うんですけど、時間帯のことなんですけど、延ば

すとかというのを考えてないんか。時間を入れていく、間ですね。時間割りについて。これも

宇野バスとの、国土交通いろいろあるから難しいかと思うんですけど、どう考えとんか。 

 その中で、それからもう一個がこれについての減少で路線バスの使用料の減少ということ、

200万円減額しとりますが。どういうこってこうなったんかというの。見誤りがあったんか、

どんなんか。今乗る人が言われとんが、時間帯のときにちょっとあってくれたほうがよかっ

て、要らん時間に走りょうるというんじゃねえんじゃけど、要る時間に走ったほうが乗りやす

いというのが出とんで、それがどういう影響になっとんかなあと思うて。200万円下がった原

因をちょっと、解明せられとんかというようなことを聞かせていただきたいと思ったんです。 

 それから、総務部のほうの電算機の委託料で、執行残で367万円とか、システム保守委託料

で657万7,000円がなったという。これちょっと見たら、税申告システムじゃったか、何か機械

がどうのこうのというて言われたんじゃ、余ったんじゃ言うたん。ちょっともう一遍詳しゅう

教えてくれりゃあ。予算のつけ方が余り甘かったんか、それとも厳しゅうやられてよう安うで

きたんかというのをちょっと聞きたいのが２点目です。 

 それから、財務部の中の財調の中で67億7,000万円積み上げるということで、それは大変頑

張られて、敬意を表さにゃおえんことですけど、その中で予備費が9,500万円から予備費を組

んで、ここで26年度予算しとんですけど、9,500万円が、予備費がどのけえの率でやりゃあえ

えというのも妥当性がねえんもあるんですけど、こう予備費を残さんでも、このときにもうち

ょっと財調のほうへ組み込むようなことをしとってもえかったんじゃねえかなあとちょっと思

うたん。やっぱりこのけえぐれえ、9,000万円、約１億円ほど組み込んどかにゃあいけなんだ

んかなあと。バランスというんもあるんじゃろうけど。僕はもうこの26年度予算が確定してく

るこっちゃから、そうしたら、そうせんでも、ふやしとってもえかったんかなと。27年度と比

べて言わにゃあおえんのんじゃけど、そういう意味で言よんじゃのうて。減債基金積めえとか

ということをしたら難しいけど、財調じゃったら、割に御自由に、御自由にとは言わんけど、

使用しやすいんで、財調に積むべきじゃなかったかなと思うた。もしそれがそうじゃねえ、何

かがあったという考えがありゃあ、ちょっと考え方聞かせていただきゃあええんです。 

 それから、教育委員会のなんですけど、歳入でスマートコミュニティの基金の繰入金がこれ

こうなったというの、こりゃまあ補助事業でいろいろなった、起債事業もあってできたという

ことで、こりゃあ市の財調使わんでもええと思うとんですけど、隣の和気町、今皆さんもう何

かというたら隣の、今ごろ言わんようになったな、近隣市町村というて、都合が悪うなった

ら。都合がええときは近隣市町村がどうのこうの言うたというていっつも言われるんじゃけ

ど。和気町が新聞へ、この１週間ほどに大きゅう出たと思うんじゃけど、電気自動車を買われ
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て、和気町は建物共済推進協議会というのがあります。赤磐にもあります。建共の中の区長さ

んで構成しとる中から、そっから基金の中から出していただいて、たしかこの電気自動車買う

たと思うんです。違うとったかな。違うとったら削除してもらうんじゃけど、違うとらんと思

うんよ、たしかそうだった。そこで、わけまろくんとか、もう別に和気町の宣伝するんじゃね

えけど、やっぱり藤公園じゃとか、せえから鵜飼谷温泉がこうですよというた、藤公園の宣伝

をするのにシールですかね、張って、それが終わったら取りかえて、またシール張るとか。せ

えで、あそこのイメージキャラクターというたらわけまろくんというのをつけて張っとる、デ

ザインして大きい出とりました、山陽新聞へ。できたら、こねえなことについて、スマートコ

ミュニティ、歳入じゃけん、歳出じゃねえから言わんでもええけど。何かうちのはどねえなっ

とんかな、車。もう購入されて、車どうなっとんかというのをわかりゃあ教えてほしい。も

し、車買うとりゃあ、そこへ赤磐はモモちゃんかな、何かおりますが。あれをするとか、教育

委員会するんじゃったら人権のあれをするとか、何かそういう。それか桃とブドウと今のワイ

ンでもええ、何でもええんですけど、農産物の今の名刺したようなんありますが、台紙みたい

な。今の熊山の市民バスが走りょうるような状態のああいうなんでも、シールでもええんじゃ

けど、塗装でもちょっとすりゃあええ。どんなんじゃろうかなと思いまして、聞かせていただ

きたい。わかれば、わかる範囲で答えてください。 

 以上です。 

 はい、徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） まず、１点目にデマンドバスの件でございます。 

 現在、城南地区では４路線、それから仁美地区で３路線を運行いたしております。いずれも

週３日あるいは週２日というふうな形で、１日が往復で２便あるいは往復３便というふうな形

での運行をいたしております。先ほども言いましたように、全ての便が、デマンドバスでござ

いますので、前日までに予約をしてということでの利用ということでございまして、100％の

利用状況になっていないというところもございます。時間数あるいは日数等も今後も検討し

て、利用しやすいように、あるいは利用していただけるように、順次見直し等はしていきたい

というふうに思っております。 

 それから、広域路線バスでございます。 

 歳入の減ということでございまして、利用者数が減ってきているというのが現実でございま

すが、ちょっとまだ詳細の分析はいたしておりませんけども、いわゆる宇野バスの定期を利用

している方はこのバスのほうにはそのまま乗車いただけるというようなことにもなっているよ

うでございまして、そういったところも影響があるのかなというのも思いますが、いずれこの

原因につきましては詳細に検討をしていきたいというふうに思っております。 

 また、運行時間等につきましても、宇野バスさんとの状況等も見ながら、見直すべきところ

はまた見直していきたいと、利用しやすいように、あるいは活用できるということで見直しも
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必要があれば順次行っていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと先これだけ聞かせて。 

 徳光課長な、僕の言いたかったのはな、200万円払うたりするんじゃったら、広域じゃった

ら時間的に調整とか、じゃからやっぱり最初かけた当初の予算が甘かったんかというのを反省

してくれということで、最終補正じゃから言よんで。定期がどうのこうの、それも反省の中へ

ありゃあ、わかったらこれを解明して。もうこれ解明されずに、次の当初予算ついとろう、大

抵。解明してからつけたほうがええんじゃねえかなあとちょっと今思うたんで、検討。そうい

うことについてじゃった、まあよろしいです。 

 それから、デマンドについてはやっぱりいろいろ調査しとるから、こういう、国からの国庫

補助もろうたりしょんのに、返すこともねえ、もっと有意義に利用してほしかった。フリー乗

車じゃねえけど、フリー乗車せえ言うんじゃねえんじゃけど、大体これ予約ということが、予

約が大原則でええんじゃけど、予約じゃのうてもしてあげてくれるようにすりゃあええんじゃ

ねえかということを言いたかったんですよ。例えば、予約がなけりゃあそこへ行かんわけでし

ょう、そのコースへ。例えば、例えばですよ、河原屋から１人予約があったら河原屋へ行くわ

けでしょう。そうしたら、河原屋から草生へ乗りたかったけど、予約してなかった。乗りてえ

者が出たけど、バスが来ようるけん乗っちゃろうと思うても乗せずに行くわけでしょう。乗し

ちゃってくれりゃあええんじゃねえかということを、わかるかな、言いたかった。そうしたら

利用量もふえるし。確かに、原則はもう予約でええんですよ。例えば言うたら、草生へ来てく

れえというて草生から予約があって行ったのに、河原屋の人が来んがな、わしを乗せというて

言うのはそりゃあちょっとおえんかもしれん。こっち来るときじゃから、僕は当然乗れるんじ

ゃねえかと思うて。河原屋から出たんじゃったらな。河原屋の人が言うたら、草生通らにゃ

あ、河原屋行けれん、河原屋、草生来れんが。草生の人が乗りてえけんというて出とりますけ

えというて、その日になって出とりゃあ、おえんのんじゃ、今。せえで、そこんとこをちょっ

と今。 

○委員（下山哲司君） 乗せるようにしとんじゃねん。 

○委員長（北川勝義君） ほんま、乗せてくれんので。そこんとこちょっと確認、再度してえ

んじゃけど、どんなんかな、そりゃあ。今、下山さん乗せるようにした言うけど、乗してなか

ろう。それで、問題がそれでそういう意見が出とるから、どんなんかな。わからんの。支所

長、どねえなんな。わからんの。乗せてなかろうが、今。乗せてねえけん、哲っちゃんは乗せ

言うたんじゃ。じゃけど、乗せれなんだんじゃ。 

○吉井支所長（楢原哲哉君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 楢原支所長。 

○吉井支所長（楢原哲哉君） 現在は、前日までの予約者の乗車ということで対応しておると
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思っております。 

○委員長（北川勝義君） じゃろう。 

○吉井支所長（楢原哲哉君） 途中乗車だめでしょう。途中乗車は認めていないという運用を

しております。 

○委員長（北川勝義君） そうなっとんじゃけど、前僕思ようたのが、下山さんもそういう意

見言うたりしょうて、似たような意見、僕と同じようなことを言ようた。同じようなこと言よ

うたな、今。それで僕が言うのは、奥行っちゃれえということはできんと思うんじゃ。こっち

帰ってくるとき、何か池本部長答えた。部長じゃなかったかな、何か答えたの。途中からじゃ

ってもできるんかと思うて言うたら、結果的にゃあ今乗せてもろうてねえんじゃ。せえで言う

たら、聞いたんよ、運転手が、乗せてもろうてねえけん、なかったら。乗しちゃりゃあええの

にな、そうぼっけえねえんで、件数はねえんじゃけど、あったらしいんで。してなけりゃあ乗

せれんというて、そうなっとるからというて乗せなんだということが、乗れなんだということ

があるから、ちょっと利用しょうる人が急に言うても、通るとこがありゃあ、その理屈が通っ

とった。通るとこあったら乗せてくれりゃあえかろうがなというて。河原屋の話じゃねえんで

すよ、草生の。違うとこ、仁堀であったんで、布都美であったんです。ちょっとそこらやっぱ

り、アンケートもとったということもあったんで、何らか考えにゃおえん、反省で考えにゃお

えんじゃねえかなあと思う。せっかくのお金で、これも乗しょうりゃあ、利用率もふえとりゃ

あ、国のほうへ返還金も少のうて済むんじゃねえかなあと思う。いろいろ思うたんで、ちょっ

とそこらがあったんで。今後は、もしありゃあ、重要なこっちゃけん、検討していただきてえ

と思うんで。 

 池本部長。 

○総合政策部長（池本耕治君） いろいろ御意見いただきました。原則は原則ですけれども、

臨機応変な芸当がどこまでできるかというのは十分検討する必要があろうかと思いますので、

必要ならば事業者とも検討してみたいと思います。 

○委員長（北川勝義君） 事業者は知らんことはねえ、知っとるから、乗しちゃりてえぐれえ

思よんじゃけど、乗れてねえというのがあったという話があったから。 

○総合政策部長（池本耕治君） 現実がそうなんですけれど、一応受け付けてっていう、事業

者が乗すという大原則がありますんで、そのあたりはどこまで臨機応変な現場での芸当ができ

るかというのは未知数のとこがありますんで、これは十分検討させていただきます。 

○委員（下山哲司君） 委員長、よろしい。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと待って。再度言いたかったんが、デマンドというたら、和

気町がやりょうるデマンド、タクシーとかデマンドな、大きい。全然違うんじゃ、和気町じゃ

ったら。和気町がやったり、浅口郡がやりょうるほうが本当のデマンド。うちのはデマンドじ

ゃのうて、デマンド的な、まあええけど、ちょっと今そう思うたんで。じゃから、今言うの
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は、本当にデマンドじゃったら、出てきた人がおったら乗せてあげてもええんじゃねえかとい

うのを言いたかったんで。今後、利用者のための意見を聞いて、もちろん各地域の区長さん、

民生委員さんおる、意見聞いてやってもらいてえと思うんで、お願いします。 

 下山さん、何。 

○委員（下山哲司君） 関連じゃ。 

○委員長（北川勝義君） はい、関連で。 

 はい、下山さん。 

○委員（下山哲司君） 前に聞いたときに、じゃから電話があったら家の前まで行くんじゃけ

ど、コースを走りょうる範囲で、そのとこで、例えてうちの家の前でばあさんが３人乗るんじ

ゃけど。３人とも言うとるように思えんけど。 

○委員長（北川勝義君） 思えんというて、言うとるで、そりゃあ。 

○委員（下山哲司君） ええぐあいに、その後対応してくださりょんじゃというふうに思うと

ったんで。そのコース以外に家まで来てもらおう思やあ電話せにゃあ来てもらえんのじゃ。そ

れ当然じゃ。じゃけど、同じとこで２人のとこへ３人おったら３人乗しょうるように思うとっ

たんじゃけど、違うん。 

○総合政策部長（池本耕治君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、池本部長。 

○総合政策部長（池本耕治君） おっしゃることはようわかるんですけれども、やっぱり原則

は予約のデマンドという格好になっております。ただ、今の３人おられて１人が予約しとっ

て、あとの２人が一緒におって、一緒に乗っていこうやという場合がどういう対応されとるか

というのは、細かいとこまでわかりませんけれども、基本的には予約のデマンドなんで、そこ

らはちょっと現実とあれをもうちょっと研究をしたいと思いますので、よろしく。 

 ただ、和気のデマンド、和気のはデマンドタクシーみたいな感じですし、こちらはやはりデ

マンドと言ってもデマンド路線バスみたいなちょっと形がありますので、根本的なとこ違いあ

ります。したがいまして、先ほど言いましたような、どこまで応用編でできるかというのは十

分検討する必要があろうかと思いますので、制度の問題と絡めて研究したいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 前に言うたのは、朝出るときにそろうて出とるが。ほいで、用事が早

う済んだから、ほんなら昼から帰る言うとった人が午前中の11時の便で帰れんのんかというよ

うな話で、あの回答はまだもろうてねえんじゃけど、臨機応変にするという回答じゃったじゃ

ねえん、あれ。 

○総合政策部長（池本耕治君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、池本部長。 
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○総合政策部長（池本耕治君） おっしゃることはようわかる。ただ、受け付けと事務処理を

お願いしとりますので、タクシーの会社に。そのあたりがほんまにできるもんかどうかという

確認も必要ですし、できるだけ乗られる方の対応をしたいと思いますけれども、やはり原則と

受け付けの体制といろんな形を十分検討する必要があろうかと思います。皆さんの足の確保と

いうことで、できるだけ皆さんのためになるようには仕組みをよりよく考えていきたいと思い

ます。 

○委員長（北川勝義君） 僕が言いたかったの、お金のことがあるから、返還もあるんじゃっ

たら、使えるんじゃから、有利な事業じゃから、もっと有意義に使うてほしい。池本部長、こ

の年度末まで乗ってみられえ。２日ほど乗ってみたら、感じがわかるから。というのは、やっ

ぱり頼まれて、事業者、広域バスでもデマンドでも……。 

○委員（下山哲司君） 委員長、よろしい。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと待って。用事がねえのには、勝手に、言うてねえ、予約し

てねえんじゃったら、原則やりょうるとこはよう受けんと思う。前でも、広域バスのときに宇

野バスで、身体障害者手帳とか療育、いろいろの手帳出したらええというても、なかなか。知

っとる人はええけど、手帳をするのは、そういうこっちゃねえ、ハンディになると思われとる

方が手帳を見せん人もおるわけ。ぱっとこうして表だけで、職業訓練所とか。ほんなら、やっ

ぱり運転手はそれを見てあれをせにゃあおえん言うとるから、それ見せてもらわにゃあおえん

のじゃ言うたら、今度は何かもう高圧的なかったというてやっぱりなるんで、いろいろなこと

があると思うんで、これは臨機応変もあるんじゃけど、これからは徹底することをちょっと一

遍会議でもしてやってもらいてえと思うたんです。それで池本部長にあえて乗ってみてくれえ

という話をしたんで。僕はそれでよろしいです。 

 下山さん。 

○委員（下山哲司君） よろしい。仁美のコースの人は解消したという回答を聞いとるわな。

へえから、城南でその話があったのは、じゃからその後ない、タクシーしょうられる人に聞い

たら、行政とうまく相談してやってますという回答もろうとったんじゃけど、全然話が違う

が。 

○委員長（北川勝義君） そりゃあ相談とはまた違うな。 

○委員（下山哲司君） じゃけん、現場はうまくやってくりょうるということじゃ、あれは。

そう言うてもろうたら、もう言わんのじゃ。確認してくださいよ。 

○総合政策部長（池本耕治君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい。 

○総合政策部長（池本耕治君） 現場で上手な対応をお願いしとるわけですけれども、やはり

原則は原則、臨機応変なとこはありますんで、そのところは御理解をいただきたいと思いま

す。 
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○委員（下山哲司君） もうほんなら、わかりました。 

○委員長（北川勝義君） 次お願いします。 

○総務課長（入矢五和夫君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、課長。 

○総務課長（入矢五和夫君） 続いて、電子計算費の予算残のことの御説明でございます。 

 委託料で電子計算機の保守委託料の残が367万円あるというこちらなんですけれども、これ

内容といたしましては、事務用のパソコンのアップグレード作業で、当初ウィンドウズ７への

アップグレードを予定しとったんですけれども、機械の性能等の関係でそれができない機種と

いうのが調査の結果、数台か相当数あるということで、そちらについてはビスタへのアップグ

レードということで対応させていただきました。ビスタのライセンスについては在庫がござい

ましたので、そちらの辺が必要なくなったということで余っております。80台前後の数だった

と思います。 

○委員長（北川勝義君） 課長な、僕はそんなこと言よんじゃねえ。367万円余ってな、上の

な、システムの421万9,000円が不用額になってこねえしたのは、こりゃええんじゃ、こんなこ

とはわかりょうるわけじゃ。そうじゃのうて、そこのはな、歳出のとこにあった、何かあっ

て、見込み違いの予算じゃったんかというて。ウィンドウズ７じゃとか、せえから何か言よう

るけど、いっこもわからんのじゃけど、それ。計画立ったとき、これができるからこうじゃっ

たんじゃねえんかというて、予算づけが甘かったんか、調査不足じゃったんかということを言

いたかったわけ。例えば、これの車に、トヨタにつくというて言うたんじゃけど、うちは実は

トヨタも日産もつくというてやってみたら、うちは日産じゃけんつかなんだ。トヨタ部分はつ

いたけど、日産つかなんだけんということを言ようるわけじゃろう。そりゃじゃけん、あんた

らの調査不足じゃねえんか。設計これを、電子計算機の委託してしょうるとこと話ができなん

だんか、もし。これな、こんなことを厳しゅう言わんとしょんじゃねえんじゃけど。僕が言わ

んとしょうること違うとるか。今そう思よんじゃ。僕はねえ頭の中で言うた。やっぱりそれだ

けじゃったら、プロがしょんじゃから、コンピューターのほうが民間企業がこんだけは要りま

せんよ、こうじゃというて。こんなもん予算つけて、ほかの予算これが使えん場合にほかの予

算つけとったら、こんなのペナルティーと一緒じゃということを言ようるわけじゃ。どねえな

ん、そりゃあ。 

○総務課長（入矢五和夫君） 済いません。調査については一台一台を調査した結果、そうい

うのがあったということで、もう少し詳細な調査が事前にできておれば……。 

○委員長（北川勝義君） じゃあけん、僕が課長な、言葉とるんじゃねえけん。もっと、この

３月の末じゃのうてな、12月ぐれえ出て、こうなったんじゃったらええけど、結果、27年度し

か使用できんことになってきょうるわけじゃろう。今26年度でちょっと使用できたかもしれん

けど、不用額はもう27年度じゃけんええんじゃけど、26年度。わかるかな、言ようること。わ
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からんかな、わし。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） ええんじゃけど、何で水原次長。 

 はい、水原次長。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） ウィンドウズ７、ビスタの関係で、ビスタで

いけた努力の結果がこういうことで、安くできたということで御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（北川勝義君） いや、ちょっと待って。安うできてねえが、できてねえ機種もぎょ

うさんあるんじゃろう。ウィンドウズ７はできてねえんじゃろう。ウィンドウズ７せずに、ビ

スタ入れかえたということか。 

○総務課長（入矢五和夫君） ＸＰから７にしたかったのですけども、機械的に性能でできな

かったので、ビスタにするしかなかったんです。 

○委員長（北川勝義君） ＸＰからウィンドウズ７にしたかったんじゃけど、できんからビス

タにした。 

○総務課長（入矢五和夫君） はい。ビスタというのはライセンスが、在庫がございましたの

で、無料でできたという形です。 

○副委員長（松田 勲君） ちょっといい。 

○委員長（北川勝義君） ええよ。 

○副委員長（松田 勲君） ちょっと済いません。 

○委員長（北川勝義君） はい、松田委員。 

○副委員長（松田 勲君） ＯＳビスタの評判とかいろいろ聞いてます。問題があるから今変

えてるわけでしょ。ビスタよりはＸＰがいいとかというて言われとるらしい。セブンが今一番

安定してるのは聞いとるけど、今はほとんど８になっとるんですけど、ビスタはどんどんデー

タがダウンロードされたらどんどんたまっていって、動きが悪くなって、最後本当に動かなく

なる。僕も買って、動かんなったから、聞いたら、そう言われたんです。だから、変えるのは

いいんですけど、よく、もうこの時代だからよう調べて買わないと、結局行政買ったら、ずう

っと使うわけでしょう。５年で終わるわけはないでしょう。結構長く使ったりするじゃないで

すか。前のも古いの使ってたし。それを考えたら、よう考えてやらないと、そりゃあビスタに

したというのはちょっとどうなのかなあと思うんですけど、今の時代に。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと休憩すりゃあえかろう。ちょっと休憩する。 

 皆さんにお諮りします。 

 12時40分から再開したいと思うので、40分ぐらいまでよろしいか、食事、１時までとらず

に。なるべく早うさしょうとしょうるけど。40分じゃおえんか、どんな。 

○副委員長（松田 勲君） 間に合うかな。 
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○委員長（北川勝義君） １時まで休憩する。 

 調べることもあったりするんで、１時まで休憩します。１時から再開しますんで、よろしく

お願いします。 

              午後０時１分 休憩 

              午後１時０分 再開 

○委員長（北川勝義君） それでは、再開します。 

○総務課長（入矢五和夫君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、課長。 

○総務課長（入矢五和夫君） 先ほどの電子計算費の続きでございます。 

 今回パソコンについては、古いパソコンの買いかえ等も含めまして、全てを７にするという

方向で進めておりました。作業の中で、アップグレードが不能であるものがございまして、歳

出抑制の意味もございまして、ビスタのライセンスがありましたので、買いかえをせずにこれ

に入れかえたために安くついたというものでございます。ビスタの動作確認については一応行

っております。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 小言というか、非常に、もう本当いいのかなあと思うようなことを

おっしゃられているので、ちょっともうずばり指摘をさせていただきたいと思うんですけど

も、民間企業で私はもうずっと長い間働いてまいりましたし、民間企業の感覚で申し上げる

と、市役所のお仕事の進め方と違いが出るのであれば大変申しわけないんですけども、普通一

般企業で大手企業、全国に支社がある、支店があるような、営業所があるような、そういうよ

うな大規模な企業でも、どこの営業所にどういった機械があって、そしてどこで、誰が、どの

ように使っているのかということは総務さんのほうで全部把握されてますよ。把握した結果、

そのものに基づいて予算というものの要求をして、稟議を出して、それが決裁されてというこ

とになるんですけども、やってる途中で判明をして、急遽体制を変えると。その結果、差額が

出てきたっていうようなことは、結局最初から調査なされてなかったっていうことじゃないで

すか。どうしてそんなことが起きるのかなあと思ったりするんですけども、何かおっしゃられ

ることあります。 

○総務課長（入矢五和夫君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、入矢課長。 

○総務課長（入矢五和夫君） 一応、台帳のほうはつくらせていただいておりまして、いつ購

入したとかというのは記録には残しておりますが、予算のときにどこまでが対応できないか、

そこら辺の見込みが甘かったことについては申しわけないと思います。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 
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 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） ミスというか、凡ミスっていうようなところもあると思いますの

で、余りかいつまんでそこのところばかり申し上げることは控えますけども、本当ちょっとリ

ストアップしていただいて、コンピューターのことですから、ハードが、ＣＰＵがどのぐらい

で、メモリーの残量がどのぐらいあってというようなことを総務さんが、たかだかあっても

100台とか200台でしょう。1,000も１万もないでしょう。そのぐらいだったら管理できる範囲

じゃないかなあと思うんですよ。一つ一つつまんでいって、予算を、これに対してはこうだと

いうことでしていけば差額出ないと思いますので、ちょっと事前にぜひとも、もうちょっと丁

寧にしていただいたらと思います。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと僕は佐々木委員とは違うて、僕が何で言ようるというた

ら、予算をつけて執行残があるのはええんじゃ言よんじゃ。執行残はもう。例えば、1,000万

円組んどって、1,100万円ぐれいな定価じゃけど1,000万円組んどって、入札したら、皆努力し

てくださって850万円なったから、250万円余ったんですよというのはええわけ。じゃけど、こ

れじゃったらな、僕こんなことは言わん。これから気をつけていただきてえと思うんじゃけ

ど、備品じゃったら備品管理台帳というの上げとらあな。これじゃったら、委託、委託という

んか、リース台帳というのも上げとんかも、リース上げらあな、どっちみち上げていかにゃあ

おえん、リース台帳上げとんかもしれん。ほんなら、どれが要るというて。要するに、僕は余

り、今も池本部長に聞き行っとんじゃ、余り得意じゃねえから、嫁さんに聞いても教えてくれ

なんだりするから。ウィンドウズ７とビスタとＯＳか、ＸＰから変えるということで、ウィン

ドウズ７に変える言うたのにな、ウィンドウズ７がねえけん、これにしたんじゃという話は通

らんということを僕は言ようるわけじゃ、余っとるんじゃったら。本来じゃったら、こりゃあ

支障が全部……。救急で専決で緊急を要するためにというんじゃったらええけど、そうじゃな

いんじゃったら、こりゃもう凍結しとったとかな、考え方よ。わからんかな。予算要求のとき

予算要求書、ここまで言わんけど、予算要求書上げて、出しとるとき、ヒアリングしょうると

き、ＸＰが悪いからウィンドウズ７に変えるんでこんだけじゃというて上げとんじゃねえん

か、見積書つけて。それが入ってこんというんで、今度はこっちするというたら、トヨタ自動

車買う言ようたけど、トヨタ自動車入れんけん、レクサスが入らんけんＧＴＲ入れたんじゃ、

えかろうがなというて、同じ乗るんじゃけん。それが違おうがなという。せえで、今言うた

ら、松田さんも容量悪うて、最後動かんようになるとか、ええとか悪いとか、いやそうじゃね

えというて、論議はいろいろ。どれもお金に合わせたらそれだけの有効性があったりするんじ

ゃけど、やっぱり最新式のをここも入れていきたかったわけじゃろう。じゃったら、僕は、こ

れ市長どう考えるんか知らんけど、考え方。僕はこういうもんを、これをする言うでしょう。

こののりをこれを買うんじゃというて言うたのにな、こりゃあねえから、入らなんだけん、在

庫がねえけん、こっちのＢというのりを買うたんじゃというのは、そうしたらこののりのよさ
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が、ここを決めたときの、アップグレードする、決めたときにどっちがええかというて選択し

とるわけじゃろう。選択して予算とっとんじゃろう。そりゃ違おうということを言いてえわ

け。僕が言ようることわからんかな、言ようること。市長、わからんかな、言ようること。わ

からん、部長。池本部長、わからんかな。僕は予算そうやってずうっと、僕は早うときから予

算しょうたけん、そうやって予算つけるんじゃというて怒られたり、ようけんかばあしてやっ

てきょうて。僕は、これが自分の一個人の会社じゃとか、一個人のもんなら別に構わんけど、

そういうなんおかしいんじゃねえかということを言いたかったわけ。僕は知っとるとこへ行き

ゃあ、学年で学年団でねえもんはねえ、あるもんが皆ある。昔やこう行ったら、テレビで宣伝

しょうた、ぎょうさんあるんじゃねえか、くれえ言うたら、持って帰りゃあええ言うて、持っ

て帰って、ようしょうた。そりゃ、そういうことは。そりゃおかしいんじゃねえですか。僕

が、素人が、１学年、学年団でカード、学校全体で買うか、法人全体で買うかしたら、物すご

う安うなるんじゃねえかという話しした。要る要らんのしたら、ええこと言うなというて話し

して。向こうじゃ、自分の金じゃねえから何も思ようらんと。これもあえて言うたら、自分の

金じゃねえけん、何にも思うてねえ。ウィンドウズ７が入らんけん、それを入れたというのを

な、そこら辺の考え方がちょっと僕は、ええ悪いじゃのうて、わかる。初めから、ビスタか。

最初から入れたもんをな、今の電気自動車じゃねえ、車これを入れる。Ａ入れる言うとったら

な、Ａが入らんけん、もう一個違うの入れたんじゃ違おうということを言いたかった。その考

えを言よんで。わからんかな。安い高いじゃのうて、入らんけん入れたんじゃろう。 

 誰が答えるん。 

○副委員長（松田 勲君） ちょっともう一回、ちょっといいですか。 

○委員長（北川勝義君） ええよ。 

○副委員長（松田 勲君） 委員長言われるのは、７買うつもりでおったのに、何かあって別

の。例えば、それよりいい機種を買うんならまだ、安く買うんならわかるけど、古い機種でし

ょ。ＸＰの後がビスタで、その次が７で、７が一番安定しとるって言われとる中で、それない

からというて下げたビスタにするのはおかしいんじゃないかというて。 

○委員長（北川勝義君） 僕はそう言よんじゃねえんで。僕は違うんで。僕はそんなことを言

よんじゃねえんで。ウィンドウズ７がええかビスタがええか、どうのこうのという話ししょん

じゃねえん。僕は余りそのこと詳しゅうねえから。言うたら、そりゃどっちがええかという

て、長所もあり欠点もあり、いろいろあるから、メリット、デメリットあろうし。池本部長は

外野で言ようたら、そりゃええんでというて、こういうていけんで、こうやってやりょうるん

と同じで、そりゃ個人の個々の使い方もあったりするんで、行政としてこれがえかったという

のは。行政としてウィンドウズ７がええというて機種選定せられたわけじゃろう。それで予算

つけたわけじゃろう。おえなんだら、なかったというのは、やっぱりもっと早うすべきじゃね

え。ここへおる者、何か僕の言ようること間違うとるか。自分がおめえ、こねえな紺色のスー
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ツ買いてえんじゃというて買いい行って、ねかったけん真っ赤なスーツ買うてきたけん、代用

品で安かったけええかったけん、そりゃ物がえかったけん、真っ赤なほうが高かったけんとい

う、ええけん買うたんという。紺色を買いに行ったら、紺色を買わにゃあおえんのじゃねえん

か。例えばで、色で選択したらよ。 

○委員（下山哲司君） もう……。 

○委員長（北川勝義君） じゃから、それをちょっと言いたい。ちょっと下山さん黙っとい

て、ちょっとこれ大事なこっちゃから。予算のつけ方じゃから、こりゃあ。僕はこんなことを

最初から言うんじゃねえけど、怒るんじゃねえけど、市長が、やっぱりこういうこと市長とか

に言うたら、こりゃあこうなっとる、総務部長がこういうこと、実はこうなっとったんでとい

うて。この間から言よん。お断りが先あって、せにゃあおえん。説明も、これ聞いて言ようる

だけど、聞かずに言うたら、ああそうか、入札残があったんだけでわからんが。言ようること

むちゃ言ようるか、僕が。と思うたんじゃけどな。 

 下山さん、何か知らん、まとめ、もうええがなというて言ようる。ようねえよ。 

○委員（下山哲司君） ええ言よんじゃねえ。 

○副委員長（松田 勲君） だから、機種まで言うからおかしいことになる。 

○委員長（北川勝義君） じゃから、僕はやっぱりわからんのをな……。 

○副委員長（松田 勲君） 入札残って言やあ話がね。 

○委員長（北川勝義君） 僕はわからんから。じゃから、最初予算をとって、じゃあから最初

言うたが、入札残だったら当初の予定が甘かったんかというて言うたら、そうじゃねえ、実は

こうじゃ、機種の話をして、こうじゃというて、ええ悪い言うから聞きょうる。おかしゅうね

えか。自分とこの家で。自分らあええけど、わしら嫁さんに生活させてもらようるから、扶養

家族みてえなもん。例えば、嫁さんがきょうはこの刺身を買うてこいというて、サワラの刺身

を買うてこい言うたの、わしがほんならタイでえかろうが、タイがあったけんというわけにゃ

あいくまあがな。店をしょうてから、もうおめえアワビ出してくれ言うたのに、こっちでえか

ろうがなというて、貝柱が今ええけん、これホタテがええけん、ホタテにしてくれというて、

実は100円安うするけん。そりゃ通るまあがなというて。僕が言ようることおかしいか。それ

を言よんじゃが。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 水原次長。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 今回の予算につきましては、当初７でという

ふうなことで計画しておりましたが、機種に合わないものがございました。この機種に合わな

いことでビスタを導入しておりますが、こちらにつきまして御報告できておりません。申しわ

けございませんでした。 

○委員長（北川勝義君） ちょっとええ、そりゃそれでええんじゃけどな、７を入れるという
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ておえなんだときになったときに、委員会の中で、こういうのはできんからというて調査して

やったんじゃろう。そのときのことを、経過、こうなりょうるときのを言うてもろうたほうが

えかったということを言よんじゃ。今は断りしたけえ、水原次長な、ええ悪いの話は別でな、

悪いとか言よんじゃねえ。説明してくれにゃあ、当初の予算つけ方が、うったてが違おうとい

うことを言いたかったんでな。値段が安いけん、ほんなら安いもん買うてえかったというて。

ほんなら、乗用車と軽四、軽四買いますから言うて、軽四自動車を入れます言うて、普通乗用

車のほうが安い場合があるが、今。そうしたら、普通車になっとるじゃねえか言うたら、い

や、普通乗用車のほうが、軽四のほうがたけえ、安かったけえ買うたんじゃ。そりゃ通りゃあ

すまあがなということを言ようるわけじゃ。それじゃったら、おめえ、今ごろな、ちょっと黙

っといてくれ、ちょっと最後まで。それじゃったら、おめえら、積算しょうるがな。土木へお

って、建設もしょうたんじゃろうが、積算を。これが安いけえ、これにかえちゃったけんとい

うたら、前の楢原君、楢原支所長、所長のとき、どっかの業者が松を使うというてなっとった

がな。松使うというて、そうしたら、松使わんで、ヒノキを使うということになった、ヒノキ

の通しを。やにが出るけえ、わし暇なけん、腹立っとるけん、名前出して、元議長山田さん

が、初代議長の山田さんがやにが出るんかというて、こうやって言うたんじゃ。ヒノキという

のは、すごいヒノキはやにが出るんか言うた。おめえ、何を言よんなら言うた。やっぱり松か

というてわしが言わにゃあおえん。言うたら、高いからこっちのほうがええけん、ベイマツに

したんじゃというて。そんことは通りゃあへん。やるんじゃったら、設計変更のときに協議し

てやってもらわにゃあ違おうということを言いたかった。それが自分の考えじゃあ、こっちの

ほうが強度もあるというて言うても、それは通らんがなということを言よん。何のために設

計、施工監理したんがあるんなというて、そういう話があったな、楢原君。覚えとろう。じゃ

けん、それを僕は言ようるだけのこっちゃ。そう難しい話ししょんじゃねえ。途中で間違うた

ら、間違うとりますよというて言うてもらいたいわけ。僕はな、済んだことを言うつもりもね

え。下山さん言よん、済んだこと言よんじゃねえ。新しゅうなったら新しゅうで生きていきゃ

あええと思うて、済んだことは納得したらええ。また掘り返したら、こっちも掘り返してやら

にゃあおえん。同じことを言ようることから言ようるだけで、違うとりゃあ違うとったという

て。じゃから、最初口頭で一番に、次長が答えて、市長がこういうことようわからんのんじゃ

けど、市長とか副市長がこういうことわからん、大変御迷惑かけた言やあえかった。この間の

6,000万円の話と一緒じゃっちゃ。最初断りしてから来たらええんじゃ。断りせずに来たらお

かしゅうなるということを言いたかったんですよ。 

 僕が長う長うなったけ、よろしいわ。僕で引っ張るようになるけん。 

 次をちょっと教えてください。 

○財政課長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、直原課長。 
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○財政課長（直原 平君） 予備費についての御質問でございました。 

 ページでいいますと26ページ、今回の補正予算の予備費が補正額9,554万7,000円、補正後が

１億5,679万9,000円ということでございまして、委員長御指摘のとおり、確かに予備費をたく

さん持つということは不用意な使用という面からも望ましいことではございません。今回、予

備費につきましては制限あるいは予備費に対する一定割合というものは定められておりません

けれども、１億5,679万9,000円にした主な理由でございますけれども、今回４億円近い不用額

が出ておりまして、今までの例でいきますと、そのほとんどを財政調整基金のほうに積み立て

るのが通常でございます。しかしながら、来年度、この後協議をしていただきますけれども、

来年度の繰越金、これが３億円ということになってございます。この３億円と財政調整基金に

剰余金の２分の１を下らないものを積み立てるということになってございますので、それを合

わせました６億円、６億円の繰越金といいますか剰余金を考える上で予備費に回させていただ

いたというのが今回の理由でございます。ですから、当初予算、27年度5,000万円の予備費を

組んでおりますけれども、本市の場合は5,000万円程度が妥当な額というふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございます。僕が言いたかったのは、別にええんじゃけ

ど、6,000万円を積んでな、27年度の話は別として、27年度とリンクするのはようわかっと

る。じゃから、別として、１億5,000万円にするんじゃったら、１億円でもな、極端な話、こ

けえ財調のほうへ上げときゃあえかったんじゃねえかというて。ほんなら、今直原課長が言う

たように、もし間違いがあって、来年１年財調崩さんのじゃな。崩そうがな。要ったら崩すん

じゃねえんか。今の取得会計の一部変更と一緒じゃねえか。要らんようになったら、今回予算

がねえから要らんから組まんと。同じこっちゃ。じゃったら、これ5,000万円ぐらいが妥当な

んじゃったら、そうすりゃあええ。何か前な、誰が言うたんか知らんけど、5,000万円ぐらい

が妥当なんじゃねえかというて言うたのを僕は覚えとんじゃ。せえで言うたら、これが

9,500万円で、約１億円ほどなんじゃけど、したら前の6,000万円に補正前足したら１億

5,000万円になるが。じゃから、何ぼか積んだほうがえかったんかなと思うたん。いろいろあ

るんじゃけど、この年度内じゃあもう使うこたあねえですが。ここで財調のほうへ回しとった

ら、向こうへ繰り越しができんけん、そねえなるんじゃけど、そこらのからくりじゃねえけ

ど、わからんことはねえけど、そうすべきかなと思よん。わかりました。一応、それを聞かせ

てもろうたらええです。 

 他にありませんか。 

○教育総務課長（藤井和彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 失礼。 

 藤井課長。 
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○教育総務課長（藤井和彦君） 今年度購入いたしました電気自動車の外装につきまして、お

手元のほうに写真のほうを用意させていただきました。この車につきましては、６月に教育総

務課のほうで購入いたしまして、外装のほうは赤磐市の交通安全マスコットキャラクターのあ

かいわモモちゃんを車の左右、あと後ろのほうに施しておりまして、赤磐市をＰＲするととも

に、交通安全の啓発に努めております。 

 また、市長のほうも土日には公務のほうで利用されているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございました。僕何で言ようるというたらな、赤磐市が

この自動車購入したというのはよう知っとる、それはな。じゃけど、和気町は、これ支局長が

ええ悪い言うたらお叱り受けるんじゃけど、今ごろ瀬戸内が物すげえ元気出して、瀬戸内がよ

う出よんじゃ、新聞見たら、東備版のとこにゃあ。赤磐もちょこちょこ出ようるが、赤磐はち

ょこちょこなんじゃ。せえで、電気自動車は和気町がボンとこの間大きゅう出とったから、せ

えで言うたん。僕はここの後ろへ張っとったの見たん。もっと何か、車がバンじゃのうて、向

こうは乗用車みてえな感じで、和気町のはえかったじゃ、ようして。和気町は考え方が建物共

済のほうのを一部取り崩してやらせてもらうということの中で、その中で見たら、和気町のキ

ャラクターするけど、今の観光の分の案内をして張ったりしとるけんというのがあったけん、

あえて聞かせてもらいたかった。せえで、新聞にもこういうなんがついたんを写真入りで載せ

てほしかったしな。 

 せえから市長、これは10周年の29日に合併がありゃあ、合併10周年するんじゃったら、合併

10周年しますよとか、そういうなんちょっと張ってもえかったんじゃねえかなと思うたん。そ

ういうことが運用してもらいてえ。市長が土曜日、日曜日、休みの日に乗っていきょうるとい

うて、市長のために買うとんじゃねえんじゃろう。今市長が乗っていきょうる言うたんじゃろ

う。なあ。市長が乗っていきょうる言うたんじゃろう。 

○教育総務課長（藤井和彦君） はい、土日は。平日はもちろん職員が毎日これ乗っていま

す。 

○委員長（北川勝義君） 市長が乗っていかんでも、市長乗りたかったら市長の車。市長が乗

っていってくれるのはええけど、そりゃあやっぱり市長だけじゃのうても、使うてもらいて

え。フルに使うてもらいてえということを言いたかったんで。そりゃあ、別に市長も土日乗り

とうて乗りょんじゃねかろうかけど、ええとか悪いとかは別で、もうちょっと使うとしたら全

体のイベントにも使うてほしいというのをちょっと言いたかったんで。今後、いやもうこれ以

上せんというんじゃたら、するかせんか、ちょっと答えて、市長。市長でもええ、するかせん

か。もうこのまま土日は私が使うんじゃと。月曜から金曜まで職員使うて、格好もこのまま、

各種イベントとか年間、例えば城山公園まつりがあるとか、賛否は別として、花火祭りがある

とか。花火大会があるとか、ふるさとまつりがあるとか、ワインまつりがあるとか、そういう
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ときはそういうのを張ろうという考えはねえんかな、どんなんかな。というのは、何でこうい

うことを言う、簡単なんじゃ。今ごろのポスターはええポスターになって、雨が少々降っても

破れりゃへんのんじゃ。市会議員の、我々の候補者のポスターにしても、雨が降っても破れん

でしょう。これ印刷ができるんじゃ。何十枚じゃ、30枚とか。ふるさとまつりするときは何枚

かそういうなんしたら、車へ張っとってもええんじゃ。両面テープでも、どねえでも、すぐ取

りゃあええんじゃから。そういうことに、僕は意義あることに使うてもらいたいと思う。まさ

か、おめえ、救急車や消防車へせえなこと、救急車へ是里ワインを飲みましょうやこう張って

くれんでもええ、そりゃあほんまに思うんじゃけど、やっぱり一つ大事なんじゃねえかなあと

ちょっと思うたんです。それ答えたら、後で答え。 

 せえから、もう一個、１個だけ忘れとった、給食センターがあったでしょう。給食センター

のとこへ180万円落としとろう。こりゃ当初かな、ここで落とした。 

○教育次長（奥田智明君） 当初予算です。 

○委員長（北川勝義君） 当初で落としたんか。26年度。まあええわ。わかった、よろしいよ

ろしい、それ。ちょっとそれだけわかったら教えてください。どういう考えか、していくんか

せんのんか。 

 市長。 

○市長（友實武則君） 赤磐市のアピール、それから10周年のアピール、これは委員長御指摘

のように、しっかりとアピールさせていただきます。そのために、車にシールを張るとかとい

うのも一つの有効な手段かと思います。これからしっかり検討させていただきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

 松田委員。 

○副委員長（松田 勲君） 済いません。ちょっと教えてほしいんですけど、財務部の２ペー

ジで、固定資産税なんですが、市税と固定資産税の分で、償却資産及び新築家屋の増というこ

となんですけど、これ結構7,000万円というのは大きいんですが、具体的に、例えば償却資産

のほうが多いかったのか、新築家屋のほうが多いか、その内訳がもしわかれば教えていただき

たいのと、もしわかれば、どのくらいふえたのかわかれば、件数ですね。新築の場合、教えて

いただきたい。 

○税務課長（藤原義昭君） はい。 

○委員長（北川勝義君） はい、藤原課長。 

○税務課長（藤原義昭君） 固定資産税の7,000万円の増の件なんですけど、こちらは償却資

産全体の件数というのはそう変わりはないですけど、大手企業による増が多かったと、数社多

かったということになっております。新築は、今まで平成18年からピークで、ずっと下がって
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いたんですけど、25、26と前年対比増ということで今回の補正増となっております。金額的に

は、ちょっとここにはないんですけど、償却資産の増が大きいものによります。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） はい。 

○副委員長（松田 勲君） 新築よりも償却資産のほうが大きかったということ。件数は少な

いけど、その金額のが大きい。 

○税務課長（藤原義昭君） そうです、はい。 

○副委員長（松田 勲君） 7,000万円のうち。 

○税務課長（藤原義昭君） はい。 

○副委員長（松田 勲君） わかりました。 

○委員長（北川勝義君） 新築が物すごい多いんかと思うて、桜が丘東が多いけんかなあと思

うて、そうじゃねえ。 

○副委員長（松田 勲君） 新築は多くなかった。25、26年というたら結構建ったと思うんじ

ゃけど、その辺はわからん。何軒ぐらい。 

○委員長（北川勝義君） いやいや、結果、今言うた、ぼっけえ、藤原課長、ふえて、物すげ

えネオポリス行きゃあ、よう、特に東行きゃあ建ちょうろう。物すげえふようると思う。そう

でもねえん。去年１年ぐらい、25年、６年かけたら、減ってきたん。 

○副委員長（松田 勲君） 当初見込みからそう変わらん……。 

○委員長（北川勝義君） 変わらんというて、何かふえた……。 

 ぼっけえふえとるように思うで。行きゃあ、西山ストアのとこのあれの後ろでもやりょうる

し、行くとこ見たら、何か家を建ちょうるような気がする。思うんじゃけど、そうでもねえん

かな。しれとんか。 

 いや、僕が行っても、何ならありゃあ、何ですかなというて聞いたら、家を新築しょんじゃ

言うけん……。 

○副委員長（松田 勲君） あわせて、市民税もふえとるじゃないですか。だから、家が結構

ふえたんかなあと思ったんだけど、余り関係ない。市民税とセットで固定資産税がふえとるけ

ど。 

○委員長（北川勝義君） 大分ふえとろう。25年、26年そう変わらんというたら、変わらんと

いうたら何かあれになるなあ。 

 後でええけん、藤原課長、後で25年、ちょっと調べてくれりゃあええが。言うて、ちょっと

指示して調べさせちゃって。 

○副委員長（松田 勲君） 当初もあるしな。 

○委員長（北川勝義君） 当初があるけん、やってくりょうりゃあ、誰か調べさしょうて。 

 他にありませんか。 
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              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） なければ、これで質疑を終わりたいと思います。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、消防長。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） 先ほど御指示いただきました団条例の改正に伴います資料

として、平成26年度の赤磐市の消防団員数の定数表と、26年10月１日現在になりますけども、

それから今回の改正に伴います新旧対照表をお手元のほうへ配付させていただいておりますの

で、御確認いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） 最初に出したのを引き上げりゃあええな。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 最初に出したのを引き上げて、あとの２枚を使うてください。 

 以上です。 

 それでは続きまして、議第35号平成27年度赤磐市一般会計予算を議題とし、これから審査を

行いたいと思います。 

 まず、執行部から歳入歳出一括して補足説明がありましたら説明願いたいと思います。 

○議会事務局長（富山義昭君） 委員長、議会事務局から。 

○委員長（北川勝義君） はい、局長。 

○議会事務局長（富山義昭君） では、失礼します。 

 議会に関する27年度の一般会計予算ということで、歳入は予算書の32ページをごらんくださ

い。予算説明資料は20ページ、21ページとなります。 

 平成27年度赤磐市一般会計、32ページの歳入の関係でございますが、雑入です。そこの説明

の欄の上から11行目あたりにあります清算金1,000円と、その少し下にあります議員駐車場使

用料17人分というのが歳入となります。このうちこの清算金といいますのは、政務活動費のう

ち預金利子がついた議員から年度の終わりにいただくということで、座だけ設けておるもので

ございます。 

 次に、歳出です。 

 予算書の35ページをごらんください。予算説明資料は24、25ページとなります。 

 この予算書35ページの議会費の総額、これにつきましては前年度とほぼ同額ということで７

万3,000円の減ではありますが、ほぼ同額となります。補足説明としまして、前年度に比べま

して特徴的な４点を報告させていただきます。 

 まず、１点目は１節報酬のうち、正副議長の報酬が端数が4,000円、1,000円それぞれついて

おります。このことにつきましては、本年４月に正副議長の改選がございます。その関係で、

新しい正副議長が誕生するその当日、新旧の正副議長がその日だけ重なるということになりま

すので、その１日分をふやしているということから端数が出ております。細かく申しますと、
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議長の端数が4,000円となっておりますが、正確には3,500円でございます。切り上げて

4,000円となります。副議長は1,000円の差額です。 

 それから、２点目につきまして、本年度の26年度は議員18人で予算計上しておりました報酬

でありますとか議員期末手当、さらには政務活動費の交付金、これにつきまして27年度は17人

で計上しております。 

 それから、３点目としまして４節の共済費、この共済費のうち、議員共済組合負担金が前年

に比べて556万5,000円増となりまして、4,571万6,000円となっています。これにつきまして

は、この４月に統一選挙が行われますが、この統一選挙を機に退職一時金という形で議員年金

を受け取られる方が多く見込まれるということで、ことしの議員の共済組合負担金の負担率が

上がりました。この影響でございます。 

 それから、４点目です。予算書の中でなくしております。昨年まで８節に報償費というのが

ございました。人権研修を実施しておりましたが、申し合わせによりまして26年から人権を考

えるつどいへ積極的に参加するということで、こちらのほうの予算はなくしております。 

 歳出のうち、これら４点が主に前の年と変わったところということで報告させていただきま

す。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） はい、続いて。 

 徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） それでは、秘書企画課関係の予算の説明をさせていただきま

す。 

 資料につきましては、総合政策部の資料を中心に説明をさせていただきたいと思いますの

で、予算書並びに説明資料とあわせてごらんください。よろしくお願いします。 

 まず、歳入でございます。 

 予算書ではページの17、18、説明資料では10ページ、11ページになります。 

 13使用料及び負担金の項１使用料、１総務使用料、２のバス使用料でございます。市民バス

の使用料16系統分が315万円、それから広域路線バスの使用料といたしまして400万円を予定い

たしております。 

 続きまして、予算書24ページ、説明資料では14、15ページになります。 

 款15県支出金、項１県負担金、６の移譲事務県負担金、１の移譲事務交付金でございます。

これにつきましては、岡山県から市町村に権限移譲された事務に対する交付金でございまし

て、大きなものでいいますと、旅券の発給であるとか農地転用あるいは有害鳥獣の許可等、全

部で36項目ございますが、合わせまして548万3,000円を予定をいたしております。 

 続きまして、予算書27ページ、説明資料では16、17をお願いいたします。 

 款15県支出金、項３で委託金、１総務費委託金、６の統計調査費委託金でございます。来年
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度におきましては、大きなものとしまして国勢調査がございます。その委託金が2,082万円、

その他委託金をそれぞれ計上をさせていただいております。 

 続きまして、予算書28ページ、説明資料では16、17ページになります。 

 款17寄附金、項１の寄附金、１の一般寄附金でございます。全部で420万1,000円ございます

が、このうち270万円をふるさと赤磐応援寄附金として予定をいたしております。本年度並み

で、３万円掛ける90件を見込んでおります。 

 続きまして、予算書30ページ、説明資料では18、19になります。 

 款20の諸収入、項４受託事業収入、１の受託収入ということでございます。広域路線バス、

赤磐美作線の運行事業受託収入ということで、美作市、美咲町、それぞれから受託収入という

ことで合計523万4,000円を見込んでおります。 

 続きまして、予算書31ページ、説明資料では20ページから21ページになります。 

 款20諸収入、項５雑入、４の雑入、１の雑入でございます。市町村振興協会市町村交付金で

969万3,000円。それから、ページは１ページはぐっていただきまして、32ページになります。

中ほどになりますが、広報紙の折り込み委託料67万5,000円、それから広告収入、これは広報

とかホームページの広告収入でございます。予算書では72万6,000円のうち48万6,000円を見込

んでおります。それから、その下になりますが、市の公共交通会議への負担金の返還金240万

円支出したもののうち、国庫分を120万円返還を予定をいたしております。それから、市民バ

スの運行事業費補助金の返還金415万9,000円、それから国際交流事業の個人の負担金としまし

て、33ページになりますが、4,000円掛ける30人で12万円を見込んでおります。 

 それから、33ページの下側になります。 

 21の市債、項１の市債で、８の過疎対策事業債でございますが、下から３つ目、市民バスの

運行事業費を過疎債で見ております。620万円を予定をいたしております。 

 続きまして、歳出のほうに移らさせていただきます。 

 予算書の36ページからになります。 

 説明資料では24ページ、25ページになりますが、款２総務費、項１の総務管理費、１の一般

管理費のうち、一番最初にあります嘱託員報酬453万6,000円のうち226万円を予定いたしてお

ります。それから、予算書37ページに移りますけども、市長の交際費としまして75万円。それ

から、予算書の39ページに飛びますが、市長会の負担金として187万9,000円を見込んでおりま

す。 

 それから、同じく39ページ、説明資料では26ページ、27ページになりますが、２の文書広報

費でございます。大きなものとしまして、広報あかいわの印刷代、１万7,200部を予定いたし

ております。725万4,000円。それから、広報の配布委託料でございます。900円掛ける１万

6,400戸を見込んでおります。1,476万円を予定をいたしております。 

 続きまして、予算書では42ページから43ページにかけてになります。説明資料では30ページ
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から33ページになります。 

 ６の企画費でございます。この中では、総務部資料にありますように、グローバルキャンプ

の事業といたしまして、新規事業として71万9,000円。２泊３日で行うものでございます。そ

れから、42ページの下ほどになりますが、片上鉄道の沿線地域活性化対策協議会の負担金とい

たしまして543万4,000円。それから、中ほどになります、市民バスの運行委託料といたしまし

て2,747万8,000円を予定いたしております。それから、デマンド型の市民バスの運行事業費の

補助金といたしまして1,070万円。それから、連携協力事業、岡山シーガルズの連携協力とい

うことで334万8,000円を見込んでおります。それから、広域路線バスの運行事業の委託料でご

ざいます。運行の委託につきまして1,688万7,000円を見込んでおります。それから、市制の

10周年に関する事業といたしまして、交流事業、交流人口の増加であるとか一体感の醸成、Ｐ

Ｒイベントの開催、市長対談等々、合わせまして1,043万6,000円を企画費の中に組んでおりま

す。 

 それから、予算書53ページ、54ページになります。説明資料では40ページから43ページにな

ります。 

 款２総務費、項５の統計調査費、２の統計調査費でございます。先ほど申し上げました国勢

調査、本年の10月１日が基準日ということになりますが、これら合わせまして統計調査費全体

で2,108万5,000円を見込んでおります。 

 秘書企画課は以上でございます。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、水原次長。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） それでは、総務部関係の予算の補足説明のほ

うをいたします。 

 総務部資料につきましては、５ページから主なものを記述しております。 

 それから、会計管理費、それから監査委員費も含めて一括して説明のほうさせていただきた

いと思います。 

 予算書16ページのほうをお開きいただきたいと思います。 

 12款分担金及び負担金、１項分担金、１目総務費分担金のとこで、防災無線戸別受信機設置

分担金3,000円のほうを計上させていただいております。 

 17ページ、12款分担金及び負担金、２項負担金、１目総務費負担金、土地改良区総代選挙負

担金88万円計上させていただいております。 

 それから、13款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料、１節施設使用料の中で、

宿舎使用料、職員宿舎使用料として45万4,000円を計上させていただいております。 

 19ページのほうをお開きいただきたいと思います。 

 13款使用料及び手数料、２項手数料、１目総務手数料、３節事務手数料、地縁団体証明手数
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料、座のみ1,000円を計上させていただいております。 

 それから、21ページのほうをお開きください。 

 14款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１節総務費補助金のとこで、社

会保障・税番号制度システム整備費補助金として1,563万5,000円を計上させていただいており

ます。 

 それから、22ページ、14款国庫支出金、３項委託金、１目総務費委託金、１節総務管理費委

託金、自衛官募集事務委託金３万円のほうを計上させていただいております。 

 24ページのほうをお開きください。 

 15款県支出金、２項県補助金、１目総務費県補助金、１節総務費補助金、消費者行政活性化

事業費補助金として146万4,000円、それから防犯カメラ設置支援事業補助金、住民団体が設置

するものですが、こちらのほうとして75万円を計上させていただいております。 

 26ページのほうをお開きください。 

 15款県支出金、２項県補助金、９目消防費県補助金、１節消防費補助金、地域防災力強化総

合支援事業補助金として100万円のほうを計上させていただいております。 

 27ページのほうに移りまして、15款県支出金、３項委託金、１目総務費委託金、５節選挙費

委託金、岡山県議会議員選挙執行費として1,085万6,000円を計上させていただいております。 

 28ページのほうへお移りください。 

 16款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、２節物品貸付収入、地域情報通信基

盤整備貸付収入、ブロードバンド光ケーブルの貸付収入2,001万円を計上させていただいてお

ります。 

 31ページのほうへお移りください。 

 20款諸収入、５項雑入、４目雑入、１節雑入のうち、真ん中あたりにございます印刷・コピ

ー・図書代金139万4,000円のうち、総務部につきましては30万円。それから、団体事務取扱手

数料292万9,000円。それから、地方公務員災害補償基金還付金３万円。それから、32ページの

ほうに移っていただきまして、真ん中あたりですが、市町村振興協会研修・研究支援事業助成

金150万円。それから、派遣職員給与、こちらにつきましては東備農業共済事務組合あるいは

後期高齢者医療広域連合への職員派遣の給与として2,229万円。それから、旅費等各種団体負

担金、これは座のみ1,000円を計上させていただいております。 

 それから、33ページのほうへ移っていただきまして、21款市債、１項市債、14目緊急防災・

減災事業債、１節緊急防災・減災事業債、防災行政無線施設整備事業ということで、出屋、尾

谷地区で屋外子局を新たに整備することとしておりますが、こちらのほうの事業債のほうを

600万円計上させていただいております。 

 歳出のほうに移りまして、36ページ。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、こちらにつきましては各種委員の報酬、職
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員の給料、手当等を計上させていただいております。 

 それから、39ページのほうへ移っていただきまして、２款総務費、１項総務管理費、４目会

計管理費、こちらにつきましては決算書の印刷、支払い通知用はがきの印刷等を計上させてい

ただいております。183万8,000円でございます。 

 それから、40ページのほうへ移っていただきまして、２款総務費、１項総務管理費、５目財

産管理費、こちらのうち一部が防災行政無線関連の事業費のほうを計上させていただいており

ます。需用費につきましては、消耗品のうち７万3,000円、それから燃料費につきましては１

万4,000円、光熱水費につきましては139万2,000円、それから修繕料につきましては18万円が

総務部関係となります。それから、12節役務費の関係でございますが、手数料81万6,000円の

うち２万6,000円が総務部関係となります。それから、13節委託料の中で、ページは41ページ

になりますが、測量設計委託料55万3,000円、こちらにつきましては出屋、尾谷地区の屋外子

局整備に係ります設計監理の委託料を計上させていただいております。それから、防災行政無

線保守点検委託料517万4,000円。それから、14節使用料及び賃借料の中の電柱添架料62万

3,000円、それから電波使用料13万5,000円が総務部関係となります。それから、15節工事請負

費、屋外拡声子局移設工事、こちらにつきましては小原地区の屋外子局を移設するものでござ

いますが、121万2,000円。それから、防災行政無線施設整備工事、出屋、尾谷地区のものでご

ざいます、552万6,000円を計上させていただいております。18節備品購入費のうち、事業用備

品30万8,000円、こちらが総務部関係となります。それから、19節負担金、補助及び交付金、

県防災情報ネットワーク保守管理負担金92万6,000円が総務部関係でございます。 

 それから、44ページのほうへ移っていただきまして、２款総務費、１項総務管理費、８目電

子計算費、こちらにつきましては市のシステム関連の費用全般を計上しております。 

 45ページのほうへ移っていただきまして、２款総務費、１項総務管理費、９目自治振興費、

主なものにつきましては行政事務連絡委託料でございます。 

 10目防犯対策費、こちらにつきましては、防犯灯の関連あるいは防犯事業の費用のほうを計

上させていただいております。 

 それから、11目交通安全対策費、こちらにつきましては、交通安全関連の予算のほうを計上

しております。 

 それから、47ページ、２款総務費、１項総務管理費、13目諸費、こちらにつきましては自衛

官募集の印刷製本費のほうを計上しております。 

 それから、19目消費者行政推進費、こちらにつきましては消費生活相談の報酬等を計上して

おります。 

 48ページ、２款総務費、２項徴税費、１目税務総務費のうち、一部が固定資産評価審査委員

会関係の予算を計上しております。１番の報酬38万3,000円が総務部、それから９節の旅費１

万円が総務部関係でございます。それから、11節需用費47万6,000円が総務部関係でございま
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す。それから、19節負担金、補助及び交付金、県都市固定資産評価審査協議会負担金１万円が

総務部関係でございます。 

 それから、51ページのほうへ移っていただきまして、２款総務費、４項選挙費、１目選挙管

理委員会費、こちらにつきましては選挙に関する事務を管理執行する行政委員会費を計上して

おります。 

 それから、２目選挙啓発費２万円につきましては、選挙啓発費を計上しております。 

 それから、６目岡山県議会議員選挙、岡山県議会議員選挙の執行経費を計上いたしておりま

す。 

 それから、53ページのほう移っていただきまして、２款総務費、４項選挙費、11目吉井川下

流土地改良区総代選挙費、吉井川下流土地改良区総代選挙費を計上いたしております。 

 それから、54ページのほうへ移っていただきまして、２款総務費、６項監査委員費、１目監

査委員費、監査委員関係の費用のほうを計上いたしております。212万1,000円でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（北川勝義君） はい、近藤部長。 

○財務部長（近藤常彦君） それでは、財務部の関係の説明をさせていただきます。 

 本日、財務部資料の４ページから８ページまで、歳入、歳出、費目順に一覧表にさせていた

だいております。 

 それでは、予算書の13ページをお願いします。 

 まず、１款市税、１項市民税は、地方において景気回復の兆しがあらわれておりますが、不

安定な面もあることから、また税制改正による一部国税化によりまして、１目個人分、２目法

人分を合わせまして、前年度に比べ0.1％減の180万円減で、19億4,390万円を計上しておりま

す。 

 それから、２項固定資産税は、１目固定資産税と２目の国有資産等所在市町村交付金、これ

は県営住宅などの国、県の資産に係るものでございますが、これを合わせまして、前年度に比

べまして2.6％減の5,619万4,000円減の20億6,519万9,000円を計上しております。３年に１度

の固定資産の評価がえの影響で減を見込んでおります。 

 それから、３項軽自動車税、１目軽自動車税は、前年に比べまして8.0％の増としまして

878万8,000円増の１億1,901万円を計上しております。 

 それから次に、４項市たばこ税は、販売本数の状況から、前年度に比べまして2.3％減の２

億5,620万円を計上しております。 

 それから、14ページで、７項１目入湯税は、前年度と比べて4.5％減の55万4,000円でござい

ます。 

 それから、８項１目水利地益税は、前年同額の8,000円の計上で、滞納繰越分のみでござい

ます。 
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 それから続きまして、２款の地方譲与税、１項１目の地方揮発油譲与税は、揮発油譲与税の

総額の100分の42が市道の延長、面積に基づき案分され、交付されるものでございます。前年

度に比べて300万円増の7,600万円を計上しております。これは平成26年度の決算見込みによる

ものです。 

 それから、２項１目自動車重量譲与税は、道路整備の財源として自動車重量税の収入の３分

の１が市道の延長、面積に基づき案分されるものでございます。1,700万円減の１億6,300万円

を計上しております。これは消費税増税の先送りと平成25年度決算から金額を見込んでおりま

す。 

 それから、３項１目地方道路譲与税は、最低単位の1,000円を計上しております。 

 それから、２款地方譲与税全体では1,400万円の減となっております。 

 次に、３款の利子割交付金でございますが、県に納められた県民税利子割のうち、個人に対

する部分の59.4％が当該市町村に係る個人県民税の額で案分され交付されるもので、26年度の

決算見込みから100万円減の1,200万円を計上しております。 

 それから、15ページ、４款１項１目配当割交付金は、同じく県に納入されました県民税配当

割の59.4％が当該市町村に交付されるもので、株式市場の活発な動きに合わせまして、前年度

に比べまして86.4％、1,900万円増の4,100万円を計上しております。 

 それから、５款１項１目株式等譲渡所得割交付金は、これも同様でございまして、300万円

増の900万円の計上でございます。 

 続きまして、６款１項１目地方消費税交付金につきましては、地方消費税の２分の１が人

口、従業員数で案分されて交付されるものです。昨年４月の税率の引き上げに伴う増収効果を

見込みまして、34.3％増の１億3,630万円増の５億3,400万円を計上させていただいておりま

す。 

 それから、７款１項１目ゴルフ場利用税交付金は、県に納められたゴルフ場利用税の10分の

７が交付されるものでございまして、前年度の実績等を勘案しまして3,900万円を計上してお

ります。 

 それから、16ページをお願いします。 

 ８款１項１目自動車取得税交付金は、県に納められた自動車取得税のうち66.5％が市道の延

長、面積に応じて交付されるものでございます。平成26年４月以降、税率が５％から３％に引

き下げられたため、大幅に減額を見込んでおります。1,800万円を計上しております。軽自動

車税は３％から２％でございます。 

 それから、９款１項１目の地方特例交付金は、住宅借入金等特別控除の実施に伴う減収に対

して交付されるもので、3,200万円を計上しております。 

 それから、10款１項１目地方交付税は、全ての団体が一定の行政水準を確保することができ

るように国税の一定割合が交付されるものでございます。配分方法等未確定な部分も多いとい
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うことなどから、前年度の実績や総務省の概算要求がマイナスであるということなども勘案し

まして、普通交付税は平成27年度から始まる段階的縮減分を考慮しまして4.2％、２億7,200万

円減の61億7,600万円を計上。それから、特別交付税は、病院の廃止などマイナスの要因はあ

るものの、昨年度は交付税総額の５％としていた割合を６％に戻したことによりまして、前年

度比較5.9％、2,900万円増の５億2,400万円をそれぞれ計上しております。地方交付税全体で

は、２億4,300万円減の67億円を計上となっております。 

 続きまして、11款１項１目交通安全対策特別交付金は、道路交通法に定める反則金の一部が

交付されるというものでございまして、970万円を見込んでおります。 

 それから、17ページをお願いします。 

 13款の使用料及び手数料で１項使用料、１目総務使用料の桜が丘いきいき交流センターの使

用料331万円、管財課所管の行政財産使用料67万8,000円のうち66万7,000円、それから吉井会

館の使用料1,000円でございます。 

 それから、19ページお願いします。 

 次に、手数料でございます。２項手数料、１目の総務手数料は、３節の事務手数料の税関係

証明手数料314万円、臨時運行許可手数料45万円、督促手数料100万円を計上しております。 

 それから、27ページお願いします。 

 27ページをごらんいただきまして、15款県支出金、３項委託金、１目総務費委託金では、３

節の県税取扱交付金6,270万円の計上です。 

 それから、28ページをお願いします。 

 16款財産収入、１項財産運用収入は、１目財産貸付収入の１節には、土地建物貸付収入

212万3,000円のうち211万8,000円が管財課が所管するもので、駐在所、小原会館賃貸収入など

でございます。 

 それから、２目１節には、利子及び配当金393万1,000円で、基金利子などが主なものでござ

います。 

 それから、18款繰入金、１項基金繰入金は、１目財政調整基金繰入金は、一般財源の不足額

を補うため３億3,938万5,000円を計上しております。 

 それから、29ページ、３目その他特定目的基金繰入金は、桜が丘東地域整備基金繰入金で、

管財課が所管します草刈り作業等委託料に充当するもので、90万円でございます。 

 それから、19款繰越金は、前年度繰越金でございまして、前年度同額の３億円を見込んでお

ります。 

 次に、20款諸収入でございますが、１項延滞金、加算金及び過料は、延滞金としまして

700万円を計上しております。 

 それから、30ページで、２項市預金利子につきましては、最低単位額の1,000円のみの計上

です。 



- 55 - 

 それから、31ページから32ページにかけまして、５項雑入、４目１節の雑入でございます

が、管財課所管分として職員駐車場使用料など532万8,000円や税務課所管分の地籍地図等コピ

ー代30万円でございます。それから、33ページで、歳計剰余金は、先ほどの土地取得特別会計

の廃止に伴います剰余金1,233万7,000円を計上しております。 

 それから続きまして、33ページ、21款１項市債、８目過疎対策事業債に、旧吉井児童館解体

事業の公共施設等除去事業に2,410万円の計上でございます。 

 それから、同じく34ページ、11目の臨時財政対策債は、地方交付税の代替財源でございまし

て、2.2％増の８億2,890万円を計上しております。 

 以上が歳入でございます。 

 それから、36ページをお願いします。 

 予算書の37ページで、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で、管財課が所管しま

す本庁、支所の事務用消耗品、机、椅子などの事務用備品費、それから契約管理システム並び

に電子入札共同利用に係る負担金など1,293万2,000円を計上しております。 

 それから次に、39ページお願いします。 

 ３目の財政管理費は、11節の予算書等印刷製本費が主なものでございまして、69万円の計上

です。 

 それから、40ページ、５目財産管理費は、本庁舎、庁用自動車、公有財産管理に要する経費

で、１億179万1,000円を計上しております。主なものは、13節委託料の公共施設等総合管理計

画の計画策定支援業務委託料1,500万円、それから15節の工事請負費の旧吉井児童館の解体工

事、それから旧熊山第３分団機動部機庫解体工事、合わせまして2,298万2,000円の計上となっ

ております。 

 それから、42ページお願いします。 

 ６目企画費には、行財政改革審議会委員報酬などで40万6,000円の計上をしております。 

 それから、43ページの７目支所及び出張所費は、３支所及び仁堀出張所の庁舎等の維持管理

費2,535万6,000円を計上しております。 

 それから、46ページをお願いします。 

 12目施設管理費には、桜が丘いきいき交流センター及び桜が丘出張所の経費2,387万5,000円

を計上しております。主なものは、１節報酬には休日に出張所業務を行うための嘱託員報酬

312万円、それから13節委託料の清掃委託料226万8,000円、それから夜間休日管理委託料330万

3,000円などでございます。 

 次に、47ページ、14目財政調整基金費240万6,000円及び15目減債基金費11万3,000円は、そ

れぞれ基金の利子積立でございます。 

 それから、16目の特定目的基金費の特定目的基金利子積立金は140万6,000円、それから基金

積立金は太陽光発電による寄附金と用地貸付収入の一部を、300万円を新たに創設しましたス
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マートコミュニティ基金へ積み立てるものでございます。 

 それから、48ページをお願いします。 

 ２項徴税費、１目税務総務費には、税務課並びに収納対策課所管の税事務、徴収事務に係る

臨時職員賃金、参考図書費等を計上しております。 

 それから次に、49ページ、２目賦課徴収費には、市税を適正に、公正に賦課するための経費

や徴収事務を適正で効率よく行うための経費を１億962万6,000円計上しております。今年度で

主なものは、デジタル航空写真撮影を実施する予定としております。 

 それから、最後119ページ、12款公債費、それから11項公債費は、１目元金に長期債元金償

還金19億3,908万5,000円、２目利子には長期債利子、一時借入金、合わせまして２億5,034万

8,000円を計上しておりますが、財務部の関係では元金は19億3,846万1,000円、利子が２億

5,022万7,000円となっております。 

 最後に、14款予備費は、前年度と同額の5,000万円を計上しております。 

 以上です。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、消防長。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） それでは、平成27年度一般会計消防費に関します説明をさ

せていただきます。 

 初めに、歳入についての説明をさせていただきます。 

 予算書20ページ、予算説明書12ページ、13ページ、本日の消防本部の資料では１ページから

をごらんいただけたらと思います。 

 初めに、13款使用料及び手数料、２項手数料、５目消防手数料、１節消防手数料、証明等手

数料50万円につきましては、赤磐市手数料条例に基づく危険物施設の許可、検査、煙火の消費

許可、罹災、救急搬送証明に関する手数料を計上しております。 

 続きまして、30ページお願いいたします。予算書説明資料では18、19ページでございます。 

 20款諸収入、４項受託事業収入、１目受託収入、１節受託収入、山陽高速自動車道救急受託

事業収入578万1,000円、平成26年度予算額に対しまして331万8,000円の減でございます。これ

は山陽高速自動車道の救急業務に関する支弁金で、平成26年度の確定額を基礎に計上させてい

ただいております。減額の理由といたしましては、平成25年度の出動件数が25件未満の18件で

ありましたので、件数割合が1.5の率から１に減率したものでございます。 

 続きまして、32ページお願いいたします。予算書説明資料では20、21ページになります。 

 20款諸収入、５項雑入、４目雑入、１節雑入、上から７行目にありますその他消防費668万

7,000円、これにつきましては、岡山県消防防災航空センターへ職員を１名派遣しておりま

す。29歳の消防士長でございますが、これに係ります岡山県消防防災ヘリコプター人件費交付

金でございます。26年度から３カ年間の約束で派遣しております。来年度は２年目になりま



- 57 - 

す。 

 続きまして、33ページ、予算説明資料では22、23ページをごらんいただきたいと思います。 

 21款市債、１項市債、６目消防債、１節消防債、施設整備事業2,430万円、あわせまして同

項の８目過疎対策事業債、１節過疎対策事業債、消防防災施設整備事業1,990万円、これ合わ

せまして北出張所へ更新配備します消防ポンプ自動車の購入経費に充当させていただくもので

ございます。 

 続いて、歳入のほうへ移らさせていただきます。 

 92ページをお願いいたします。予算書説明資料では84ページ、85ページになります。 

○委員長（北川勝義君） 歳出じゃろう。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） はい、歳出。 

○副委員長（松田 勲君） 今歳入って言われた。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） 済いません。失礼いたしました。 

 続いて、歳出の説明をさせていただきます。 

 予算書では92ページ、予算書説明資料では84ページ、85ページをお願いいたします。 

 ９款消防費、１項消防費、１目常備消防費、主なものについて御説明をさせていただきま

す。９節旅費、普通旅費121万6,000円、これは救急救命士の派遣要請に係ります旅費等、ほか

各種会議に係る旅費を計上させていただいております。13節委託料1,956万8,000円、これにつ

きましては消防庁舎の設備の維持管理に関します保守委託料を計上させていただいておりま

す。556万円前年度に比べまして増額となっております。主な原因といたしましては、消防指

令設備の強化に伴う保守点検委託料の増額分281万4,000円、それからファクス119設置委託

176万3,000円が主な理由でございます。93ページをお願いいたします。14節使用料及び賃借

料、主なものといたしまして、パソコン借上料372万9,000円、隔日勤務者の仮眠用寝具借上料

102万7,000円でございます。93ページから94ページにかけまして、19節負担金、補助及び交付

金930万9,000円、主なものといたしまして救急救命士２名の新規養成を含む救急救命士教育負

担金470万2,000円、消防学校教育負担金126万5,000円、これは11課程21人の教育を予定してお

ります。次のページ94ページに移りまして、県防災ヘリコプター負担金233万3,000円を計上さ

せていただいております。 

 94ページ、２目非常備消防費、これにつきましては消防団の運営に関します経費を計上させ

ていただいております。１節報酬、消防団員1,067人の報酬2,260万円を計上させていただいて

おります。９節旅費、費用弁償としまして、消防団員の訓練、火災、水防などの出動手当を計

上させていただいております。金額にしましては1,464万6,000円でございます。続きまして、

19節の負担金、補助及び交付金3,256万7,000円は、主に消防団員の福利厚生を目的に損害補償

及び退職報償金に係る総合事務組合負担金2,517万2,000円でございます。それと団員福祉共済

制度掛金320万1,000円、消防団活動補助金386万2,000円が主なものでございます。 
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 続きまして、同じく94ページの３目消防施設費、これにつきましては消防施設の整備に要す

る経費を計上させていただいております。18節の備品購入費、消防ポンプ自動車の購入経費

4,428万円及び事務連絡車の購入費用135万7,000円が主なものでございます。19節負担金、補

助及び交付金1,972万9,000円、これは各地区が行います消防施設整備の事業に関する補助金を

計上させていただいております。内訳としまして、ホース乾燥、吸管ホース等格納箱などの標

準消防用機械器具補助金25地区、防火水槽修繕補助金３件、消防自動車補助金としまして小型

動力ポンプの更新に係る補助金２件、警鐘台修繕補助金４件、消防機庫修繕補助金１件、ホー

ス乾燥塔新設補助金１件、消火栓維持管理負担金５件、防火水槽新設補助金２件。 

 以上でございます。 

○教育次長（奥田智明君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 奥田次長。 

○教育次長（奥田智明君） 続きまして、教育委員会関係の予算の説明をさせていただきたい

と思います。 

 教育委員会の資料は２ページから概要を載せておりますので、あわせてごらんいただきたい

と思います。 

 まず、歳入予算からでございます。 

 予算書の18ページをごらんいただきたいと思います。 

 ７目教育使用料、１節、２節に小中学校使用料の教育財産使用料は、ＰＨＳ基地、それから

アメダスの設置、ＮＴＴ土地使用料などでございます。３節の幼稚園使用料1,119万2,000円に

つきましては、350人分の幼稚園の保育料でございます。４節社会教育使用料321万6,000円

は、公民館、それから天文台、くまやまふれあいセンター、図書館などの使用料でございま

す。前年度並みを計上いたしております。19ページをごらんいただきたいと思います。５節保

健体育使用料628万9,000円につきましては、市内の体育施設及び吉井Ｂ＆Ｇ海洋センター等の

使用料でございます。 

 22ページをごらんいただきたいと思います。 

 ７目の教育費国庫補助金でございます。１、２節に小中学校費補助金、これにつきましては

小中学校の児童・生徒に係る要保護児童生徒援助費補助金、特別支援教育就学奨励費補助金で

ございます。３節の幼稚園費補助金につきましては、幼稚園就園奨励費補助金80万円で、幼稚

園保育料の減額措置に対する補助金でございます。４節社会教育費補助金は、国宝重要文化財

等保存整備補助金406万5,000円で、備前国分寺跡整備工事のほうが565万6,000円、両宮山古墳

の遺構調査247万4,000円に係る国の補助で、補助率は２分の１でございます。６節教育総務費

補助金は、学校施設環境改善交付金2,903万6,000円で、小中学校の体育館非構造部材の耐震補

強工事に係る補助金でございます。補助率は３分の１であります。事業内容については、高陽

中学校の格技場、体育館、豊田小、磐梨小学校体育館のつり天井の補強などでございます。 
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 続きまして、26ページをお願いしたいと思います。 

 ７目教育費県補助金、１節の小学校費補助金は、被災児童生徒就学支援等の事業の交付金で

ございます。２名分でございます。４節の社会教育費補助金では、史跡保存整備に係る文化財

保護費等補助金135万5,000円でございます。また、おかやま子ども応援事業補助金286万

5,000円ですが、家庭教育支援事業、放課後子ども教室事業、学校支援地域本部事業の３事業

を集約した県の補助金事業でございます。補助率は国、県で３分の２となっております。５節

の教育総務費補助金540万円は、市内小学校区の通学路等への防犯カメラを設置する補助金で

ございます。補助率は２分の１でございます。 

 27ページをごらんください。 

 ４目の教育費委託金は、生徒指導総合実践事業委託金284万2,000円、放課後学習サポート事

業委託金18万9,000円、発達障害早期支援事業委託金500万円でございます。 

 次に、30ページをお願いいたします。 

 20款諸収入、３項の貸付金元利収入、学校給食共同調理場の貸付金の返還金でございます。

先ほども言わせていただきました、本年度から180万円の借入金を廃止したものでございま

す。 

 なお、詳しくはまた後ほど所長のほうから御説明を申し上げます。 

 34ページをごらんいただきたいと思います。 

 15目で、全国防災事業債の学校施設耐震化整備事業5,800万円は、小中学校体育館非構造部

材の耐震補強事業に係る地方負担分の財源として見込んでおります。 

 以上が歳入でございます。 

 続きまして、歳出について説明をさせていただきたいと思います。 

 予算書96ページをお願いしたいと思います。 

 10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費の内容でございますが、教育委員報酬のほ

か教育委員会の運営経費で議事録作成業務委託料の新規計上などにより、前年度より48万

1,000円の増額となっております。 

 次に、事務局費でございますが、本年度予算が４億2,693万9,000円でございます。対前年度

より4,947万4,000円、10.4％減となっております。この要因につきましては、体育館等の非構

造部材の耐震補強工事が増額となっておりますけれども、昨年度地域振興基金による学校施設

の改修事業が終了したことによる減でございます。主なものとしましては、報酬以下人件費で

は、学校医を初め、学校相談員、外国語指導助手等報酬及び職員の人件費等でございます。

97ページをごらんいただきたいと思います。12節役務費では、手数料210万1,000円のうち、学

力・心理検査手数料185万9,000円が主なものでございます。13節委託料では、小中学校校舎非

構造部材の耐震診断調査業務委託料453万6,000円、体育館等の非構造部材耐震補強工事設計、

施工監理委託料1,451万9,000円。続いて98ページをごらんいただきたいと思います。校内ＬＡ
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Ｎの設備設置調査委託料993万6,000円、スクールバス運転業務委託料2,719万4,000円、外国語

指導助手業務委託料2,112万5,000円などを計上しております。15節の工事請負費では7,259万

2,000円でございますが、小中学校体育館、格技場の非構造部材の耐震補強工事費でございま

す。事業内容については、先ほど言いましたように、高陽中の格技場、体育館、豊田小、磐梨

小のつり天井等の耐震補強工事となっております。18節の備品購入費でございますが、各小学

校の通学路等への防犯カメラ代1,084万円などが計上しております。 

 次に、100ページをごらんいただきたいと思います。 

 ２項の小学校費、１目学校管理費でございます。本年度予算が２億1,722万円で、対前年度

比3,099万4,000円、16.6％の増額となっております。この要因につきましては、35人学級のた

めの常勤の講師の賃金の増、特別支援学級エアコン設置事業等による増額でございます。１節

報酬は、特別支援教育支援員等14人分、学習支援員15人分、非常勤講師３人分、学校図書司書

９人分の報酬となっております。７節の賃金につきましては、学校校務員８人分の賃金及び全

学年35人以下学級に対応するための市費の臨時講師の賃金となっております。11節需用費の中

の修繕料3,644万8,000円の主なものにつきましては、小学校全校の消防施設修繕が266万

5,000円、遊具の修繕費が288万円、山陽北小学校の外壁補修が172万8,000円、城南小学校の放

送器具修繕109万8,000円、特別支援学級エアコン設置1,360万8,000円などが主なものでござい

ます。 

 次に、101ページをお願いしたいと思います。 

 ２目の教育振興費でございます。本年度5,979万5,000円で、対前年比1,818万円、43.7％の

増となっております。この要因につきましては、４年に１度の教科書改訂に伴う教師用の教科

書、指導書などによるものでございます。11節需用費の中の消耗品費2,912万3,000円につきま

しては、教科用の消耗品、教師用の指導資料、教材の費用等でございます。４年に１度の教科

書改訂に伴う指導書等の購入費予算は1,796万円を計上いたしております。102ページをごらん

いただきたいと思います。20節の扶助費2,275万1,000円につきましては、就学援助費33人分で

2,105万5,000円及び特別支援教育就学奨励費53人分で169万6,000円となっております。 

 続きまして、３項中学校費、１目学校管理費につきましては、本年度１億524万8,000円で、

対前年比が748万7,000円、6.6％の減となっております。この要因につきましては、主に施設

修繕料の減によるものでございます。１節報酬は、特別支援教育支援員５人分、学習支援員８

人分、非常勤講師11人分、学校図書司書５人分の報酬となっております。103ページをごらん

ください。13節の委託料の合併浄化槽管理委託料につきまして261万6,000円でございますが、

赤坂中学校の合併浄化槽等の管理委託料でございます。18節備品購入費188万3,000円の主なも

のにつきましては、実物投映機５台、プロジェクター２台などの購入費でございます。 

 104ページをごらんください。 

 ２目の教育振興費は、本年度3,598万3,000円で、対前年比62万7,000円の減額でございま
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す。1.7％の減額となっております。この要因につきましては、扶助費の減額によるものでご

ざいます。18節備品購入費514万9,000円につきましては、各中学校の生徒用図書購入費261万

8,000円並びに各学校必要な教科教材の備品整備費253万1,000円等でございます。20節扶助費

2,164万9,000円は、就学援助費189人分で2,005万7,000円及び特別支援教育就学奨励費31人分

で159万2,000円となっております。 

 続きまして、４項幼稚園費、１目幼稚園費でございますが、本年度は２億1,098万4,000円

で、対前年比81万円、0.4％の減となっております。１節報酬1,054万5,000円は、支援員等

14人分の報酬となっております。105ページをごらんください。７節の賃金2,449万4,000円に

つきましては、臨時職員12人分の賃金が主なものでございます。11節需用費、修繕料350万円

の主なものにつきましては、各園における消防設備及び遊具等の修繕費であります。 

 続きまして、106ページをごらんください。 

 幼稚園建設費につきましては、ひかり幼稚園の建てかえ工事の終了に伴い、本目廃止をいた

しております。 

 続きまして、５項社会教育費、１目社会教育総務費につきましては、家庭教育の支援、青少

年健全育成、人権教育の推進、社会教育施設の維持管理運営費など、必要な経費を計上いたし

ております。本年度9,282万8,000円で、対前年度1,456万円、14.5％の減となっております。

この要因につきましては、給料、共済費等の職員人件費の減額が主なものでございます。１節

報酬1,110万円のうち嘱託員の報酬1,019万5,000円は、社会教育指導員１人、青少年育成セン

ター育成員３人、学芸員１人分、観測指導者１人分の報酬でございます。107ページをごらん

ください。８節報償費のうち謝金576万3,000円は、家庭教育事業、人権教育推進事業、学校支

援地域本部事業、放課後子ども教室推進事業での事業協力者に対する謝金並びに研修会等講師

謝金でございます。11節の需用費、光熱水費は719万7,000円でございます。各社会教育施設の

電気料、水道料です。また、修繕料283万円のうち主なものは、くまやまふれあいセンターの

空調設備の修繕72万3,000円、誘導灯器具修繕50万6,000円、竜天天文台の手すり塗装修繕54万

3,000円、吉井生涯学習センターの倉庫シャッター修繕21万4,000円でございます。108ページ

をごらんください。19節負担金、補助及び交付金457万円につきましては、立志行事補助金

197万5,000円、社会教育関係団体への補助金249万円が主なものでございます。 

 次に、109ページでございます。 

 ２目公民館費でありますけども、公民館の管理運営、維持管理費及び学習活動推進事業の３

つの事業を行っております。公民館費の本年度１億3,995万9,000円で、対前年度426万円、

3.1％の増となっております。この要因につきましては、給料、共済費、職員手当等、職員人

件費の増額が主でございます。１節の報酬554万7,000円につきましては、嘱託員報酬が主なも

のでございます。７節の賃金1,467万8,000円は、各公民館における臨時職員賃金でございま

す。 
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 次に、110ページをごらんいただきたいと思います。 

 ３目の図書館費につきましては、施設の維持管理費、運営費及び図書推進活動費でありま

す。本年度は１億3,716万1,000円で、対前年比300万9,000円、2.2％の増となっております。

１節報酬1,831万5,000円につきましては、嘱託職員９名と図書館協議会委員４名の報酬でござ

います。111ページをごらんいただきたいと思います。11節需用費3,212万8,000円の主なもの

につきましては、消耗品費で2,345万8,000円で、図書視聴覚資料等の購入費となっておりま

す。 

 続きまして、112ページをごらんください。 

 続きまして、文化財保護費でございます。文化財の保護、啓発、郷土資料館の管理運営、修

繕、公有地の管理、史跡保存整備事業費であります。本年度予算2,618万2,000円で、対前年比

459万4,000円、14.9％の減となっております。この減の要因につきましては、昨年度は山陽郷

土資料館展示室のエアコン設置予算が計上されていたものでございます。１節の報酬624万

8,000円のうち嘱託員報酬610万5,000円は嘱託職員３人分の報酬でございます。11節需用費、

印刷製本費113万8,000円の主なものにつきましては、備前国分寺跡のパンフレットの増刷15万

2,000円、両宮山古墳の保存管理計画書70万6,000円でございます。15節の工事請負費529万

7,000円につきましては、保存整備工事が522万4,000円、それから備前国分寺跡の保存整備工

事というふうになっております。 

 続きまして、114ページをごらんいただきたいと思います。 

 ６項の保健体育費、１目の保健体育総務費でございます。スポーツの振興に係る職員の人件

費とスポーツ大会などスポーツ事業等の経費であります。本年度予算5,531万2,000円で、対前

年比1,164万8,000円、17.4％の減となっております。この要因につきましては、職員兼務によ

ります人件費の削減が主なものでございます。８節の報償費の報奨金62万5,000円につきまし

ては、全国大会出場者の激励金でございます。次に、115ページをごらんください。19節負担

金、補助及び交付金540万5,000円の主なものは、団体育成のための体育協会補助金270万円、

スポーツ少年団補助金227万6,000円でございます。 

 続きまして、体育施設費につきましては、市内体育施設、山陽ふれあい公園、吉井Ｂ＆Ｇ海

洋センターの維持管理費でございます。本年度予算１億3,609万2,000円でありまして、対前年

度比１億1,506万円、45.8％の減となっております。この要因につきましては、昨年度はふれ

あい公園の体育館前の駐車場の改修工事、それから吉井グラウンドの防球ネット工事、吉井Ｂ

＆Ｇ海洋センタープールの改修工事等計上されていたものでございます。７節の賃金645万

6,000円につきましては、吉井Ｂ＆Ｇ海洋センターの運営に係るアルバイト賃金を計上いたし

ております。13節委託料１億395万円につきましては、山陽ふれあい公園指定管理料9,642万

3,000円を計上いたしております。 

 続きまして、116ページをごらんいただきたいと思います。 
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 ３目の学校給食費は、市内３つの給食センターの維持管理や運営費、調理員などの人件費の

関連予算でございます。本年度予算２億3,285万4,000円で、対前年度比11万円の減額でござい

ます。２節から４節人件費は、給食センターの職員24人分を計上いたしております。117ペー

ジをごらんください。７節の賃金3,241万5,000円は、臨時の調理員24人分、臨時の運転手５人

分、臨時の栄養士１人分でございます。11節需用費、消耗品のうち340万円を中央学校給食セ

ンターにおいて食器類を更新するための費用を計上いたしております。また、光熱水費

4,585万4,000円では、電気料が3,750万円、水道料が835万4,000円を計上いたしております。

次に、118ページをごらんください。18節備品購入費で394万2,000円につきましては、中央学

校給食センターのスチームオーブン１台分の更新をするための費用を計上しております。昨年

度まで、この21節に貸付金180万円とございましたが、本年度から廃止をいたしております。

この内容につきましては、所長から詳しく説明を申し上げます。 

 以上です。 

○中央学校給食センター所長（久山勝美君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、所長。センター長。 

○中央学校給食センター所長（久山勝美君） 先ほど予算書の30ページにありました学校給食

共同調理場の貸付金についてですけれども、以前からもうちょっといい方法はないかという御

指摘をいただいておりました。それで、平成25年４月からちょっと状況をもう一度確認をいた

しまして、貸付金180万円につきましては、各給食の会計８会計に、規模に応じて振り分けて

運用させていただいております。25年４月からの状況を見ますと、１つの会計で５回ほど貸付

金がなかったら支払えなかったという状況がありました。金額にすると６万6,000円ほどとい

うことになります。それで検討しました結果、ちょっと方法を調べてみたんですけれども、一

番給食の関係で大口の支払い先であります公益財団法人岡山県学校給食会というのがあります

けれども、そちらに確認をとってみましたら、支払いのほうは翌月でも構わないということで

待っていただけるということを確認しておりますので、支払えない状況が出てまいりました

ら、そちらのほうの支払いのほうを１月待っていただくということで対応させていただきたい

と思っております。その関係で、27年度から廃止ということにさせていただきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、水原次長。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 済いません。補足説明、１個し忘れとるとこ

がございました。追加説明でお願いしたいと思います。 

 予算書95ページ、９款消防費、１項消防費、５目災害対策費の関係でございます。791万

6,000円計上させていただいておりますが、防災資機材、防災士養成補助金等を計上させてい
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ただいております。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長（北川勝義君） 皆終わったんかな。 

 執行部のほうから説明が終わりました。 

 ここで、質問を受けたいんですが、50分まで休憩とします。 

○税務課長（藤原義昭君） 委員長、済いません。先ほどの件について、補正のほうなんです

けど、よろしいでしょうか。 

○委員長（北川勝義君） はい、どうぞ。 

 藤原課長。 

○税務課長（藤原義昭君） この５年間の家屋の新築件数、増築件数なんですけど、平成21年

が424件……。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと待って。場所を探しょんじゃ、ちょっと待て。 

○税務課長（藤原義昭君） 済いません。 

○委員長（北川勝義君） 書くとこを探しょんじゃ。 

 26年度じゃったなあ。 

○税務課長（藤原義昭君） 26年度です。 

○委員長（北川勝義君） はい。 

○税務課長（藤原義昭君） 家屋の新築と増築の件数なんですけど、この５年間で、平成21年

度が424件……。 

○委員長（北川勝義君） 平成21年。 

○税務課長（藤原義昭君） ５年間言わせてもらいます。平成22年度が318件、平成23年度が

275件、平成24年が258件、平成25年が290件。 

○委員長（北川勝義君） 21年は何ぼ言うたかな。平成21年。 

○税務課長（藤原義昭君） 21が424件です。平成26年が331で、この２年が前年比増となって

おります。 

○委員長（北川勝義君） 21年多いんじゃなあ。これは赤磐市全体じゃな。 

○税務課長（藤原義昭君） そうです。 

○委員長（北川勝義君） じゃけん、どこがどこじゃというのは……。 

○税務課長（藤原義昭君） ちょっとそれは。 

○委員長（北川勝義君） いやいや、ええんじゃけど。本来じゃったら、桜が丘東はふようろ

う、今でもちょっと。ふえとんじゃねえん。東はふえようるような気がしてかなわん、見よう

てから。 

○委員（下山哲司君） 200件ふえよんじゃって、前年度より、東が。 

○委員長（北川勝義君） 200件、誰が言うたん。 
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○委員（下山哲司君） 聞いた、前に。 

○委員長（北川勝義君） 誰に。 

○委員（下山哲司君） 関係の人に聞いた。 

○委員長（北川勝義君） 関係の聞いたというて、200件じゃというて、そりゃあおめえ、全

部が建って、評価したんが一番正しいわあや。 

○委員（澤  健君） 世帯はわかるけど。 

○委員長（北川勝義君） 世帯数しかわからんけんな。世帯部分もあるけど。 

○副委員長（松田 勲君） いや、世帯よりこっちのほうが正確。 

○委員長（北川勝義君） せえでも、出たというんがわからんからな、今思うた。 

 わかりました。 

○税務課長（藤原義昭君） 委員長、もう一つ。済いません、もう一つ。もう一件ありまし

た。 

○委員長（北川勝義君） はいはい、藤原課長。 

○税務課長（藤原義昭君） 法人市民税の8,000万円の件なんですけど、こちらは１社の業績

向上によるものでございます。 

○委員長（北川勝義君） それは参考までに、どこら辺。 

○税務課長（藤原義昭君） 製造業の昨年同様のところなんですけど。 

 ゴム製品です。 

○委員長（北川勝義君） それでは、３時まで休憩します。 

              午後２時43分 休憩 

              午後３時０分 再開 

○委員長（北川勝義君） 再開します。 

 執行部のほうから説明が終わりました。 

 委員の皆さん、何か質問がありましたらお願いします。 

 はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 済いません、お疲れさまでございます。 

 私のほうから２点ございます。 

 一つは教育委員会のほうなんですが、あそこの木を切る予算が47万円かなんか計上していた

だいておりますけども、木のほうですね。危険があるということでお切りになられるのは、そ

れはまあ切らなきゃいけないんでしょうけども、聞くところによりますと、卒業の記念樹みた

いな形で大変たくさんの方々の思いが詰まっていらっしゃる木だというふうに聞いておりま

す。そういった思いが詰まっているものを、危険だからということですぐお切りになられてい

いのかなあというふうにも、ちょっと心配したりはしているんですけども。卒業生の方とか長

い間かかわり合いになった方々、こういった方々の、切ることによってどう思うかみたいな形
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のお気持ちの確認はしていただいているのでしょうか。そこをまずお尋ねをしたいと思いま

す。 

 もう一つは例の行政事務連絡委託費に関してなんですが、その内容について、もう大分長い

間議論してきましたから、その７つの委託内容について、いいとか悪いとかというような議論

はこの場では控えたいと思っております。市長にぜひとも考え方としてお示ししていただきた

いなあと思っているんですけども、この行政事務連絡委託費、この内容につきまして私は以前

から金額が大きいとか小さいとかというようなお話はしていないんですと。要するに、委託の

内容がはっきりとして、よくわからないので、ここの内容をはっきりさせることが必要ではな

いでしょうかという問題指摘をさせていただいたわけです。そういう中で、委託内容がはっき

りしていない。委託内容がはっきりしていても、それが本当に今この行政改革のさなかに、そ

の委託をどうしても地域のほうにしなければいけない内容なのかどうなのかというところもあ

わせて検討していただく必要というのがあるんだと思うんです。 

 例えば、今現在行政改革のさなかだからということであえて申し上げるんですけども、今回

出ております予算のほうでは、地域の方々、地域のお年寄りだとか障害者の方々を見守るパト

ロールというような助成事業というようなものが今回その事業として提出されていますし、こ

の予算書のほうを見ましたら、各いろいろなところで剪定作業とか草刈りの作業というような

ものが予算計上されていらっしゃいます。こういった、どこに草刈りをお願いしているのかと

いうところを一つ一つこの場で聞くわけにいかないので、よく網羅されていらっしゃいます、

担当していただいているところでもいいんですけども、草刈りをする予算のついているとこ

ろ、それは本当にお願いをしているところにしなかったら草刈りができないのかどうなのか。

各地域にはあるわけですから、地域の町内会、区の方に、そういった、その中にあるような草

刈りをお願いするとか。 

 例えば、山陽と桜が丘には遺跡の碑の管理というのがありますけども、この遺跡の碑の管理

もどういった感じに管理していただいているのか、ぜひともちょっとお尋ねをしたいと思うん

ですけども、こういったものも行政事務連絡委託費の中身に明確に委託内容として入れれば、

要するに支出の根拠というのは明らかになってくると思うんですよ。そういったぐあいに、

別々の項目に設けるのではなくて、行政事務連絡委託費の中に明確に何をしていただくのかと

いうことを、今現在こういったぐあいにあるわけですから、こういったようなものを加えてい

ただいて、支出していただけるのであれば、それはもう明確にわかるわけですから、私はそう

いったぐあいのほうがいいんではないかというような御指摘をずっとさせていただいてたんで

すけども、そのことについて市長どのようにお考えになられるでしょうか。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと関連の、市長のこっちゃねえんで。さっきの最初の。さっ

きの関連の。植栽のことで関連をちょっと質問してえんで、ついでにちょっと。 

 樹木の伐採ので、風光明媚なというか、いろいろ記念碑があるとか、この間佐藤議員から見
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せてもろうて、それはそうじゃなあと思うて、いろいろあったんじゃけど。僕あそこを通りょ

うて、いっつもメタセコイヤが、木が落ちて、通行の邪魔になる、せえから滑りそうなとい

う、危険だから、これ切るのにええこっちゃなあと思うた。切るのを、僕は話し合いが、関係

者、卒業生とか話し合いができとんかできてねえんかというんが１点と。 

 それから、もう一点が切り方も、全部切らんでも、ある程度頭飛ばしてすりゃあ、いろいろ

方法、枝も打たにゃあおえんけど、方法論があるんじゃねえかなあとも思うたんです。それが

２点目。 

 ３点目としては、今佐々木委員が言われた、答えていただきゃあええんじゃけど、僕は何か

あそこをもうちょっと切ってしまうんじゃったら、移植するとか小ぎれいにしちゃるとか、小

ぎれいという言葉は悪いな。きれいにしちゃるとかというようなことを何か考えなんだら。せ

えで、これこの間資料もろうたとき見たら、瓦やこうが何やかんや使うとった、高陽役場のと

きの使うたというのがあるんで、そこらももししたら、これには切る予算しか、47万円しか出

てねえんじゃけど、どっかへその予算が、そういうことをしようと思うて、大抵教育長や友實

市長じゃけん、そういうことはせにゃあおえんというて思われとんじゃねえかと思うて、どっ

かへ予算があるんじゃろうか。あったら教えてくれりゃあ、僕はまあええんじゃけどというの

を追加のちょっと絡みで言いたかったんで。ということです。 

 はい、前田課長。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（前田正之君） 佐々木委員、委員長から、山陽郷土資料

館のところへありますメタセコイヤ、２本ありますが、その伐採についてお答えをさせていた

だきたいと思います。 

 一般質問等でもいただいておりますが、教育委員会といたしましては、昭和二十七、八年ご

ろ、いわゆる緑の募金事業の……。 

○委員（佐々木雄司君） その話じゃなくて、切ることによって、周りの方々のお気持ちが詰

まっているものなんですけども、それに対してお気持ちの確認をされたというところを問うて

ますから、していただいておるか、していただいてないか、それだけお答えいただければ私も

満足なんですけど。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（前田正之君） わかりました、済いません。 

○委員長（北川勝義君） 関係者との話。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（前田正之君） お答えいたします。 

 関係者等への確認作業はできておりません。先ほどからいろいろな御意見も頂戴しておりま

す。また、教育委員会のほうも基本的には安全性ということを考えまして、伐採の方向を検討

したわけですが、高陽中学校の卒業生の皆さんの思いというものがあると思いますので、何ら

かの形で、いろいろ具体策が現在はっきりとしたものがあるわけではありませんが、何か卒業

生の皆さんにお気持ちを伺えるようなことを考えまして、実施に当たっては関係者の皆さんの
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気持ち、地域の皆さんの気持ちというところに配慮して、伐採を実施したいというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

○市長（友實武則君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 友實市長。 

○市長（友實武則君） このメタセコイヤの伐採については、確かに高陽中学校の卒業生の

方々にとって思い出の深いものがあろうかと思います。私も高陽中の卒業生として、このメタ

セコイヤ、卒業アルバムめくったら大きく立派に写っております。こういった思いを卒業生あ

るいは赤磐市民皆さんに問いかけをして、これについての御意見を聞くということが一つのス

テップとして必要と考えております。しっかりこういった方々への意見を聞いて、その意見に

よって、次の保存をするべきか、どういうふうな処理をしていくべきか、もう一度考えていき

たいというふうに思っております。そういったことで、関係者との話し合い等ができていない

というのは反省をしながら、今後関係者との話し合いをしながら、その結果で、委員長がおっ

しゃったような形も含めて、考えを進めていきたいと思います。 

 私のほうからは以上です。 

○教育次長（奥田智明君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 教育次長。 

○教育次長（奥田智明君） 先ほど、切り方とか、それから後の環境のこともおっしゃってい

ただきました。それについては、本当に今どこをどういうふうに切ってとかというふうな具体

なことはございません。いろんな御意見等いただく中で、いい方法を見つけていきたいなあ

と。 

 それから、予算についても、今御指摘のとおり、本予算には入っておりませんので、それの

ほうもいろいろ検討してまいりたいというふうに思います。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木さん言う前に、ちょっとわし言わせて。 

 考え方、吉井の場合、エノキというんがあって、道の、周匝黒本線の真ん中へ、僕改良した

ん。そこの真ん中へエノキというんがあって、そこはよう事故するんじゃ。拝んだらけがする

んじゃ、切ったらたたりがあるんじゃというてしょっちゅう言ようて、僕切っちゃったんじ

ゃ。切らにゃあおえん言うて。何で切るというたら、枝がよその墓やこうへ巻きついたりした

り、家がもう。はっきり言うて、その家は、ほかの人はええわ、たたりがあるというて。そこ

の家はずっと、トタンも剥げて、といも詰まって大変なことなって。今回もいろいろなこと

で、ネオポリスでも木を何ぼか、保安林を切ってくれたということ、本当皆ようなったんじゃ

けど、針葉樹ばあで全然落ちんとこじゃってみ、墓んとこへ巻かれたもんはたまったもんじゃ

ねえし。やっぱりそういうこともあったりして、高所作業車で切ったんですよ。借ってきてか

ら切らせてもろうて。今でも当たっとん、どうせ嫌われとんじゃから、罰はよう当たれと思う
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て、ええと思うたんじゃけど。かえって、切った人には明るうなってようなったというて、事

故も少のうなるというて喜んでくださったんじゃ。じゃあから、それはそれでええと思うんじ

ゃけど。僕は、意見をこれから聞く言われたんじゃけど、これから意見聞くんじゃったら、こ

れ予算落としてくださいよ、委託料。そうじゃのうて、これはやらせていただくんじゃと、や

らせていただくからつけたんじゃと。そして、その後に、佐々木委員が言われた、僕も言よう

る、何かするとか、もしええんじゃったら切るんじゃから。枝を取るとか苗木をするとか、せ

えから後の展示物する、いろいろ方法はあると思う。それをこれを一旦、市長話を聞いてから

またというたら、話聞いて、ほんなら関係者がいけん言うたら、これやめるんかな。こけえ予

算上げたら実施してもらわにゃあおえんじゃねえかと思う。話ができるまではちょっと木を切

るのは凍結しとけといういろいろやり方が。僕はそうじゃと思うよ。それどうも市長言うた

ら、関係者との話を聞いて、関係者が今じゃったらいけん言おう。いけん言うたら、やめるん

かというておかしげな話になるんじゃねえん。僕はそう思うんじゃけど。 

 佐々木委員。そう思うんじゃけどな。 

○委員（佐々木雄司君） 済いません。僕の質問の仕方がちょっと悪かったかもしれないで

す。予算がついていることなので、切るということは、先ほども言いましたけども、危険とか

ということで切るということは、それは仕方がないこととして、切るのであれば、皆様方の思

いというものもあるわけですから、その思いというものをしっかりと聞いて、その上で切らな

かったらいけないのではないかなあという御質問でありましたので、訂正にはならないですよ

ね。改めて、そうしていただいたらどうかなあということで御提言といいますか、切るのなら

どういった切り方がいいのか、よく関係する方々と御相談になられてから、いきなりばさっと

切って、危ないから切りましたよっていう話じゃなくて、そういったぐあいにしていただけた

らというふうに思ったりしておりますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） 市長、もう一遍答えられますかな。 

○市長（友實武則君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 友實市長。 

○市長（友實武則君） 先ほどはちょっと舌足らずな答弁になりました。申しわけございませ

ん。 

 この伐採については、やはり通行上の安全等を考えて、基本的にこうしていきたいと考えて

おります。それに当たって、関係者にしっかりと意見を聞いて、その後の対応を考えていきた

いということを申し上げたことで、訂正させていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（北川勝義君） この件は僕はよろしい。 

○委員（佐々木雄司君） あと行政事務連絡業務委託費。 

○委員長（北川勝義君） どっちが、市長。 
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 はい、友實市長。 

○市長（友實武則君） 行政事務連絡業務委託についてのお尋ねでございますけども、この行

政事務連絡委託費について、これまでも佐々木委員さんにはいろいろ御指摘等いただいており

ます。また、そのほかにも市民の方から、この委託費が不透明だという指摘をいただいている

ことは事実でございます。そのため、市のほうといたしましては、この業務の透明性もしっか

りと確保する必要があると認識しているところでございます。そのために、岡山県内でもござ

いますし、県外でもさまざまな自治体が行っております小規模多機能の自治体、こういったも

のを実現して、それに透明性を確保した形での自治体の運営費なるものを交付しております。

交付金という形でやってる自治体が多いんでございますが、そういったところのやり方をしっ

かり研究して、赤磐市に一番なじみのよい方法をこれから打ち立てていこうと考えておりま

す。それによって、先ほど言われた草刈り、遺跡の管理、そうしたものも包含して、地域地域

にとって住民の協働という形で、そのための運営費を赤磐市から交付するという形がとれるよ

うな透明性の高いものにこれから変換していかないといけないということで、つい先般ござい

ました４地域の区長会の会議の席でも、これからそういった形での変換を市のほうでは予定し

ていると、これは区長会の皆さんともしっかりと協議しながら、理解をし合ってやっていきた

いというんで理解をお願いして、賛同を得られました。これから赤磐市ではどういうふうな形

をやっていくか、１つずつ積み上げて、しっかり研究してまいりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） ありがとうございました。まさに、市長思いが一緒で、そういった

ぐあいに、透明性が高いといいますか、地域のほうにおやりになっていただける業務というの

が、今市役所の中ずうっと見回してみたら、各部署これは地域にやっていただいてもいいので

はないかなあと思われるような事業をお持ちなんだと思うんです。それを自分たちで今までは

市役所のほうでやっていただいてた思うんですけども、地域のほうにやっていただいても構わ

ないようなものがあるのであれば、それを市役所の業務のほうから切り離せば、また市役所の

内部の機構改革あるいは組織の改編、こういったようなものにもつながってくる可能性もあっ

て、総合的な行政改革というような方針にも合致してくるのかなあと思ったりします。アクシ

ョンプランのほうの定員計画の見直し、こういったようなものにも役に立つというか、側面の

支援といいますか、底支えといいますか、そういったようなものにもつながってくる部分でも

あると思うので、期待しております。市長、ぜひ市役所のほうで今持っていらっしゃる事業、

総洗いしていただいて、一度、地域にできることで市役所が無理に抱え込んでいるようなもの

はないのか、地域にできることは地域にというような感じで、ぜひともやっていただいて、そ

の対価として行政事務連絡委託費、名前は変わるかもしれないんですが、地域にやっていただ
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くことに対しての、本当に行政の委託をするわけですから、その委託費としてぜひそのお金が

活用されるように、透明性の強い形で今後もよろしくお願いいたします。 

 じゃあ、市長これは今年度中に方針を出していただいて、来年度の予算にはそれが反映され

るような、そういった取り組みだと考えておいて、タイムスケジュールで考えておいていいで

しょうか。 

○委員長（北川勝義君） 市長。 

○市長（友實武則君） スケジュール感についてのお話でございますが、できるだけ早く実施

したいという思いはあります。しかしながら、市の業務、多岐にわたっておりますので、ある

程度の時間も必要かと思っております。今ここで何年度までにやりますという目標を掲げての

話がなかなか難しいとは思うんですけども、平成27年度中に何らかの形で議会の皆様にもお示

ししていきたいと思いますので、途中経過になっても、この常任委員会、関係の常任委員会含

めて、お示しをできたらと思っております。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） ありがとうございます。ぜひ、市長ここでお答えいただきたいんで

すけど、部分的になっても、全体的に総ざらいでがさっともう一気に変えてしまうのではなく

て、部分的にもなっても、平成28年度の予算にはこの行政事務連絡委託費に対しての改革方針

というようなものが反映される、予算の名ではなくて、その委託項目の中ではっきりとさせら

れるようにしていくと、改めてちょっと決意のほうを、決意といいますか、その考えのほうを

示していただきたいと思うんですが、いかがですか。 

○委員長（北川勝義君） 市長。 

○市長（友實武則君） そういった28年度予算に形としてあらわれるような、そういった進捗

を目指してまいります。ただ、これは区長会等との協議もございますので、これが必ずという

ことではなかなか難しいかなという思うもございます。しかしながら、委員の御指摘のよう

に、目標も持たないといけないと思いますので、最大限努力をしていきたいと思っております

ので、どうぞよろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 最後に、余計なことかもしれないんですが、期待をして、27年度期

待をして見ておりますので、28年度、１個でも２個でも、部分的になっても、とはいえ何とか

市長のほうの実行力のほうで、市長しかできない部分でありますから、ぜひとも発揮していた

だいて、部分的にでも、１個でも２個でもその結果が出るようにお願いをしたいと思います。

私のほうからはそれで結構です。 
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○委員長（北川勝義君） その絡みじゃねえんですけど、市長に言うんじゃねえ。ちょっと僕

違うことを言おうと思うたんじゃけど、35ページにある、議員の費用弁償で、議会の。いろい

ろのことがあって、これ座だけ設けとるだけのようなもんで、議員の費用弁償。僕は百聞は一

見にしかずということで、最初２年、２回ぐらいは議員研修やって、それからもう今ずっとや

めてきとんです。約８年間、議員研修やめとんです。個々の事業によっては行くこともあるん

じゃけど、やっぱり議員研修というのは必要じゃと思うて。議員研修がただ単純に、コンパニ

オン呼んだじゃとか、旅行行って一杯飲んだとか、そねえな話はもうナンセンスな、そんなこ

とはもう、そんなするレベルのとかねえ。よそからは、この間も、副委員長言ようたけど、小

豆島町からも視察来たり、広域から来たり、もうよそは続々視察へ来ようります。全員じゃの

うても、７人、８人来てやらりょんで、うちの赤磐はそういうことがないんで、やっぱりよう

知っとるとか。せえで、赤磐の議員とかというのは、私も含めて、見たことだけで、知ったか

ぶりする者もおるんで、百聞は一見にしかずで、会派があるとかそういうことは別で、会派の

ある人はええですけど、会派のねえ人もおらあ、入ってねえ人もおられるし、やっぱり全員で

研修行くことも必要じゃと思うて。ただ、どこが行くというの、関係ねえのまで行かんでも、

行けれんときは仕方がねえです。そういう予算を、これは予算をつけ言うたら要るということ

になるんかもしれんけど、僕はつけるべきじゃねえかなとちょっと思うとんです。 

 それで、今先ほど佐々木委員が言われた、こういうことも職員のほうが調べていただいて、

全国じゃあこういうことをやっとるとか、こういう管理でできとると。全部はできません。そ

りゃあ、１つ２つやっとるとこもあったりする。そういうとこを見に行ったり、視察するんも

本当に勉強になるんじゃねえかと思うんですよ。そういうことを一つしていきょうることにつ

いて行くということは、28年度予算に、佐々木委員が反映されとんか言うたことは、そういう

ことをしていきょうるというか、27年度にやっていきょうる、補正でもやっていったら。これ

は今現、きょう休まれとるけど、きょうは欠席されとる、小田議長がおられんでも、小田議長

じゃのうてまたこうなっていったら、僕は議会とも相談して、そういうことは全協の中では議

会でもそういうことを考えましょうというて話をしてくださっとんで、ぜひ進めていって、市

長だけに責任を設けて、市長こりゃ何とかしなさいという話じゃのうて、対区長との話、これ

はもう当然わかっとります。はっきり、どこに行っても、区にしても、欲しいです、はっきり

言うて。予算的なこっちゃから、いろいろあります。しかし、減していくんも仕方がねえとい

うのあるんで、そこは執行部の市長が悪顔、悪顔言うたらおかしい、ある意味では悪顔じゃ

な、なるよりも、みんなで研修して、我々も、議会も一団になって研修してきたら、こういう

こともすばらしいことがあったんで、これで提案してやるということで、議会も全員行って、

もう賛成するんじゃというふうに持っていくために、そういうなんをつけてもらいてえと思う

とんじゃけど、そういう予算は議会のほうでつけていただきゃあ、それはつけられんのんじゃ

ろうかな、どうなんでしょうかな。それが１点と。 
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 それから、せっかく久山給食センター長がおられるんで、180万円が要らんようになったん

じゃけど、今までの歴代の給食センター長、徳光センター長から皆おるセンター長は何をしょ

うたんなら、おめえ。いや、皆要りますんじゃ、要ります、180万円なけりゃあできませんと

いうて。僕はこのことはほんま10回ぐらい言うとるで。10回というたら言い過ぎじゃ、５遍、

６遍は言うとる、軽う。180万円要らんじゃねえか、業者に１カ月だけでも待たしゃあええん

じゃねえか。そういうわけにいかんのです、業者待たせたらというて、もう鬼の首取ったよう

に言われて、それ御理解願いますというてずっと言うてきたんじゃけど、180万円が今度は要

らんというてなったということは、費用対効果の話、180万円でも出さなんで大変なことにな

る。返ってくるけんええという問題じゃねえんじゃねえかなあとちょっと思うとります。どん

なんじゃろうか。 

 それから、もう一個、これは予算上どこへあるかわかりませんが、昔是里ワイン醸造場へ貸

し付けをしとりました。これ産業振興じゃというから、産業じゃねえで、貸し付けのこっちゃ

から、しておりました。４月１日に貸し付けして、３月31日に返っておりました。そして、４

月１日に貸し付けして、３月31日に返ると、繰り返しのリピートやりょうりました。これ今は

どうなっとんか。そんなことはのうなったんか、もう。僕は前から、株主になっとる農協から

でも借れえと。それから、メーン銀行、メーンたあ言いません、中国銀行から借銭しても借れ

えと、金利あるともという話じゃった。まだ、今それを続けとんか続けてねえんか、わかりゃ

あ教えてもらいてえんで。ちょろっと言ようたら、どうもやりょうるようなことを言う者もお

るし。僕はもう確認してみますわというて言うた。これどこのとこへ入っとんかわからんのじ

ゃけど、総務の管轄になるから今そう思うたんで、なっとれば、どこか教えていただきたい。 

 それから、もう一点が給食センター、全体の。給食センターのとこで何か物を買いますとい

うて何かなっとるでしょう。物を買いますというか、学校給食の調理場で何かを買うようにな

っとったんじゃ。食器じゃのうて、食器じゃったらええんじゃけど、センタースチームオーブ

ンを１台購入するというて390万円、中央学校給食センター。中央学校給食センターができ

て、何年使うて、どういう対応をして、こんだけのが要ったんか教えていただきてえん。古い

のを持ってきとったんか、新しいガスでしたんかわからんで。なぜこう言ようるというたら、

出とりゃあ学校給食じゃけん使やあええという、前の、昔でいうたら人権の絡み、それから消

防の関係というのはもうフリーパスじゃというように言ようたんと同じで、そりゃあちょっ

と、ということも僕もそれでもええと思うんじゃ、ちょっと納得いかんのがあるんで、これど

のようになっとるんか教えてください。 

 それから、もう一個が、最後が体育施設のＢ＆Ｇ、これがことしのよう見て、次からはうめ

えこといくというんか、いかせてみたら、料金ですな。あわせて、今度は指定管理に持ってい

くという話になっとんで、28年にはもう、最悪の場合でも28年４月１日には指定管理へ持って

いってもらわにゃあおえんと思よんで、それまでにどのようなやり方してという見方というん
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かね、この予算組まれたか。その３点ちょっと教えてください。 

○議会事務局長（富山義昭君） 委員長、旅費のことを申し上げます。 

 はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、局長。 

 そりゃあ市長に答えてもらわにゃあおえんのじゃけど。 

○議会事務局長（富山義昭君） まず、周辺の状況としまして、委員長のほうからありました

議会の委員会での視察等についての予算のお話でございます。このことについては、先ほど委

員長のほうもお話がありましたように、来年度につきましても旅費の座という形でとらせてい

ただいております。具体的に幾らの金額ということではなくて、視察へ行く場合の予算はここ

につけるという形になっております。 

 その内容につきましては、先ほど委員長も言われましたように、ここ何年もそういう形での

予算計上をしておりません。といいますのも、今現在の政務活動費、前身の政務調査費が導入

されたときに政務調査費が予算計上されたと。それと合わせるようにして旅費を落とすとい

う、当時の議員さんでのお話があって、今日に至ってるというところであります。最近では、

今年度もそうでしたが、日帰りで視察に行く等の成果もございます。そういった場合も当然費

用弁償から出とるわけですけれども、予算をとらせていただくときに市長部局との話では、具

体的にそれぞれの委員会がどういう内容で、どこに行くというふうなことを具体化していく中

で補正予算なりの対応をするということで、当初から幾らという金額を上げてないというのが

実情でありますので、各３つの委員会あるいは議会の中で具体的なその方針を出していただい

た上で予算をつけていければと思っております。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございました。そんな話をしょんじゃねえんじゃ。全協

の中で議長も、今の体制で視察研修、百聞は一見にしかず、大事なこっちゃからやっていきま

しょうという話をして、こりゃ政務調査費つけたときのことも、僕もずっとおりますから、政

務調査費をつけたときにしたときのは人数も、議会人数が減ってきて、22人とか。というぐら

いのときの話なんですよ。今議員は18人になったんです。当初は26人おって、８名減っとんで

す。30％引いて７割の議員になっとんじゃ。議員報酬も削減され、これが本来。僕はどうこう

言うんじゃありません、これ議事録のことを、構わんことを言よんですけど、何ぼうか、いつ

かは報酬は上がるんじゃねえんかと思うて、報酬は上がりません。せえで、先ほど言うた、よ

そのとこじゃあ、30歳以下の男性とか、50歳以下の男性とか女性議員には報酬を30万円にせえ

とかというのを出してやっていかにゃあ。この赤磐にしても、本当に活動していきょうて、政

務活動費というのは本当に動いて活動していくから要ることです。月３万円です。要ることな

んです。領収書も全部つけて。せえから、視察研修というたらまた別で。さっきも言うた、会

派があるとかねえとか、せえから日帰りの、この委員会も図書館を今治市のほうへ視察行って
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きたこともあります、日帰りで。そういう話じゃのうて、やっぱり百聞は一見にしかずで見て

くるの大事なんじゃないかということ。さっき区長関係で出たことも市長だけが考えてやるん

じゃなく、市長と行政と、そして我々議会のほうと一緒にして、これはこういうことを勉強し

てきて、切磋琢磨して意見を交わして、これは当然ここのところは削減すべきじゃないかとい

う、先進的なとこを見てくるのも一つの方法じゃないかというのであえて言うたんで。局長の

言わりょうることはもうよう重々わかって言よんじゃけど、ちょっとそこんとこのことについ

ては僕ちょっと局長が答えてくれるんでもええと思うたんで、市長のほうからちょっと答えて

いただきてえと思うたんで。そこんとこちょっと、それも踏まえて答弁願います。 

 友實市長。 

○市長（友實武則君） 委員長提案の議員の皆様と一緒に勉強していくために研修費をという

お尋ねでございます。本当に赤磐市の発展に寄与できるもの、そういったものを執行部と議会

が両輪となって研究調査していくっていうことは重要なことと思いますので、今後議会事務局

あるいは事務局を通じて、議長とも相談をさせていただければと思います。 

 それから、是里ワインの市よりの貸付金がどうなっているかということでございます。是里

ワインは、今赤磐市から貸付金を受けて、毎年借りて年度末に返還するということはしており

ませんので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○中央学校給食センター所長（久山勝美君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、久山センター長。２つあるんで。 

○中央学校給食センター所長（久山勝美君） 先ほどの御質問で、まず貸付金の件につきまし

てですけれども、先ほどの説明でちょっと余り必要なかったみたいに感じ取られたかもしれな

いんですけれども、実際平成25年度から調べまして、前もって26年度についても８会計の５万

円から40万円の金額で振り分けております、各会計に。その中で貸付金がこれだけありますよ

と、それから毎月の給食費、歳入ですけれども、その辺を栄養士に最初伝えております。それ

でその中で栄養士さんのほうが材料を調達しますので、その辺で貸付金が最初から、４月にも

う入れますので、あるというある種の安心感というか、そういったものがあったかと思いま

す。ことし、今年度のも私のほうで、材料代を毎月支払いが発生しますけれども、支払いの終

わった後に残金を確認しまして、栄養士のほうへ、ちょっと危ないとか際どい会計のところに

ちょっと考えてくださいということでやってきました。今回の廃止につきましては、今まで大

変お世話になって、大変感謝しております。もう廃止して、今までも栄養士さんの材料の調達

等には慎重に行っておりますけれども、27年度からもう貸付金を廃止しまして、今以上にもっ

と慎重に材料の調達等を行っていきたいと思っております。 

 それから、もう一点、備品購入費のほうですけれども、中央学校給食センターのスチームコ

ンベクションオーブンといいますけれども、これは中央の学校給食センターができた平成12年
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度に導入したものです。実際、中央学校給食センターへは２台の……。 

○委員長（北川勝義君） 平成12年。 

○中央学校給食センター所長（久山勝美君） 平成12年です。中央の給食センターができた当

時に導入したものです。それで、実際ずっと使用してきておりまして、このスチームコンベク

ションオーブンというのが蒸気と熱風との組み合わせで中で対流を起こしまして、魚とか肉と

かを主に焼く機械、オーブンとなっております。今の買いかえようと思っているものについて

は、今給食で出してる魚とか肉っていうのは、焼くときアルミホイルのカップに入れて焼いて

おります。最大900ほど詰めておけば焼ける機械となっております。ずっと修繕等もしてるん

ですけど、どうしても焼きむらができる機械、できてしまうということで、魚とか肉が主なの

で、半焼けだったら大変困りますので、よく焼いてるんですけれども、どうしても焼き過ぎと

いうか、すごい焦げてるような給食が出てるという場合が多々あります。その辺で、その辺を

ちょっと改善したいということで、毎年のように中央の備品が上がっていることにはなるんで

すけれども、平成27年度についてもこのスチームオーブンにつきましては更新をお願いしたい

と思っております。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございます。今の180万円がまだようわからん。要する

に、皆努力してくりょうるけん、ええげになったということでとっときゃええん。 

○中央学校給食センター所長（久山勝美君） はい、そう思っていただいて……。 

○委員長（北川勝義君） 僕はじゃったら何遍も言ようた、そのときから努力してくれりゃあ

えかったがなというのを言いたかったんで。僕はこれ市長、教育長、優しさというたらおかし

いけど、委員がやかましゅう何遍も言ようるこっちゃったらな、行政連絡費のことでも、もし

これ何か削除するか削減すると決まりますが、市長が考えがあって、予算出すというたら。な

ったときにゃあ、佐々木委員にゃあこうなりましたけんぐらい、一言ぐらい前もって言うてく

れてもええんじゃねえん。じゃから、今これ、見てねえ僕が悪いんじゃけど、本会議で。

180万円なったというたら、北川議員こうこうで努力してやりょんじゃ、そりゃあええことし

たというて言うんじゃけど、どうもわからん。ちょっと言うてくれりゃあ、これ目を通しとら

ん僕が悪いんじゃ、そりゃあな、全部。僕はこういう性格じゃから、通さんのですよ。一般質

問の答弁書も見んのんですよ。見たら、自分の私見が入って、それを読んでやるから、もうオ

ープンの形でやりょうるつもりなんです。これじゃったら、こういうことでやらせてもろうた

からというて言うてくれたほうが、これからちょっと親切。久山センター長にそこまで言よん

じゃねえけど。せえで、そりゃあそれでわかりました。 

 それから、中央学校給食センターの、こりゃあそういうなんがあったら、僕は市長、教育

長、言い方悪い、次長でもじゃけど、特に焼きむらがあるというて。大体、そういう当たるも

んはよう当たるんじゃ。運が悪いもんというたり、それで焼け過ぎのもんが当たると。僕は大
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体、今ごろはねえけど、御飯の中に石があったら、大概僕が当たるんじゃ、家の兄弟の中で。

あったら、すぐ吐き出す性格じゃから、いまだに癖が直らんけど。あるんで、１人がなっても

みんなということになるんで、食べるもんじゃから、そりゃちょっと、中にゃあ給食費滞納し

とる人もおるかもしれんけど、もうこりゃ食べていくこっちゃけん、早う、これに係らずに。

毎年、僕は久山センター長出てくるんじゃのうてな、どうしても直さにゃおえんとこのはもう

まとめて。例えば、教育長、こんだけのもん出さにゃあおえんとしますが、Ａ、Ｂ、Ｃ、５つ

の。そうしたら、ことしは、例えば全部買うたら3,000万円かかるから、1,000万円ずつ３年計

画で買うんじゃとか、５年計画で500万円ずつで買うんじゃとかというふうなことを出しても

らやあ。何かこれ見ようたら、思いつきでぽんぽんぽんぽん出てきて、思い切り言うたら言い

方悪いけど、そねえな感じがちょっとそうとれたんで、ちょっとそこんとこを考え方。もうせ

えで、現場がありゃああれじゃけど、まさかあっちゃは出てくりゃすまあ。熊山へ建った給食

センターから、せえから吉井からまだ出てくりゃすまあ。 

○中央学校給食センター所長（久山勝美君） 東給食センターにつきましては、当然今のとこ

ろ、そういった大きな故障とか買いかえというのはありませんが……。 

○委員長（北川勝義君） 吉井も出てくりゃすまあ。 

○中央学校給食センター所長（久山勝美君） 実際、吉井のほうは今年度、26年度の当初なん

ですけれども、ちょっとＩＨの鍋がちょっと故障したということはありましたけれども、ほか

は大きな……。 

○委員長（北川勝義君） じゃけん、またそうなったら困るから、年次こう出してもらいてえ

というのを言いたかったんで。 

○中央学校給食センター所長（久山勝美君） はい、わかりました。 

○委員長（北川勝義君） せえから、もう一個はあれして、においじゃとかよそのとこへ、今

給食センターのとこへ保育所建てるというたら、なかなか今においとかのことを結構言わりょ

んじゃ。においが来るとか来ん。そりゃもう個人のあれじゃ。どんなんですか今、このしとる

給食センターじゃ、今問題は何にもねえんかな。排水とか、それからもちろんてんぷら揚げた

からというて。中にはてんぷらのにおいするけんおえんのんじゃ言われた人もおったんじゃけ

ど、よそじゃあちょこちょこそういう問題が出てきとんじゃ、聞いとんですけど、ねえです

か、その話は。 

○中央学校給食センター所長（久山勝美君） 東学校給食センターのほうで、磐梨中学校がす

ぐ隣にあるということで、ちょっと一度御指摘をいただいたことがあったようです。その辺で

空気の入れかえのダクトの辺をちょっと、その辺のものを取りかえたりはしております。 

○委員長（北川勝義君） あそこは本当画期的なとこじゃ言うんじゃけど、わかりました。気

をつけて、そういうことが出たら、何ぼうええ給食出しょうても、後が悪うなるんで、言われ

てきたら、ちょっとやっていただきてえと思うんで。そこへおられる方は、勤務しとる方は麻
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痺しとんかもしれんけど、そこの近くおる人は、たまに来たらにおう人もおられるんで、それ

は何らかのことを考えて。 

 それで、こんなことを言うちゃあおえんのじゃけど、僕はこの間、ちょっと全然変わるこっ

ちゃけん。この議員と皆さんで磐梨小学校へ視察させてもろうて、そのときすぐマスクかけえ

というて、インフルエンザの疑いがあるというてかけさせたんじゃけど、あれ僕もう絶えず言

よんじゃけど、給食センターじゃとか診療所じゃとか保育所、市内の市役所にでも、せえから

小学校でも、今はもう次亜塩素酸でするんじゃのうて、安いのができとんですわ、30万円か

40万円ほどの機械で、びゅっと消毒したら、ならんというんかな、インフルエンザの予防言う

たらおかしいけど、そういうなんも僕は完備すりゃあええと思う。この赤磐じゃどっこもやっ

てねえんかな。よそじゃあ、岡山市やこうやっとんじゃが、赤磐市はやってねえんかな、そね

えなんは。どんなんかな。ちょっと診療所はしとった、何か古いのをな。古いんじゃというて

言ようたけど。例えば、図書館やこうへ入れたとか、便所のとこには何か置いとらん、手を洗

うとこに何か、アルコールでせえというような。あれじゃのうて……。 

それがピュッとするんがあるんですよ。それをしたら、全然ええんですよ。こりゃあ、ま

あよろしいわ、知られにゃあ、答えんでも。いやいやいや、僕思うたけん。うちらは関係の学

校のとこはしとるからな、機械据えつけて。やっぱり安全なというんか、やっぱりそれすべき

じゃねえかなあと思うて。今ちょっとそう思うたんよ。あのアルコールあれをピュピュッとす

るぐれえじゃ落ちりゃあすまあと思うてな。インフルエンザやこうの菌は特に思うて。よろし

い、わかりました。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（前田正之君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、前田課長。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（前田正之君） 先ほどのＢ＆Ｇ海洋センターの指定管理

制度の導入について、今後のことについてですが、27年４月から利用料金のほうを上げるよう

に改定のほうを御承認いただいております。約半年間の利用状況を確認させていただきまし

て、また利用者の方々の御意見、アンケート等をとらせていただきまして、その結果をまたこ

の総務文教常任委員会のほうにも御報告させていただきたいと思います。その動向を見まし

て、料金のほうがいけるということであれば、早期に指定管理の導入再開というようなことで

業務のほうを進めていきたいと思っております。28年４月を一番の早い時期というところへ持

っていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 料金の改定はもう皆、広報とかはできとん。広報あかいわでしとん

かな。 

 前田課長。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（前田正之君） 料金の改定のお知らせにつきましては、
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広報のほうで、９月と、それからこの３月、２回させていただいております。 

○委員長（北川勝義君） わかりました。僕はやってみて、何か悪いとかええとかというんじ

ゃのうて、指定管理してもらやあ、大きいとこもしてもええけど、大きいとこおえにゃあ、今

やりょうるとこも頑張ってやってもらやあええと思うとんじゃけど、近に小回りがきくとこや

りゃあええとも思うたりする。いろいろのことがあるんじゃけど、ただ小回りのきくとこじゃ

ったら、金がなかって、思うより利用料金が入らなんだら、やっぱり今度はプラスアルファが

ふえたら、やっぱりええことにならんじゃねえかという。前も市長、一般質問で質問させても

ろうたんと同じ考えで、僕は悪う言わりょんのはどうっちゅうことはねえけど、僕がやめさせ

て悪うなったなった言うけど、せえでもそうじゃろう言うたら、それのほうがええというて言

うてくれて、使えりゃあ今度はやってほしいというてあって、その中でもあるんで質問させて

もろうたんと。 

 それから、もう一個、ナイターがあるでしょう、グラウンド。グラウンドの管理も一体で入

るんでしょう、こりゃあ、指定管理したら。それで、僕はお願いしてえんじゃけど、せっかく

のナイターのええのをもう、あれは定住じゃったかな、定住じゃな、たしか。して、ナイター

つけて、置いとるわけじゃ。せえで、あれ発電機でするんかな、持ってきて。発電機というの

は借るのは高けえんかな。 

○委員（下山哲司君） 常設してある。 

○委員長（北川勝義君） 今使えるんかな、常設。その使うのを、僕は何かちょっとでも安う

すりゃあ、メリット。変な言い方、ナイターがするというんでもちょっと、ナイター料金が高

けえことはねえんで、高けえことはねえんじゃけど、やっぱり使ようたら高う感じますが、せ

なんだら。何か安うする方法はねえんかな、何か方法論というのは。そうしたら、利用料も、

利用料には響かん、全体の、例えば市のほうが助成してやるとか何かできんのんじゃろうか

な。例えばというたら、是里のナイターがあるでしょう。知られんわな、市長。是里の農村広

場というて……。 

そこへナイターしとんじゃけど、それやこうじゃナイター料取りょうらんのです、地元は

地元で。僕らは一緒に借ったら、半分提供して帰りょんじゃけど、やっぱりそうしたらそこが

活性化が図れて、是里の村づくりじゃのうて、活性化が図れとんですよ。せっかくのあるＢ＆

Ｇのが今はもうほんま見て、ナイターがついとるの皆無言うてもええんですよ。要らんのんじ

ゃねえかと思うて、ついてねえから。そりゃもうほんま、何かもってえねえような気がして、

過去あったけん、おえんようになったけん悪かろうという話ししょんじゃねえんじゃけど、せ

っかくあるもんじゃったら利用せにゃあおえんじゃねえかなあとちょっと思うたりしたんで、

そこんとこどう考えとんかなあとちょっと思うたんです、それ市のほうで。きょう答弁じゃの

うてもええんですけど、そこをちょっともってえねえなあというのを。今利用状態で、何回ぐ

らい利用しとら。 
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 前田課長。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（前田正之君） 吉井のグラウンドについては、年間五、

六回というのがここ近年の状況です。 

○委員長（北川勝義君） あれがたしか２億円ほどかけて活性化農交で、か定住か。いや、覚

えとる、そりゃあ。あの日、荒嶋市長が課長で、金谷さんが課長で、わしが係長。その後、城

山公園へ行って、一杯やったんじゃ。井上透さん来てから、ぼっけえお叱り受けて、検査の前

じゃというて、僕はよう覚えとるから。じゃけど……。 

○委員（下山哲司君） あれ、今銭いりょうらんからな。 

○委員長（北川勝義君） 今要らんのん。 

○委員（下山哲司君） ゼロ。 

○委員長（北川勝義君） 使用しただけか。５回というのはちょっと少ねえなあ。こういうな

んは何か助成しちゃったら、それこそ、松田さん、スポ少が来て、安いというたら、せえこそ

来てくりょう。じゃけん、僕が言いたかったのは、利用料金も減さんようにして、利用をふや

してもろうて、それからうちのほうも、決めたことは指定管理料早う払うて、実現してほしい

ということを言いたかったんですよ。今後考えてください。 

○委員（澤  健君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、澤委員。 

○委員（澤  健君） 一般質問でもさせていただいたんですけど、総合政策部の９ページ、

赤磐市市制施行10周年記念事業の中の映画の関連事業ということで、ロケ地等の観光案内板と

か、市長が赤磐市で映画が撮られるということで東京とか大阪にもＰＲに行かれるということ

で、その予算が入っているわけでして、その予算自体は私は賛成するつもりなんですけれど、

しかし申し上げたように、製作実行委員会、これはエネットさんと松竹との契約の中で

5,400万円の協賛金を集めるという製作実行委員会をつくるよという話になって、総務文教委

員会では去年の10月に一応つくろうということで言われてたのが半年以上延びてるということ

で、この製作実行委員会ができないと、映画自体のできるかどうかというぐらいの大きな問

題。これができる前に平成27年度予算を通すということについては、やっぱり大きな問題があ

るというふうに思っております。ですから、やっぱり何らかの歯どめというか、そういうもの

が必要になってくるというふうに私のほうでは考えておるんですけど、製作実行委員会できる

前にこの関連予算を通すということについて、執行部の見解を聞きたいというふうに思いま

す。よろしくお願いします。 

○委員長（北川勝義君） はい、徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） ただいま澤委員の御質問でございますが、27年度予算のほう

に10周年記念事業ということで1,043万6,000円の予算を計上させていただいております。この

中には、御指摘がありましたように、映画を活用して市の交流人口の増加であるとか市民の一
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体感の醸成あるいは特産品の販売などにつなげていくという部分の予算と、それから赤磐市を

ＰＲしていくためにイベントの開催、関西、関東圏でのイベントの開催であるとか、あるいは

市長が著名人との対談をして、赤磐市の名前を売っていくというふうな、そういった予算を含

めたものを計上させていただいております。 

 まず、製作実行委員会の設立につきましては、昨年の９月の議会だったと思いますけども、

早期に立ち上げていくということをお示しをさせていただいておりました。これが今日まだで

きていないことにつきましては、大変遅くなって申しわけありません。おわびを申し上げたい

というふうに思います。 

 そういった中で今回の予算ですが、当然来年度、映画については製作が行われていくという

ことで、それを側面からサポートしていくための予算を、先ほど言いました、ロケ地のＰＲを

していくため、あるいは映画を活用しての交流人口の増加であるとかというものをやっていく

ということでございますが、当然映画の製作が行われるというのが前提ではございます。それ

から、もう一点の製作実行委員会についても、これができなければ、要するに映画を全国にＰ

Ｒしていくとか、あるいは協賛をいただくということができませんので、これにつきましては

現在のところ、関係方面のほうに働きかけておりまして、大体委員さんになる方の内諾等をい

ただいておりますので、早急に立ち上げていきたいということを考えております。予算の執行

につきましては、当然そういった実行委員会あるいは新年度映画が製作をされるということが

前提で、それまでには予算の執行というのは行わないということで考えております。 

 以上です。 

○委員（佐々木雄司君） 委員長、関連でちょっと確認したい、ごめんなさい。確認させてく

ださい、今の答弁ちょっとよくわからなかった。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと待って、答弁。 

 澤委員。 

○委員（澤  健君） 今一応課長のほうから、その製作実行委員会ができてからこれを執行

するということで御返答いただいたということで、ありがたいというふうに思いますが、これ

非常に重要なことなので、市長からも、同じことになるかもしれませんけど、お話をいただき

たいなというふうに思います。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと佐々木さん、はい。 

○委員（佐々木雄司君） 済いません、確認なんですが、製作実行委員会ができなかったら映

画はとまっちゃうんですか。そんなわけないですよね。 

○委員長（北川勝義君） ほんなら、それも踏まえて、市長。 

 友實市長。 

○市長（友實武則君） 製作実行委員会についてのお尋ねでございます。 

 また、製作実行委員会が編成されなかったら映画の製作が中止されるというふうな誤解を与
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えてしまったかもしれませんが、そんなことはございません。 

 製作実行委員会も確実に結成できるような運びが整いつつあります。何人かの方に委員をお

願いして、内諾を得られてる方がほとんどでございます。そうした状況ですので、これが最終

的に了解を得られましたら、この製作実行委員会が結成できたということで、委員さんの氏

名、立場も含めて、皆さんにお知らせしたいと思っておりますので、これは時期的にはこの３

月中には立ち上げが可能という見込みでございますので、そのあたりもお含みいただいて御審

議お願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） 澤委員。 

○委員（澤  健君） 一応、映画製作にかかわる製作協力に関する覚書ってありますよね。

この中に、一応甲、甲っていうのは赤磐市ですけど、甲が製作実行委員会を立ち上げるという

話になってて、そして製作協賛金として5,400万円を収集し、エネットに支払うということが

書いてありますよね。この製作実行委員会ができなくて、この5,400万円が払われなくても、

何のオブリゲーションも、そして映画も進んでいくということなんでしょうか。 

○委員長（北川勝義君） 池本部長。 

○総合政策部長（池本耕治君） 佐々木委員が御質問がありましたこと、もっともなことでご

ざいます。澤委員が言われるのもごもっともなことだと思います。どちらもそのとおりでござ

います。我々とすれば、そういうことはもう、常識言うたら失礼な話なんで、当然のこととし

てやっております。したがいまして、製作実行委員会につきましては何社か今お願いをし、全

てのとこで内諾をいただいております。協賛についてもある程度の内諾をいただいております

が、まだ直接、内諾はいただいておりまして、内諾を前提でお会いはできてない方が若干いら

っしゃいます。この方の面会ができましたら、もう実行委員会立ち上がりますので、その辺は

お含みをいただきまして、早急に立ち上がるという前提で御理解をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○委員長（北川勝義君） 澤委員、よろしいか。 

 澤委員。 

○委員（澤  健君） 早急に立ち上げるという話は、前にも申しましたけど、これ３回目な

んですよね。部長も覚えていらっしゃると思いますけど。最初に、８月に話があったときに

10月に立ち上がるという話があって、それから12月にお聞きしたとき１月に立ち上がるという

話だったんですよ。本会議での議論を聞いてると、そりゃ早急に立ち上がるんかもしれんけ

ど、そうじゃないかもしれないということもございます。ですから、私としてはやはり今回の

予算を承認するに当たって、今先ほど徳光課長からお話しいただきましたけど、やっぱり製作

実行委員会立ち上げて、そして予算を使っていくんだと、そういうことを明確にしていただか

ないと、予算について、佐々木委員に言わせると、製作実行委員会がなくても映画ができると

おっしゃるけど、一応その覚書で5,400万円集めて、それをエネットに支払うって書いてある
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わけですから、それがなくて映画もできますみたいな話はあり得ないですよ、それは。 

 そんなとはあり得ないですよ。それは約束違反で、それに対する覚書に、契約に対する契約

違反っていうことになりますよ。だから、そういうことはあり得ないので、当然その製作実行

委員会ができるという前提で、そしてそれから平成27年度予算を使っていくということが求め

られるというふうに思います。 

○総合政策部長（池本耕治君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと皆さん、発言しょうるときは発言控えてください。 

 それから、池本部長、わかるように。もっともじゃ、さっきええ、理屈のへ理屈言うたら、

心情的にゃあわかる。そのとおりじゃ、そのとおりじゃ言うんじゃが、実際契約書には、さっ

きから言ようるように、できてなかったら前へ進まんのじゃ。エネットへ払うのも、それは赤

磐市が負担を負うんじゃねえ、実行委員会が負うんであって、そこんとこをはっきりしてもら

わなんだら違うんで、これできなんだら赤磐市がしていくんじゃったら、こういう論議をする

からおかしい、議会の中でもわけのわからんことを言うもん。こりゃあ赤磐市が払うというて

なっとりゃあすまあ。今澤委員もそのとおり言われたが、エネットへ払う。できなんだら困

る。そりゃほっときゃええというて、できんのにこんだらやれえとか、そうじゃねえ。できん

けど、動いていきょうることは理解願いたいということ、それ理解する言よんじゃから。佐々

木委員ものうてもええんじゃ、せんのんかというて、そねえ端的にせんのんとかの話、意見じ

ゃのうて、やっていかにゃあおえんの皆さん頭の中じゃわかっとんじゃから、やっぱりそれを

説明を、説明の仕方がやっぱり。僕もほんまは半分もわかってねえ。あんたらが200ほどわか

っとって、僕らに30、40教えてくれにゃあおえんのんじゃ。言ようる人は100％わかっとって

も、聞きょうるほうは30％か50％しかわからんもん。人によりゃあ90％わかる人もおるし、わ

かってねえ人もおるんじゃ。じゃから、よう説明をもうちょっとかみ砕いて説明してください

よ。これについては、最後のときで、協議会に切りかえてさせていただきてえということも相

談受けております。しかしながら、ここは今委員会でやっとんで、これは私がどうこう弁解す

るという気持ちもありません。私個人の意見言えというたら、ここで立て板に水ぐらい言うて

返します、委員長報告でも。委員長報告にも、腹が立って、友實悪しや憎しで質問が出てくる

と思います。そのとき、別にここへおる人が友實憎しで質問しょんじゃありません。ええ意味

やっていただきてえというんでやっとんじゃから、そこを考えて、あなたらも明確な、腹割っ

た話で。どうしてもこれは協議会じゃないと言えないというんもあるけど、これだけはできる

というのをやってもらいてえ。敵対してやるわけじゃねえんで。ぜひ、それを踏まえて答弁願

いたいと思うんで、とりあえず池本部長。 

○総合政策部長（池本耕治君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、池本部長。 

○総合政策部長（池本耕治君） 佐々木委員がおっしゃるのは、当然これは松竹の映画ですか
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ら、松竹の方針でやられとります。 

 それから、赤磐市がこの映画を誘致して、応援するということで実行委員会をつくりますよ

っていうのは、澤委員が言われましたように、実行委員会をつくって応援しますよというふう

にしてます。 

 それで、澤委員の言われるように、この赤磐市、この映画を使っていろんなイベントをして

いきますよという計画です。澤委員が言われるように、映画が前へ行かんと、この予算はどう

なのかというのも当然の話と思いますけれども、これは我々のほうからいうと、製作実行委員

会を、今までもいろんな言い方してきましたけれども、いち早く立ち上げるというのがやはり

相手があることですので、ここの最終３月になりまして大方の製作実行委員会の姿が見えつつ

あるといいますか、御同意をいただいておりますので、この御同意を、内諾はもうほぼ全社い

ただきました。あと来週面会をして、最終的な確認をさせていただくということで、そこは御

理解をいただきたいと思います。 

 それで、ある程度その形がきちっとできましたら、またお名前等はお話はできますので、先

ほど市長の答弁ありましたような状況です。しっかりと、そのあたりは澤委員の御意見を踏ま

えておりますので、しっかりやらせていただきます。そういうことでよろしくお願いします。 

○委員長（北川勝義君） はい、澤委員。 

○委員（澤  健君） 部長が言われてることを信じてないとかというわけじゃなくて、今先

ほど徳光課長も言ってくださいましたけど、やっぱり基本的にはその製作実行委員会ができて

から平成27年度予算を執行されるということで言われてるわけですから、それは担当の課長さ

んがそう言われてるわけですから、当然部長も市長も同じ考えてというふうに……。 

○総合政策部長（池本耕治君） そういう流れになります。 

○委員（澤  健君） 流れでいいことですよね。市長もそういうことでよろしいわけですよ

ね。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと皆さんにお願いします。ここのきょうは委員会をして、定

期議会の中で委員会をしております。委員会の中でこれ粛々と審議して議決、いろいろ審議せ

にゃあいけません。それが終わりまして、それからもっと詳しい話を協議会でお話しさせてい

ただきたいと思います。その時間も持たせていただいておりますんで、この件についてはそれ

で終わらせていただきたいと思います。皆さん、よろしいですか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

 はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 済いません、１つ先ほど抜けてましたので、もう一つちょっと追加

でお尋ねをしたいということであります。 

 これは同じ総務費なんですが、文書広報費のほうに委託料として町内会のほうに配布してい
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ただいている広報あかいわの配布料がありますけども、1,476万円。要するに、先ほど私がこ

の行政事務連絡委託料について問題の御指摘をさせていただいたのは、まさにこういったイメ

ージなんです。行政がこの広報紙を配ろうと思うと、それは大分労力がかかって、無理がいく

と思います。ですので、地域の方々に、こういったぐあいに町内会の方、区の方に配っていた

だく。明確に、これはわかります、話がですね。明確にわかります。まさに、こういったイメ

ージなんです。それが今現在、行政事務連絡委託費というのはこういうぐあいに明確になって

いませんし、行政が本来やるべきことをやっていたら、これぐらいの労力がかかるけども、地

域にやっていただいたらこれぐらいの小さい労力で終わるんだというところの明確な示しが、

基準がないもんですから、私は問題ではないかなという御指摘をさせていただいているんで

す。 

 繰り返しになりますけども、私は金額の支出がだめだと言っているんではないんです。金

額、むしろやっていただくことが明確化して、町内会のほう、また区のほうが市役所の本来持

っている業務を肩がわりしていただく。これが確定するのならば、私は今現在赤磐市の本体業

務のほうで使っていただいてる事業予算、これを町内会のほうにつけかえることで今以上の、

4,500万円ぐらいの全体予算がついていますけども、これが5,000万円になっても7,000万円に

なってもいいんだと思います。その分、赤磐市役所の業務が軽くなるのであれば。業務が軽く

なることによって、市役所職員の定数が削減できたり、赤磐市役所の少ない人数であっても業

務がぐるりと回るような、そういった効率化が図れるならば、私は7,000万円かけても8,000万

円かけても、町内会や区長さんのほうに１億円かけても、私はむしろ赤磐市のためになると思

います。そういったぐあいに、全然今の状態であれば先が見えない。だから、問題ではないか

なというふうに御指摘をさせていただいているんですけども、今澤さんの議論といいますか、

論理、そのお話をお聞きしながら、私はこの質問をさせていただこうと思ったときの最初の気

持ちを思い出しました。その気持ちとは、これは予算の審査なんです。私はこの話というのを

当初、選挙の前からお話を申し上げていましたし、議会の中でもたびたび、この行政事務連絡

委託費というのは問題指摘をさせていただきました。昨年の９月には、こういったような事業

が見直されなければ来年の予算に賛成することはできませんと私２回も申し上げたんです。そ

れを超えて、今回賛成をするということであれば、先ほど市長のほうは、相手のあることだか

らちょっとわからないというような消極的な答えをしましたけども、部分的にでもやっていた

だけると、見直していただけるという答えがなければ、私はまた１年先延ばしされてというこ

とになってしまいます。それで本当にコミットのないような状態で私が本当にこの予算に賛成

できるのかどうなのか。私この澤さんの議論を聞きながら、今もう本当に、あっそうだったな

あっていうところをちょっと痛感して、そういえば広報紙の配布委託料についても御質問が漏

れていたなあということに気づきましたので、この内容とあわせて、いま一度、平成27年度に

ついてはこうやって予算が上がってきているので仕方がないけども、私の指摘に対して本当に
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もっともだと思っていただけるのであれば、部分的に28年度には反映していくということをこ

こで改めて約束していただけないと、私はこのたびの予算に関して賛成の札を上げることとい

うのはちょっと厳しい。これはもう本当に、私は昨年９月の議会で２回も難しいということを

言いましたので。 

○委員長（北川勝義君） よろしいな。 

 15分まで休憩とします。15分から再開しますんで、それまでに答弁してください。 

              午後４時７分 休憩 

              午後４時17分 再開 

○委員長（北川勝義君） それでは、再開します。 

 先ほどの答弁お願いします。 

○市長（友實武則君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 友實市長。 

○市長（友實武則君） 佐々木委員の質問でございます。来年度予算に検討結果を少しでも反

映できないかというお尋ねでございます。 

 当然、それを目指して行いたいと思います。この検討状況を予算編成時期の前までに中間報

告をさせていただいて、いろんな形でキャッチボールができればと思っておりますので、そう

いう理解をお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員、よろしいか。 

○委員（佐々木雄司君） はい。 

○委員長（北川勝義君） ちょっとほんなら、入る前に２点ほどちょっと聞かせてください。 

 13のとこで、税金のことなんですけど、現年分と滞納繰越分のなんじゃけど、こりゃやっぱ

り１％か２％ほどつけるだけかな、滞納繰り越しというのは。藤原課長わかる、言ようるこ

と。13ページ。13ページのな、市税じゃったら、個人分じゃったら16億6,400万円。そうした

ら2,100万円、滞納繰越分が。じゃけん、１％か２％ほどつけるだけかというて、１％ほどか

というて聞きょうるわけ。その下見ても、大体２億5,600万円じゃったら200万円ほどしかつけ

んから、大体１％ほど滞納繰り越しをするということかなということを聞きょうるわけ。何の

根拠でしたん。今までの実績でこうかということを聞きょうるわけ。そりゃ、僕に聞いてもわ

からんぞ、自分が答えてくれにゃあ。自分らが予算上げてきたんじゃけん。 

○収納対策課長（土井常男君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） ごめんごめん、違うたんか。 

 土井課長。 

○収納対策課長（土井常男君） まず、26年度で幾ら滞納になるかという見込みを出しまし

て、それに応じて収納率を掛けさせてもらっております。市民税でありますと、滞納見込み額
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に25％……。 

○委員長（北川勝義君） いやいや、27年度じゃろう。 

○収納対策課長（土井常男君） 27年度ですね。 

○委員長（北川勝義君） 今26、27年度に。 

○収納対策課長（土井常男君） 見込みは25％ですね。 

○委員長（北川勝義君） 滞納見込み額。 

○収納対策課長（土井常男君） はい。個人市民税ですと、ごめんなさい、27％。法人市民税

ですと滞納繰越分に20％。 

○委員長（北川勝義君） 滞納見込み額じゃろう。 

○収納対策課長（土井常男君） はい、そうです。ごめんなさい。滞納見込み額です。 

○委員長（北川勝義君） 固定資産税は。 

○収納対策課長（土井常男君） 固定資産税は20％。 

○委員長（北川勝義君） 軽自動車は。 

○収納対策課長（土井常男君） 15％。 

○委員長（北川勝義君） わかりました。 

 ほんなら、こっから質問。この滞納見込み額というのは何で決めるわけ。どうやって。土井

課長が、まあこのけえにしとっちゃろうかというて決めるわけ。 

○収納対策課長（土井常男君） いえいえ、違います。まず、26年の収納見込み率を出しまし

て、その見込み額に対して翌年度へ繰り越す額が決まりますので、今現に滞納繰越分となって

いるものに現年分の見込み分を足しまして、それの率を掛けまして……。 

○委員長（北川勝義君） いや、僕が何でこういうことを言ようるというたらな、17億円の現

年が入ってきて、2,000万円じゃのうて、滞納2,000万円が悪いとか言ようるんじゃねえ。努力

してくれて、努力の跡もあってもあるんじゃけど、滞納収納率が100％にならんでもええんじ

ゃ。例えば、2,000万円じゃのうても、20億円ありゃあ、５％でも。ここへ１億円とかという

のを上げていく、入ってくるのはできんけど、目標が初めから低いんじゃねえかというのを言

いたかったわけ。高うとってなかったら、課長、言ようること、市長わからん、僕の言ようる

こと。わかってくれというんじゃのうて、僕が言いてえのは、目標が初めから少なかったら、

そねえ難しゅうせんでもええが、５万円にしときゃあええが、100％じゃが。いやいや、極端

な話ししたら。それを決めとんのをもっと大きゅう、５％でも見るとか３％でも見てもええん

じゃねえんか、全体のというのを言いたかったわけなんじゃ。 

 せえから、何でこういうことを言ようるというたら、僕はやれえというて勧めよんじゃね

え。またこれ言うたら、また嫌われるけえ、僕が勧めようるじゃ言うけん。滞納したりしとる

人は、差し押さえとか今法的措置とってもらえ。一生懸命払ようる人はどうなるんならという

ことを言よんじゃ。払えなんだら払えん方法をとって、いろいろのことをしてもらやあええん



- 88 - 

じゃ。みんな払よんじゃけん。これ全部というたら、国保税からでも、国保税はうち管轄じゃ

ねえかもしれません。国保税から全部のこれが皆未収がのうなってみい。水道料金やこう下げ

りゃあええよ。下水の今度は投資効果が要るようになって、積み立てもできるよ、何ぼうやと

もっと。僕はじゃからそれを公平にやってくれえ言よんじゃ。やっぱり誰かがやらなんだら払

いにきいから、今の滞納の見込み額に現年してから25％、27％掛け、20％掛けたというんでや

りょうたら、間尺に合わん。もうちょっと17億円じゃったら、やっぱり半分の5,000万円でも

6,000万円でも上げて、それしたんが。ただ、おめえら取れんのに勝手に予算上げとったんか

というげになるかもしれん。そこらやっぱり考えて、難しいとこあると思うんよ、そりゃ市

長、はっきり言うて。そこを考えてほしいと思ようるわけ。そういう意味で質問させてもらよ

んじゃ。嫌がらせで何かどうこうという気持ちもねえんで。そこんとこちょっと、きょう答弁

してもらわんでもええんじゃけど、できりゃあしてもらやあええんじゃけど、そのけえぐら

い。今のやり方が悪いとか言よんじゃねえんじゃ。もっと考えなんだら。ほんなら、例えば

で、2,163万円を2,200万円入っとったら、もう行かんのんじゃろう。いやいや、例えばじゃ、

そうなるが。2,200万円も。目標を120％も超えたら、もう行かんでもええじゃねえかという話

になるんじゃねえかと思うんで、そりゃ、いやいやというて言ようるけど、大体公務員という

のはそうじゃっちゃ、おめえ。これだけおめえ、僕も公務員してきた。うめえこと世渡りして

きて、何とか生きてこれた、公務員だけじゃ、普通の者は生きれりゃへん。厳しいことを言よ

うるかもしれんけど、うめえことしてきて。ほんなら、何か言うてみ、今のことを言うて、答

えてみ。ほんなら、言わあ。検討しますとか。検討するというたら何もせんということを言よ

んじゃ。今後検討するというたら、ちょっと考えてみちゃろうかと。やりますと。じゃけん、

今佐々木委員が言うたん。やるかやらんかというて言えというて言うた。市長もやるとは言う

てねえで、今。いろいろオブラート、やるようなやらんような、ちいたあやるほうに傾いとっ

たけど。今の言うたら、いや僕はそう思うとるから、あえてもっと高う掲げてほしいというの

を言いたかった。これはきょうどうこうじゃねえんじゃけど、これからやってもらいてえとい

う、公平性ということで言よん。 

 僕は、ちょっとこれは削除して。資金関係でも、借っとって払わん人。払わにゃあおえんも

のは払わにゃおえんの。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・払わにゃおえんなら払わにゃおえんのじゃ、借った金は。今ごろ何

とか法律事務所が出て、金利が高かったらしましょうか言う。ふざけたことを言うな、借った

金は払わにゃおえるもんか。僕は今それだけ思うとん。金利まで払うてくれ言よんじゃねえん

じゃ。税金払わにゃおえんじゃ。この税金が間違うとったら、この市民税は間違うとんですよ

と、税務署が。確定申告これが間違うとるから払わんで、修正しなさいというてやりゃあええ

んじゃが。そういうことをやって払えなんだら、一遍に払わんでも、例えば毎年ちょびっとず

つでも払うてもらわなんだらというのを言いたかった。どこで上げるん、ちょっとそれだけ。



- 89 - 

えっ、答えるん。 

 はい、土井課長。 

○収納対策課長（土井常男君） 今徴収に行ってまして、それでもう話を大分つけてきており

ます。それで分納をしていただいておるので、もうその分納約束が守れないところはもう差し

押さえをして、滞納処分にして入れております。だから、そういう形でいってて、収納率もだ

んだん下がってきておる状況なんです。分納で約束をしているので、全部話もできないまま滞

納処分にしていってるわけではなくって、行きたいところというか、もう行けるところは随時

行っておりますので……。 

○委員長（北川勝義君） ちょっともうこれ答弁ええから、僕はな物すごう約２年ちょっと前

に悪う言われて、２年四、五カ月前。名指しで言われた、井上稔朗は悪いと、こういうて言う

て、僕とこへ言うて来られた人がおる。それで、何でというて聞きょうたら、話をしょうりゃ

あ、税金を取りゃあ差し押さえしてしやがった、あれだけはどうや、口を荒らして言うから、

僕はそりゃあ、そのときは、井上稔朗言うたときは、そのときは黙っとったけど、その後井上

市長はというて僕が言い直した。井上市長は自分が現職でこれから選挙も控えとんのに、滞納

を出して取っていってくりょうるということはな、赤磐市は平等でええ言うた。北川さん、ほ

んなら井上の味方するんか言うけん、そういうものじゃねえと。いわゆる呼び出しをかけても

来なんだ、いわゆる悪質な者のときは、わしを悪質な言うんかというてぼっけえ僕はやられ

て、選挙も推さんで言う。そりゃあもう自由にしてくれりゃあええというてやったんじゃけ

ど。僕はそういうことをしてくれた井上さんには感謝、井上市長のときよ、現職のとき。僕は

そのとき評価するんですよ。だから、友實市長もやってくりょうる。もちろん、その当時で

も、内田副市長やこうも先頭になっていきょうたんもある。僕はやってほしいと思よん。こう

やって滞納、みんながええげにやってもらいてえということを言ようるわけ。そのときにやり

ょんのがどうも、基準が下じゃというのがちょっと。分納しょうるのはええんよ、そりゃ。分

納のこと悪い言よんじゃねえ。せえから、全部滞納処分で滞納整理しちゃれえということを言

よんじゃねえんじゃけど、話し合いをしてくれる者はええし、物納してくれる者も、赤磐は物

納がええかどうかわからんけど、物納してくれるんじゃったら物納も一つの方法じゃあし、や

っぱりやってもらわなんだら、努力して払ようる者と努力せずにというんが出てくるんじゃね

えかということを言いたかったわけ。そりゃあ、僕は友實市長に悪顔になれというんじゃね

え、そういうことをしたら友實が悪い言うたら、いやそねえなこと、友實市長立派なことをし

ょうると、僕は評価して言うんじゃ、そういうことは。是々非々で言わにゃあおえんと思うと

るから。それであえて言わせてもろうたんじゃ。 

 今後あったら、市長このことは肝に銘じるというのはわかっとると思うんじゃけど、滞納の

やり方もちょっと、途中でもええんで、厳しゅうやるというたら、僕は約束せえとかというん

じゃねえけど、今後検討チームがせっかくあるんじゃから、やってください。そうしたら、今
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までやりょうた者は、取り行きょうた者はえかって、今度の者は優しかったという。優しい言

よんじゃねえんよ、あんたが。土井さんが優しい言よんじゃねえ。優しかったというたらやっ

ぱり考え方違うから、やっぱり払うんが平等なと思うとんで。ちょっと今、せえから僕勝手な

ことですけど、僕が言うたんで、滞納いろいろあったことは削除するとこは削除しといてくだ

さい。それについてお願いします。 

 それから、もう２つ。入湯税が大体同じぐれえで、これ別に入湯税のことがどうことという

んじゃ、たばこ税のことを言いたかった。たばこは僕やめとるけん、余り吸ようらんけん、た

ばこ税のことは言えれんと思うて、入湯税なんですけど、58万円が55万4,000円で２万6,000円

落ちたんです。今入湯税がどこどこ入っとんかというのを教えてもらいてえ。 

 それともう一個は、ゆめの里、湯免温泉というてあったんじゃ、デイサービスをしょんで、

それええんじゃけど、そこは入湯税入りょうらんのかな。じゃけん、入湯税というのはやめた

ら払わんでもええんか。来た者に取らなんだら要らんのんじゃろうと思うとんじゃけど、もし

僕が温泉が持って出て、あって、自分が何かのこって飯を食べさせて、そこで温泉入らせて、

入湯税は取らなんだんじゃけど、どうなるんじゃろうかなあと思うたん、１点。 

 それから、ゴルフ場利用税が、これもちょっと下がっとんで、ええ悪いというんじゃのう

て、赤磐にはゴルフ場の本当ええのがあるが、200万円も下がって、県から７割が入ってきょ

んが、やっぱり4,100万円が3,900万円になったら、何か物すげえ利用が悪うなったんかなあ。

じゃったら、僕ちょっとこれ要らんことを言うたんじゃが、グラウンド・ゴルフ利用税という

たんでもかけたら、でえれえもうかりそうなんじゃけどな、赤磐市も。いやいや、要らんこと

を言うたら、グラウンド・ゴルフにまた嫌われて怒られるけど。いや、ほんま。それは冗談話

じゃけど、ゴルフ場のはどんなんかな、利用が少のうなったか、ちょっと率が変わったんか。

わかりゃあ、その２点お願いします。 

 はい、藤原課長。 

○税務課長（藤原義昭君） 入湯税の関係なんですけど、こちらのほうは20年ぐらいに条例で

制定されてるときの１カ所から変わっておりません。１カ所だけです。 

○委員長（北川勝義君） どこもらよん。20年。 

○税務課長（藤原義昭君） 平成20年に条例制定……。 

○委員長（北川勝義君） 嵐の里か。湯免温泉は入湯税もうのうなったんか。僕が言いたかっ

たのは、こういうことを言ようるわけ。そこへ温泉が出ようて、使うようたら、そこ湯使よう

たら、そこは入湯税要るんじゃねえんかと思うたわけ、そこが泉源じゃから。取る、取らんは

別で。 

 せえから、もう一個は山陽老人憩の家、あれお金払よんじゃ。60歳以上は安いけど、払うて

いきょんじゃ。僕も山田さんや森さんやこうと入ったことはあるんじゃ。そこは入湯税は要ら

んのんか。鵜飼谷温泉やこう入湯税取りょうたよ。 
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○税務課長（藤原義昭君） 入湯税は温泉や鉱泉浴場の経営者……。 

○委員長（北川勝義君） 入湯税知っとらあ、わし、課税しょうたんじゃもん。何を言うてく

りょんで。 

○税務課長（藤原義昭君） 特別徴収になって、入浴客から入湯税を取るようになってるんで

す。 

○委員長（北川勝義君） 湯免温泉もかけようた。ゆめの里も湯免温泉もかきょうた。今はデ

イサービスになったからやめただけじゃがな。今、山陽の足王温泉がどうなったんかなという

のを、何であれは老人福祉施設じゃから、補助金もろうとるけん、かけんのんかというて。じ

ゃったら平等性がねえんじゃねえかなあと思うて思うたん。一旦出ても、僕は絶えず一般質問

で言よんと、一旦入湯税は徴収しても、入湯税部分を市からもろうたのを入れちゃりゃあえ

え。県に払わにゃあおえんけど、何ぼかのもんを入れちゃりゃあええということを言いたかっ

たわけ。 

 あんな、僕何でこういうことを言ようるというたら、事業が、そりゃそういうもんで適法

で、老人福祉施設としたから、これはこれで払わんでええ、減免になんですよというんじゃっ

たら、免除じゃったら免除でええ。そういう根拠がありゃあ。 

○税務課長（藤原義昭君） そうです、足王温泉については老人福祉施設ということで……。 

○委員長（北川勝義君） じゃあ、免除があるんじゃったらええ。あるんじゃな。免除がある

んじゃったらええ。あるかねえか、わかりゃすまあがな。今言うのが、あるんじゃったら、そ

れでええし、そこんとこをはっきりせにゃあおえんということを言いたかって。僕は平等性の

ことからいうたら、老人だけが入りょんじゃねえ、60歳以下も入るようになって入れるんじゃ

から、入るときゃあ。じゃったら、同じように徴収したら、それだけはまた払うちゃりゃあえ

えがな、市がそこへ入れちゃりゃあええということを言うたわけ。圧迫しちゃれえということ

を言よんじゃねえ。そりゃあおめえ、そんなもんええんじゃったら、おめえ吉井へ老人福祉施

設つくってくれ。穴掘りゃあすぐ温泉出るぞ、ボーリングすりゃあ。そねえなん、吉井の者は

ただじゃ、入湯税払わんでええ。そうじゃねえ、別に悪いええという話ししょんじゃねえんじ

ゃ。やっぱりこれからようけい金もかけていくんでしょう、そこへ。やっぱりかけなんだら、

やっぱりあるんじゃねえかということを言いたかったんで、どうなっとんかなと思うた。それ

であえて、ゆめの里僕は例に出したん、わかっとるか、よう。利用しょうて、わからんかな、

質問が。僕が、要するに嵐の湯がしょうた。嵐の湯をやめましたと。利用料は取りませんと。

ただで開放したら入湯税は要らんのんか。入湯税取らんのんじゃから。ただで開放したら要ら

んのんかという。 

 それからもう一個、そこへ隣へ僕が犬でも洗うとこをつくって、犬をつけちゃったり、人間

も一緒に洗うてつかりょうたら、入場料取らん、御飯食べた者には入れちゃるというのはただ

かという、そりゃええんか、どっちならというて言ようるわけ。きょうわからなんだら、今度
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は勉強してくれりゃあええ、きょうでのうてもええから。 

○税務課長（藤原義昭君） 済いません。 

○委員長（北川勝義君） いやいや、僕の言よんのは、払うとこはもらうべきじゃねえかとい

うて。せえから、助成するときはしてあげりゃあええんじゃねえかというのを言いたかっただ

けで。 

○税務課長（藤原義昭君） だから、入湯施設で入れば、入湯税を払っていただくという形に

なって、あと先ほど言いましたように、老人福祉施設とかそういったものについては払うこと

はないということにはなっています。 

○委員長（北川勝義君） 例えばな、温泉つきの病院じゃとしょう。施設じゃとするが。そう

したら、こっちで取っとるけん入湯税は取らんけん、含めとらあな。わかるかな、言ようるこ

と。まあ、ええわ。あんた、ようわからん。よろしい。削除してえて、よろしい。もうそねえ

なことは。 

 せえで、ゴルフ場利用税ちょっと教えてください。 

○財政課長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、直原課長。 

 何ぼうあるかも教えてよ、数、箇所。 

○財政課長（直原 平君） ゴルフ場利用税につきましては、来年度4.9％、200万円の減とい

うことでございまして、24年度まではゴルフ場利用税につきまして5,000万円台……。 

○委員長（北川勝義君） ええんじゃ、せえなこと。何ぼうあってだけでええんじゃけん、教

えてくれえ、おめえ。 

○財政課長（直原 平君） 箇所は、赤坂カントリー、赤坂レイク、山陽ゴルフの３ゴルフ場

でございます。 

 今言いかけましたけれども……。 

○委員長（北川勝義君） みのるは違うん。 

○財政課長（直原 平君） みのる違います。ゴルフ場利用税が入ってくるのは３事業所でご

ざいます。 

○委員長（北川勝義君） 今の入湯みたいなもんじゃな。 

○財政課長（直原 平君） 25年４月から、一応標準税額800円、制限が1,200円というふうに

決まってまして、その７割が入ってくるわけですけど、これが赤坂カントリーにおかれまして

は……。 

○委員長（北川勝義君） わかるわかる、もうそりゃ前も聞いたっちゃ。山陽高えの、もうそ

ねえなことじゃえ。何で下がったんならというて言ようる。利用者が減ったんかというのを聞

いた。それだけじゃけん。 

○財政課長（直原 平君） 利用者につきましては、26年度そのまま把握してませんけど、
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24年度から25年度につきましては、赤坂カントリー2,460人……。 

○委員長（北川勝義君） 違う、そねえなこと。平君、言よんのはな、これだけ減ったという

ことは利用者が減ったんか、率は変わってねえんじゃ、金額変わってねえんじゃけん、減った

んじゃろう。 

○財政課長（直原 平君） はい、そうです。 

○委員長（北川勝義君） 何で減ったんかなあと思う、それ聞きたかっただけ。何で減ったん

わかりゃあと思うて。利用者の何で減ったかなと。 

○財政課長（直原 平君） 27年度、26年中の数字は押さえてないんですけれども、26年度歳

入見込みが3,947万3,000円、これに……。 

○委員長（北川勝義君） 何ぼ、三千……。 

○財政課長（直原 平君） 失礼しました。3,983万1,000円、これに県の試算率0.991、これ

を掛けましたものが3,900万円ということで計上させていただいております。 

○委員長（北川勝義君） 0.991という何なら、おめえ。 

○財政課長（直原 平君） 県から参ります試算額……。 

○委員長（北川勝義君） 県は７割じゃねえんか。 

○財政課長（直原 平君） いや、県の試算額です。県の見込み額をくれるんです、年末に。 

○委員長（北川勝義君） まあ、ええわ。ようわからん。 

○財政課長（直原 平君） これで試算しておりますものが3,900万円で200万円の減というこ

とになっております。 

○委員長（北川勝義君） 何で少ねえかだけ聞きてえのに、わし。利用者が少ねえんじゃな。

わかりました。ありがとうございました。 

 他にありませんか。 

 松田委員。 

○副委員長（松田 勲君） 一つは学校の耐震なんですけど、今回体育館のつり天井とか何か

言われてるんですが、これは資料によると高陽中と豊田と磐梨小学校なっておりますが、ほか

には対象になるものはなかったんですか。前回耐震工事したときに、つり天井という話は全く

なかったんですね。この前、どっかで天井が落ちたという話があったから、慌ててやったんで

しょうか。もともと、そういう頭がなかったんですかどうかというのをちょっとお聞きしたい

のと。 

 それから、この前幼稚園の延長保育の話があったんですけど、もう一回ちょっと整理して、

詳細説明をお願いしたいと思います。 

 それから、防犯カメラです。小中学校の学校関係の防犯カメラ、今回の予算で上がっており

ますけど、これを36台つけたら、全小学校、中学校、幼稚園、全部つく状態ですかね。全部で

何個つくのか教えていただきたいのと。 
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 それから、いきいき交流センターの防犯カメラの、これ購入したのかと思ったら、賃借か何

かなってるんですけど、これはどういう状況なんでしょうか。毎年これだけお金が要るんかな

あと思うて、ちょっとページ忘れたんですけど。いきいき交流センターです。毎年何ぼうか賃

借料で出てるんです。51万1,000円。防犯カメラ賃借料51万1,000円と入っとんですけど。それ

のちょっと説明をお願いしたいのと。 

 あともう一個、防犯カメラで町内、区長会からの要望で予算が上がっておりますけど、これ

は基本的に町内会、区長会とか、そういった団体から要望があれば……。 

○委員長（北川勝義君） どけえ上がっとん。 

○副委員長（松田 勲君） 上がっとる上がっとる。上がっとるけど、これはあれですかね、

どういった要望を出せば何ぼう見てくれるのか、半分見るのか。その辺ちょっと詳しいことを

説明お願いしたいと思います。 

○委員長（北川勝義君） 通学路ということ。 

○副委員長（松田 勲君） 通学路。 

○委員長（北川勝義君） 危険地域。 

 はい、順次答弁願います。 

○教育総務課長（藤井和彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、藤井課長。 

○教育総務課長（藤井和彦君） まず、小中学校の非構造部の耐震補強工事の関係でございま

すけれども、これにつきましては東日本大震災の関係で国のほうが対象といたしまして、高さ

が６メートルを超える天井または水平の投影面積が200平米を超える天井、これにつきまして

国のほうが平成27年度までに対応を要請しているものでございまして、対象の学校が今回予算

に上げております高陽中学校の格技場、それから磐梨小学校、それから豊田小学校の体育館の

天井になります。 

 それから、高陽中学校の体育館につきましては、窓ガラスの老朽化によりまして落下の危険

性がある危険な状態でありますので、平成27年度に計上して、補強工事を行うというふうにし

ております。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（坪井秀樹君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、課長。 

○学校教育課長（坪井秀樹君） 一時預かり保育の試行の実施について説明をさせていただき

ます。 

 赤磐市の教育委員会では、保護者の子育ての支援の一環として、一時的に家庭保育が困難な

場合に保護者の要請に応じて、平成27年４月から試行的に一時預かり保育を実施します。具体

的には、山陽西幼稚園、いわなし幼稚園において試行的に実施する予定でございます。在籍し
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ている園児で、保護者の疾病や出産等による通院、入院、保護者の災害や事故、保護者の家族

の一時的な介護、看護等、一時的に預かりをさせていただくというものでございます。時間

は、保育時間終了後から最長５時までを予定をしております。保育料につきましては、日額

400円を想定しており、おやつ代は別途徴収する予定にしております。また、一時預かりの保

育の担当者は、原則として専任職員を想定をしております。 

 以上が一時預かり保育の試行実施についての説明でございます。 

 続きまして、防犯カメラの件でございますけれども、まず平成26年度、今年度12月の補正予

算で各小中学校の校門付近に防犯カメラを設置することができました。小学校、中学校17校、

校門付近に防犯カメラが設置することができたということでございます。そして、平成27年度

当初予算におきましては、校門付近の通学路や、それから地域の通学路で特に危険なところに

つきまして、学校長とＰＴＡの方々と相談していただきまして、各校現在では３台、１台30万

円を見込んで、各校３台を想定して予算を計上しております。ただし、これにつきましては、

小学校の通学路ということで想定をさせていただいているということでございます。学校関係

の防犯カメラについては以上でございます。 

○管財課長（末本勝則君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、末本課長。 

○管財課長（末本勝則君） 桜が丘いきいき交流センターの防犯カメラについてお答えいたし

ます。 

 交流センターの防犯カメラはリースでございます。８台ございまして、60カ月のリースとな

ってございます。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 何カ月。 

○管財課長（末本勝則君） 60カ月です。５年リースです。 

○委員長（北川勝義君） ５年契約。毎年50万円じゃろう。 

 はい、次長。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 住民団体が設置する防犯カメラの関係でござ

いますが、30万円の補助、上限で、５台です。区、町内会からの申請によって設置を行ってい

きます。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 松田委員、よろしいか。 

 松田委員。 

○副委員長（松田 勲君） 済いません。区、町内会の５台というのは、もう予定が決まっと

るんですか、今回はね。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 委員長。 
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○委員長（北川勝義君） はい、次長。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 当初予算を立てるときに、地元のほうから５

台でも６台でもつけたいという意向があったとこがございました。５台ということにさせてい

ただいているんですが、まだこれから個人情報の関係であったり、それから規約をつくらにゃ

あいけんだとか、そこらあたりのまだ説明ができてないんで、５台が確約できてる状況ではな

いです、今の段階では。 

○副委員長（松田 勲君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、松田委員。 

○副委員長（松田 勲君） その町内の防犯カメラは、区とか連合で要望出せば、ほんなら補

正か何かで今後やっていく方向でいくんですか。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、次長。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） この防犯カメラの設置に係ります事業につき

ましては、４月になりましたら区長会等がございますので、そちらのほうでお知らせをしてい

こうと思っておりますが、その中でたくさん出てくれば、補正というのも検討していく必要が

あるかと思います。まだちょっとそこは、取りまとめをしてみないとわからない状況がありま

す。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと松田さん、５台決定というのはどこを決定しとん。 

○副委員長（松田 勲君） 決定しとんでしょう。 

○委員長（北川勝義君） 違う、５台というのは、小学校は各小学校……。 

○副委員長（松田 勲君） 別にあるから……。 

○委員長（北川勝義君） 各小学校の周りへ、通学路のとこへ各校３台する言うたろう。 

○副委員長（松田 勲君） それとは別。 

○委員長（北川勝義君） せえで、この５カ所というのは何で。 

○副委員長（松田 勲君） 町内会から……。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 町内会じゃけど。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 区の中で、子供たちの安全を守るために５

台、６台設置したいという希望が、当初予算取りまとめの段階で、お話でございますが、あり

まして、それを……。 

○副委員長（松田 勲君） ５台、６台というのは……。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） １区です。 

○副委員長（松田 勲君） １区ですか。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） はい。 
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○委員長（北川勝義君） ちょっとな、これは僕口挟むんじゃねえんじゃけど、はっきり言う

て、バスで今通ようて、今時期じゃったらもう明るうなってきょうけど、暗かろう。奥田次長

は知っとると思う。やっぱり１人でもおって、スクールバスからおりたら大分歩かにゃおえん

とか待たにゃあおえんというて、真っ暗なとこがあるん、ほんまに。男の子でも怖いようなと

こがある。せえで、そういうとこへなかなか防犯灯つけるというのもなかなかにっちもさっち

も、ぼりぼりしか行かんのに、そねえなとこに、ちょっと考えにゃあおえんのじゃねえん。こ

の事業をして、何か今ごろというたら、友實市長、何か全部、教育長も、聞いてきたら、すぐ

そっちのほうだけで判断して、我々のほうにゃあ全然判断が、相談がねえんじゃねえん。例え

ば言うたら、水原次長、あれどうしてもこれやらにゃあおえんのんじゃ、山陽団地のとこへ横

断歩道の、横断陸橋あるとこやらにゃあおえん、塗りかえてやるんじゃというて、だっだだっ

だやったわな。何人も通りょうらんのに。やられたわな、修繕を。そうしたら、その下へ今度

は歩道を。地元の議員やこう知らんというて、歩道つくって。そりゃあええわやあ、うちらの

とこやこう危のうて、しょっちゅう四重衝突もして、事故をしょうるときは何もしてくれず

に、そういうとこばあやるというのはおめえどういうことなら、おめえ。僕はうちの前のとき

横断歩道してくれとったら、そこへ歩道やこうしてくれやこう言わんよ。ちょっと僕はようわ

からんじゃけど、この事業でも自分らばあ……。 

○委員（澤  健君） 関連でよろしいか。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと待って、最後まで言う。自分らがばあしてから、教えてく

れても、僕初事業じゃから、ちいたあ教えてくれてもええんじゃねえかなあと思うたんですけ

どな。 

 はい、澤委員。 

○委員（澤  健君） ごめんなさい。防犯カメラっていうのはあれじゃないですか、いきい

き交流センター見たらわかるけど、カメラもあるけど、それを投影するとこがあるじゃないで

すか。その機械っていうのがあって、その機械が結構あれお金かかるのと、そのメンテ費用っ

ていうのがすごいかかると思うんですよ。だから、僕よくわかんないんだけど、その５台って

いうのが防犯カメラだけぽんぽんぽんぽんぽんとつけるんだったら30万円とかっていうのわか

るんだけど、何かその全容が見えないよね。区でその管理をしていく、そういうものが、じゃ

あそういういきいき交流センターにある本体にあるような画面、じゃあ誰がその管理をしてい

くんだとかという含めて、全体のそのシステムがどうなってるって、その中にどういう助成金

を出すのか。その辺がちょっと見えないんだけど、教えてもらえます。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、水原次長。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） ちょっと自分のほうの説明が前後しておりま

して申しわけございません。とりあえず、区長、町内会長会議のほうで防犯カメラの設置につ
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きましては要望のほうをとります。今５台というのは、当面５台という格好に台数のほうを決

めてさせていただいて、予算化させていただいとんですが、先ほど補正云々のお話もありまし

たように、たくさん台数が要望があれば、またこれはそのときということになります。 

 それと澤委員の今おっしゃられたカメラの映像の管理の話なんですが、今つけてるのはカメ

ラ本体にメディアで録画していく、そういうタイプのものを想定しておりまして、今澤委員思

われてるのはビルの中で管理棟のようなとこで見てるというようなことを思われとんだと。今

自分たちが思ってるのは、カメラ本体にメディアを録画していくという、そういうものを想定

しております。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと水原課長、わしの言うたこと答えてくれえ。聞いてねかっ

たん。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 横断歩道。 

○委員長（北川勝義君） 横断歩道であろうと、カメラであろうと、あんたらが勝手にするん

かというて、何も相談のうて。これからじゃったら事後承諾、専決でやれえ、全部。陸橋やら

にゃあおえんときも相当の論議があって、いややらせてもらいてえ、ここようけい通るからと

いうてやりましたが。それだけの金をかけるか。ほんなら、下へ横断歩道つくって、信号機つ

くって、そねえな簡単にするんじゃったらな、下を通らんでもええ。初めからそうすりゃあえ

えじゃねえか。何でもかんでも言われてきた、山陽じゃったら山陽のことしかせんのんか。こ

れも５台つけたんどっか知らんけど、さっきも言うたがな。通学路で夜遅うなって、今じゃっ

たらぬくい、明るいよ、まだ。６時半とか着いたら、真っ黒えよ。そねえなってきとんのに

な、そういうことはせずにおって、区長が町内会がというて、１カ所へ５台つけるというて、

そがいなばかな事業がどこへあろうで。１カ所へつけるんじゃのうて、１カ所や、とりあえず

聞いてみて、区長会皆して、１台。澤さんの区長には１台。下山というとこは１台。北川とい

うとこは何か明るうて要らなんだんじゃったら要らんでもええ。松田というとこに１台。次に

はまた当たらんけん、次の補正とか年で、光成、佐々木さん、こういうとこへ１台ずつつけて

いく。そうせにゃあおめえ、それから一通りが回ったら、澤さんがあと４つ要るんじゃ言うた

ら４つ持っていくとか、そりゃそうせずに、おめえ、１つだけの話でするようになってねえ

わ、おめえ。何で、そねえなことができるんなら、おめえ。さっきの歩道についてもじゃが、

それを説明せえ言よんじゃ。市長がそれともこれをやれえ言うたんか。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 委員長。 

 済いません、説明が本当てれんこしておりまして……。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと待ってくれ。 

 はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） イギリスが、ロンドンがカメラが物すごく多くて、防犯対策の先進

的なというようなことを言われてるんですけども、あれは国がというか、ロンドンシティーと
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いうかロンドンの市のほうが……。 

○委員長（北川勝義君） オリンピックするときじゃがな。 

○委員（佐々木雄司君） いや、その前からついてます。その前からついてます。つけてると

思うんですけども、それをうちの赤磐市で、子供の安心・安全というか、その地域の安心・安

全のために防犯カメラつけます。それと町内会がつけるものとの区別っていうのはどのライン

にあるんですか。 

○委員長（北川勝義君） いや、ちょっと答弁はええ。名前言うてくれとは言わんから、じゃ

あけど名前言わにゃあおえんど、おめえ。一町内会で５つもつけるやこう、まとまってきたん

じゃったら。そういう事業があったことは、水原次長が約束してできょんかな、何でも。市長

が約束してできょんか。それじゃったら専決でやれえ言ようるがな。何ぼうというて悪いとこ

はぎょうさんあるよ。改良してもらわにゃあおえんとこは。皆草刈るんでもボランティアで刈

りょんで。草刈りの賃金はあるとこにゃあ出す、あるとこは出さんというて。この間でも、・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・これ後で削除

してもらやあええ。それ出たんじゃ。じゃけど、こんだら加山やこうしょうる、山田さんやこ

うやりょうる加山、山陽の団地へ桜守る会つくった。あれは何のトラブルもねえじゃねえか。

おめえ、何でそういうことばあ勝手にするんなら、説明してくれえ。市長がしょんか、誰がし

ょんか。 

○副委員長（松田 勲君） ちょっといいですか。 

○委員長（北川勝義君） はい、松田委員。 

○副委員長（松田 勲君） 僕が思うのは、委員長もそうですけど、５台が何カ所かに分けて

５台とりあえずやるんかなと思ったんですけど、１カ所で５台というのは、大体カメラ30万円

かもうちょっとするんだと思うんじゃけど、案分するんか、予算の案分を例えば、要するに町

内会が持つんか持たないんかもわからんし。やっぱり町内会、全区長会でこういう制度があり

ますよというのを説明した上で、手を挙げたとこがつける、優先順位つけながらやるんならわ

かるんだけど、一町内会、区長会が言うて、そこだけにつけるというのは余りにもちょっと不

公平じゃないですか。これもし、もしですよ、じゃあ４月に区長会をやって、制度ありますよ

というてみんな手挙げたらどうするんです。すごい数になる。 

○委員長（北川勝義君） ほかもつけちゃるんか。つけちゃるんか、皆。やっちゃるんかとい

うことを言よん。 

○副委員長（松田 勲君） それができるんですか。少なくとも、ここに、１カ所に５台もつ

けるということ前例つくっちゃったら、よそもじゃあ全て５台くださいということになったら

大変なことになると思うんです。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと待って。水原次長、それから市長、悪いけどな、うち言う

たら、僕は個人的を書いとんじゃけどな、防犯灯の件というて書いて、これは個人的に防犯灯
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聞かにゃあ、ちこちこして困りょうるという者がおって、個人的に言わにゃあおえんというこ

とを言よん。防犯灯一つのかえてくれ言うても、直してくれえ言うても、吉井支所は予算がね

えとか、こりゃあ通学路じゃねえけんいけませんというて、こうやって言うん。中学生が通り

ょうるがな。小学生が通りょうらにゃあおえんとか、いろいろ言われりょうる、中学生も行き

ょうらにゃあというて言われるわけ。ちょっとエリア外れとるけど、通りょんじゃ、実際。そ

ういうとこでも我慢してしょんのに、横断歩道を、上へ陸橋をつけた下へおめえ歩道を、勝手

に交通信号つけて、そげえなとこはよろしいで、山陽じゃけんというて、市長やこういっつも

山陽団地へ思い出あります、思い出がありますというて、じゃあけんつけるんか、おめえ。ふ

ざけるな、おめえ。そんなとこばあするんじゃったら、誰も皆してえわ。おえんとこじゃとっ

てくれというてやりょんで、わしら、ちょびっとでも。何の相談ものうて、おめえらだけでし

ていくというのはどこへあろうで。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 納得いかん。ちょっと説明聞かせて。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 委員長、よろしいですか。 

○委員長（北川勝義君） はい、水原次長。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） ある地区の区長さんのほうが、役員の方が５

台という話しされましたが、その一地区で５台というんではありません。当然、４月の……。 

○委員長（北川勝義君） どこが言うてきたん、５台。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 区長、町内会長のほうで各地域で開かれる会

議のほうで話しします。それで、５台が上回るようであれば、またちょっと後日検討させてい

ただかにゃあいけませんが、決して言うてこられとる区に５台全部つけるということじゃござ

いませんので、御理解のほうよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（北川勝義君） 違うが、今じゃったら５台をそこへつけるからというて、要望があ

って言うたがな、おめえ。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） いえいえ、そういうお話もありまして、５台

という設定をさせていただいたという。 

○委員長（北川勝義君） ほな、５台どこな。その言うてきたとこへつけるんじゃろう。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） いや、それはまだ決定じゃ……。 

○委員長（北川勝義君） 言うてきたとこにゃあ１台つけるんじゃろう。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） いや、それはもう改めて、正式に区長、町内

会長のほうで、そういうふうな……。 

○委員長（北川勝義君） じゃあから、市長な、副市長……。 

○委員（下山哲司君） 確定してねえんじゃろ、まだ。そういうてきちっと言えや。 

○委員長（北川勝義君） 市長、副市長な、悪いけど、こういう事業でも何でも、わからん間
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にしてから、時々は山陽新聞見て知ったりな。歩道やこうでもじゃろう。大金をかけた上にそ

れするやこうな、簡単な。うちら四重衝突してもしてもらえんのんで。 

○委員（下山哲司君） きちっと説明してちょっと……。 

○副委員長（松田 勲君） もう一回整理して、ちゃんと……。 

○委員（下山哲司君） 整理して……。 

○委員長（北川勝義君） おめえ、これいけんど。おめえ、そげんことばあしょうたら。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 水原次長。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） ５台につきましては、場所が決定してるわけ

じゃございません。新たに区長、町内会長のほうで御説明申し上げ、それから要望を取りまと

めた上で執行のほうをしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） さっき僕はお尋ねを申し上げたのは、町内会だとか区だとかの要

望、民間の要望でカメラをつけるという話というところに違和感があるんですよ。本当に要望

されているところが、行政がお金の支出する目的、根拠、市民の安心・安全、そこのところと

本当に一致するのか、一致しないのか。一致しなかった場合に、行政として、いやそこにはつ

けれませんというような干渉を行うことができるのか。あるいは、いやここにつけてください

というような、そういう要望を行政として言うことができるのか。それであれば、地域のその

要望と違う可能性が出てきますよね。だから、行政が主導してやるんですか、それともロンド

ンみたいに行政が主導してやるんですか、それとも地域の方々がその思いとしてやるんですか

というところのその違いは何なんですかというふうにお尋ねしてるんです。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 水原次長。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 佐々木委員の御質問でございますが、住民団

体が防犯カメラをつけるというもとに、赤磐市のほうは県のほうの補助事業を取り入れてカメ

ラを設置しようと考えてます。県のほうの補助事業に乗っていくとすれば、設置する場所って

いうのは限定されておる部分がありまして、道路であったり、公園であったり、駐車場、そう

いったものに対して設置できるというふうなことはあります。ですから、場所はそういうふう

な、ある程度絞りができた場所での設置ということになってまいります。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

 僕は考え方として、市長、やっぱりな、そりゃ当初予算組みょうるこっちゃろう。これもう

通常でずっといきょうることじゃ、新しい事業でやったんじゃったら、やっぱり新しい事業で

やるとこはこういう配慮をしていただかにゃあおえん。これでも前回のときの、２月の総務委

員会しょうるとき、こういう予算も出すんですっていう話じゃったらええ。何もなしで、ぼん
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と来て、そりゃあちょっと水原次長、何かおめえ、偉うなり過ぎたんじゃねえんか。くらし安

全課か何か知らんけど、どこのというたら、上手ばあやりょうるような気がしてかなわんが

な、おめえ。そんなことをやられたらたまったもんじゃねえわ。僕は人口のな、はっきり言う

て、この間、水原次長聞いてえてよ、市長も。副市長。この間も、桜が丘中央緑道公園やるの

に、うらやましいな言うたが、質疑の中で。しかし、あんだけの通りょうるとこじゃけん、や

っていかにゃあおえん。途中じゃやめちゃおえん、やりゃあええんじゃ。やってもらやあ。そ

うしたら、その後の万分の１でもな、1000分の１でもこっちへ持ってきてもらわにゃあおえん

ということを言いたかったんよ。あなたらのやり方しょうたら、あなたたちだけでやりょうる

がな、気に入った者だけで。例えば言うたら、友實市長を応援した者のとこだけしちゃるんか

ということになるが、例えば。そうとれるよ、逆に言うたら。こりゃきつい話じゃのうて、当

たり前の話よ。僕は別に無理にせえというんじゃねえけど、わかるように。誰が聞いてもたあ

言わんけど、10人の者、おおむね６人とか７人の者がまあこれじゃったら仕方なかろうなあと

いうのを聞かせてもらわにゃあ。横断陸橋つくって、修繕したとこへ、下へおめえ歩道を、そ

ねえなことを誰があろうで、おめえ。どっか日本中探してもあるんかもしれんけど、それねえ

と思うぞ。 

 せえから、今でも、さっきの答弁は済んだかもしれんけど、市長。さっきの答弁は１カ所、

代表が５台つけくれえ言うたけん、５台も６台でもつけてくれ言うたけん、それも５台上げと

んじゃという、そりゃあ。本当おかしい話じゃと思う。どう思われる、市長。知っとったんか

な、市長、副市長は。よしよし、そこの区長へしちゃれえというて決まっとったんかな。蒸し

返すんじゃねえけど。横断歩道のことかけて、ちょっと教えてくださいよ。我々我慢しとんで

すよ。松田さんが文教委員長のときに、砂岩になったんが、ばらばらばらばら落ちてきょう

る、周匝黒本線の通学路。ちょっとは取ってもろうたなあ、松田さん。なかなか取れんという

て、歩道はのり出しをして歩道した。歩道しても落ちてきょうる。ネットかけにゃあおえんと

いうて、なかなか大金かかるからかけれんというて、そのままになっとん。片や、おめえ何で

も思いどおり、どんどんどんどんなったらたまったもんじゃねえわ。これじゃったら、合併せ

なんだほうがええわ。何ら意味がありゃへんわ。やっぱり我々は議員の代表じゃから、一言こ

うすんじゃというのを一言ぐらい相談があってもええし、せめて最低２月の総務文教委員会の

とき、こういうことを計画に出すんですというのをやっぱり説明があってもええと思う。余り

ないがしろにし過ぎじゃと思うとる。市長どう考えられとる。副市長でも、答えがあったら言

うてくださいよ。中川会計管理者もやめるんじゃけん、言うてもええぞ、おめえ。こんなとこ

へ金やこう出すようになっとらんと、こういうて執行すなというて。聞かせてほしいわ。 

○市長（友實武則君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 友實市長。 

○市長（友實武則君） まずもって、この事業、新規に始めるに当たって、２月の委員会等で
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お諮りしていないというのは本当に反省しないといけないと思っております。申しわけござい

ませんでした。 

 改めまして、この事業について私のほうから概要を説明させていただきますと、この町の見

守り、特に一般的にはアーケードとか人通りの多いところの見守りをして、犯罪抑止効果を高

めようという意味で岡山県が補助制度を設立した、これが昨年のことでございます。この岡山

県が補助するのはあくまでも市町村だということで、直接団体等に県から出すことはないの

で、市が受けて、市が市費を足して、地元の団体等へ補助していくと、そういう性質の事業で

ございます。そして、赤磐市においてそういう事業を始めた場合に、要望を上げてくる団体、

地元等があるのであれば、この事業を推進していくというスタンスでございました。地元の区

長会等へ相談したところ、うちは手を挙げるぞというところがあったもんですから、当面初め

てですので、たくさんではなく、５カ所程度を選定して、また区長会等で御案内をさせていた

だいて、これを地域を限定するわけではなく、公平性等も鑑みながら、赤磐市全域に均等にこ

れが実現できればというふうに考えております。 

 数については、先ほども言いましたように、５カ所程度ということで当初予算に盛り込んで

おりますけども、手挙げ方式なので、これが何カ所になるかまだわからないところがあります

ので、もしふえれば、岡山県の予算、赤磐市の予算ありますので、可能であれば、年度途中の

補正等によっての対応も視野に入れながら検討をしていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） 市長な、先そう言やあええんじゃけど、やっぱり何かもう、さっき

の言ようること、誰が見ても全く真反対のことを言うて、むちゃくちゃやりょんで、我々議員

が２月にも、今言うたんでも、市長が言われたけん納得せにゃあおえんのんじゃけど、やっぱ

り公平性というんもあるし、我々にも気いきかせてもらわにゃあ。せえから、見回り隊か安

心・安全のパトロール、青パトでも、青パトじゃな、今持っとんの。吉井もようけい持ってや

りょうるわけじゃ、一生懸命。そういうこと、見回り隊でもやりょうるわけ。せえのに、やっ

ぱりなそういうなもんも利用してくれた言わにゃあ、ちょっと非常に憤慨したん。水原次長も

山陽へ出て長えけん、吉井の辺から出とんのなめてしもうとんかと思うてな、ちょっと一言気

分悪いけど、言うときますけん、わしもう、ほんま。これからは同じことをせんようにしてほ

しい。今の横断歩道のことから、これ悪いこっちゃのうて、せっかくええことをしても、ええ

ことにならんようになる可能性があるんで。 

 以上です。 

 他にありませんか。 

 なけりゃあ、僕がもう一個……。 

○副委員長（松田 勲君） 最初に次長が言うとった説明はちょっとカットしてもろうとった

ほうが。 
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○委員長（北川勝義君） せんでもええが、断りしたんじゃ。ええんじゃろう、そりゃあ。修

正したんじゃけん。市長が、水原次長も修正したんじゃけん、せえでええんじゃろう。修正

で、それで直るんじゃろう。 

○議会事務局長（富山義明君） 直るというか、もうそのままです。 

○委員（下山哲司君） そのままでええが。 

○委員長（北川勝義君） 修正しとんじゃけん、これ削除せんでも、僕が言うたような削除し

てくれと違うて、ええがな。 

○議会事務局長（富山義明君） はい。 

○委員長（北川勝義君） それからもう一個、こりゃもう時間長うなって言うんじゃけど、こ

れ言おうと思うた、大事なことで。赤磐市、特にいわゆるネオポリス。山陽団地もあるんじゃ

けど、ネオポリス、特に。ネオポリスに空き地があって、個人で、例えば澤さんというんが買

うとって、空き地でこけえまだ家を建っとらんという人で、せえで下山さんもついでに建って

ねえんじゃと。下山さんは建っとる。僕はついでに建ってねえというたら、この１軒間にし

て、この両方がもう木でもでえれえ木して、木が生えたようなとこありますが。早え話が、熊

山の、あれ何かな、お金が出てきたとこ。まあええ、あえて言うちゃりょんじゃ。殿谷団地の

とこの住宅のとこで、団地でも、あそこでも木が生えたりしとりますが、松とか何やかや雑木

が。ネオポリス中もそういうなんが生えとんがあるんですよ。せえで、やっぱりそりゃあ大和

が言やあ、僕らも前も聞いたら、個人のもんじゃけん個人が使えんと、切ったりできんと。し

たら、賠償問題とかいろいろ出てくる。市長絶えず言ようりましたな。あぜまでええけど、の

り面までええけどというてなってきても、大和が刈らんのじゃったら刈れえというて、２万円

とかもろうたり、刈ったり、管理もあったりするんじゃけど。僕は今のいろいろのことあるん

で、そういう空き地の整理をやってもらわにゃあおえんと思うんです。空き地というか空地で

すな。草ぼうぼうのとこの。このけえ草が生えとるけんというて、こっからこのけえ生えとる

けん、それをやかましゅう言うんじゃのうて、木が生えたり、もうゴムの木というんか、何か

変なのが出とりますが。そのくらいは僕は大和の売った、売り主です、販売した大和さんの販

売責任があると思う。今使用者責任より製造元責任がありますが。物をつくっとっても。管理

できにゃあ。僕はちょっとそういうことを。一遍、企業誘致のこともええんじゃが、市長、こ

れは一遍話をしてもらわにゃあおえんと思うんじゃ。 

 せえともう一個は、赤磐市の中で保安林を持ったりしとるとこで、特にネオポリスの10丁目

の辺の周りで保安林持って、この間も多少はやってもろうたんじゃけど、やっぱり保安林を持

って、余りにも葉っぱが落ち過ぎて、家へかかったりしたら、本当家のといも早うめげる。屋

根も汚のうなる。ええ例が、市長知られん言うたけ、是里の多目的グラウンドの横へ岡山県地

域振興事業交付金使うて焼き肉したところやこうでも、桜の木がずっと落ちたの、見るのはき

れいなんです。桜の木があるけえ、銅板でもやっぱり傷むんです、早う。じゃけん、もう切る
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というて切ったんですよ。じゃから、言うたらおかしいけど、周りに赤磐市の所有地がありゃ

あ、迷惑かけんように、ここは赤磐市来てからえかったな、きれいにしてくれたなあと。芝ま

で張れえとは言わんけど、何ぼかあけてするようにしちゃってくれりゃあいけんのんじゃねえ

かなあと思うんで、そこらどねえ考えられとるか、今。僕はそうすべきじゃと思うとる。市長

は、大和とか持ち主、全部に行けというんじゃねえ、大和さんへ売ったもんの販売者責任もあ

るんで、何ぼうか言うべきじゃねえかなあと思うとんじゃけど、どんなでしょうか。もし答弁

できりゃあ聞かせていただきてえと思よんです。どなたでも結構なんですけど。 

 はい、友實市長。 

○市長（友實武則君） この空地の草とか、もう草と言えないような、ジャングルになってる

ようなケースも見受けられます。非常に危険あるいは害虫等の被害、これが心配されます。現

に、害虫の発生を苦情として訴えておられる方がいることもよく存じ上げております。しかし

ながら、この個人の所有権の及ぶところでございまして、これに無断で立ち入って、伐採とか

除草すると、不法侵入とか損害賠償の対象になるということは事実でございます。そして、空

き家問題とよく似たところがございます。国が空き家に対する法律を施行しております。こう

した法律等の整備を見ながら、これを対応ができたらというふうに思っているところでござい

ます。いずれにしても、研究を深めていかないといけない問題と、深刻な問題と捉えておりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございます。市長、やっぱり買う人も、２つあいとっ

て、隣が草ぼうぼうじゃと、そこんとこ買い来にきいと思うんじゃ。大和さんもそういう努力

をせにゃあおえんし、買われとる人も売る人も。いまだに建てんということはもう建つ気がね

えんじゃ、そりゃあ。登記目的があったり、もう売って売買すりゃええなってくるんかもしれ

ん。そりゃあ個人のこっちゃけん、そこまで言うんじゃねえけど、売り主の責任もあったし、

条例もあろうし、いろいろ考えていくべきじゃねえかと。今後検討していただきてえと思うん

で。 

 せえで、何でこういうことを言ようるというたら、それだけじゃのうて、この間もあったん

じゃけど、それから言うたら、もうコウモリの話からネズミの話、せえから蚊の話。蚊はもう

むちゃくちゃ蚊のことを言うんですよ。言うからどうも、おめえらええもんじゃな、自分とこ

だけ蚊が来にゃあ、よそだけ来りゃあええなというて言うたら、結果的にはため水あったり何

やかやのことがあるから、そういう苦情が出てきて、赤磐市へ住んどんのに、ええええ言うけ

ど、ネオポリスはええなという話をしたんです。ほんまの話が。ええええ言うけど、蚊は来る

はこうじゃというたら、かえって、うちらのとこじゃ考えられんようなことが起きとんです

よ。新興住宅というたらおかしいけど。そこらやっぱりちょっと、これもやったのは、今は赤

磐市が管理になっとりますが。しかし、大和とも話をして、やっぱり今後の管理を。大和さん
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でも赤磐市が下水の管理、水の管理をしたから、全部これを、みんなが来やすうなったんです

よ。入居率のいろいろもう、ネオポリス東も変えようというて変えて、これもふえたんです

よ。ぜひ、これ今後検討して、大和さんともちょっとお話を、市長。 

 せえから、僕は町内会長やこうこういうことを一生懸命言うてもらう。こういうことを言う

てもらうほうが大事じゃねえかなあと思うて思うた。要らんことですけどな、思いましたん

で、検討をぜひお願いします。 

 他にありませんか。 

○委員（光成良充君） はい。 

○委員長（北川勝義君） はい、光成委員。 

○委員（光成良充君） ふるさと赤磐応援寄附金の件でちょっとお伺いしたいんですが、26年

度の当初45件、135万円上げられてたのが、26年度のこの一般会計補正予算で92件、155万円今

回出されて、好評であったんだろうなというふうに感じておるんですけれども、27年度の予算

で歳入のほうに一般寄附金、ふるさと赤磐応援寄附金３万円が90件、270万円上がっておるん

ですが、その分に対して歳出のほうが総務費、企画費の中の報償費、謝礼でふるさと赤磐応援

寄附金謝礼50万円、100人というふうになっておるんですけれども、これは１人の方が何件も

するから100人とかというふうに数が合わないようになっているんですかね。90件と100人とい

うふうに違うのは、人数と件だから違うっていうふうに考えればいいのか、その辺ちょっと説

明をしていただければと思います。 

○委員長（北川勝義君） はい、徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） 歳入につきましては、当該年度の寄附をいただいた方の90人

掛ける３万円で計算をさせていただいておりますが、歳出につきましては、寄附のお礼の品に

よりましては年度をまたがったりすることがございます。例えば、この時期に寄附をいただい

て桃のお礼をするということになりますと、年度をまたがってしまいますので、そういった関

係で多少歳入と歳出が食い違ってきているという状況になっております。 

○委員長（北川勝義君） せえでも、一緒にせにゃあおえるもんか。おめえ、そげえなへ講釈

言うちゃいけるか。 

 よろしいか、光成さん。そりゃ、数字が違うて。 

○委員（光成良充君） それで、３万円に対して5,000円のお礼っていうふうに考えればいい

ですかね。基本が３万円に対して5,000円。5,000円の中身っていうのは何かっていうのは、以

前聞いたと思うんですけど、もう一回教えていただければと思いますが。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） 赤磐市の場合には３万円以上寄附をいただいた方に対してお

礼をいたしておりまして、単価的には大体5,000円相当ということでございます。お礼の品に
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つきましては、桃であるとかブドウであるとか柿、梨あるいはワインとかお酒、こういったも

のをお礼の品として用意をいたしております。寄附者の方から希望があったものをお礼の品と

して出させていただいております。 

○委員長（北川勝義君） 徳光課長、歳入が何ページ、歳出がどこという、教えて。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） 歳入は28ページ、17の１の１一般寄附金の402万1,000円のう

ち270万円。 

○委員長（北川勝義君） 270万円というたら何人言うたんかな。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） ３万円掛ける90人。 

○委員長（北川勝義君） 僕はええんじゃけど、この間の話じゃねえけど、徳光君、何か徳光

課長、うめえこと説明したようなけど、おめえ、年度をまたがっても90人じゃったら90人がえ

えんじゃねえん、支出は本当は。何でおえんのん。 

○委員（佐々木雄司君） 年度をまたがる。 

○委員長（北川勝義君） またいで寄附してくるというて、一般寄附というたら税金の確定の

ときじゃけえ、入るんじゃねえん、ここで。おかしいんかな。ええんかな、合うとん。 

 池本部長。 

○総合政策部長（池本耕治君） 不思議なような感じなんですけども、今寄附もらいますと、

今年度の26年度の歳入になります。お礼は桃を送りますので27年度の歳出になります。ですか

ら、ことしもらう人で、もうちょっと前にもろうとったら冬の……。 

○委員長（北川勝義君） ことしの人は来年払やあええがな、再来年に。ことしの人を、今ま

でことしの、早え話がことし今すらあな、ことし３月じゃけんするが。確定申告３月15日まで

にしましたよと、ふるさと寄附するが。それが27年度払やあええがな、その人。せえで、27年

度３月にしてくれた、28年３月じゃな、要するに。してくれたもんは28年度に払やあええが

な。そうしたら、別に問題ありゃあへまあが。 

○総合政策部長（池本耕治君） いえいえ、例えば４月に寄附いただいて……。 

○委員長（北川勝義君） ４月に寄附というのはどうして４月に寄附になるん。 

○総合政策部長（池本耕治君） 寄附ですから、いつでもふるさと応援の、ふるさと納税…

…。 

○委員長（北川勝義君） 税金と……。 

○総合政策部長（池本耕治君） 確定申告は今の時期ですけれども……。 

○委員長（北川勝義君） 確定じゃけど、税金と考えん……。 

○総合政策部長（池本耕治君） 寄附はオールシーズンですんで。 

○委員長（北川勝義君） そういう、少々違うても構やへんがな。数合わせとくほうがええん

じゃねえんか、おめえ。別にどういうこと。 

○総合政策部長（池本耕治君） オールシーズンなんで、１年間ありますから。それで、お礼
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の品は季節のシーズンシーズンなんで、年度がずれる可能性が大いにあります。 

○委員長（北川勝義君） ええけど、僕要らんこと言うんじゃ、このごろ暇なけんテレビばあ

見よんじゃけど、何十億円したりな、１日市長にしちゃるとかな、町長にしちゃるとかな、や

りょうるが、いろいろのことをな。うちの赤磐市5,000円でええんかな。よそを見たら、

5,000円負けとるで。何かええのをしょうるけど。 

 しちゃったらおもしれえんじゃねえん。もっと、おえんのんかな。5,000円というのは。 

○総合政策部長（池本耕治君） 費用対効果があったりします。 

○委員長（北川勝義君） いや違う、桃やこう、３万円もろうて、桃の5,000円というたら、

そうええもんじゃねえが。 

 僕は5,000円じゃったらぼっけえことはねえ。じゃあから、やっぱり１万5,000円とかな、１

万円ぐらいなんを送っちゃったとか、年２回送っちゃったというたらな、忘れたころへまたせ

にゃあおえんと思うて、２回も送らんでもえんじゃけど、今ちょっと思うたんじゃけどな、や

り方が。 

○総合政策部長（池本耕治君） いろんな考え方があるんですけれども、果たしてどれが一番

いいかなかなか難しいとこがあるんで。ただ、国のほうもそれによって余り過剰になるのはよ

ろしくないという通達が出てるんですけども。 

○委員長（北川勝義君） 国やこう、その日その日で日がわりメニューじゃがな、おめえ。何

を言よんなら。 

○委員（下山哲司君） 新潟やこう売ったつもりでやりょん。 

○委員長（北川勝義君） 米を皆買うてな、取り上げて。 

○委員（下山哲司君） 12億円なるぐれえ……。 

○委員長（北川勝義君） せえでも、ちょっとええことにならんな。わしゃ間違うとると思う

た。 

 わかりました。 

 他に質疑ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） なければ、以上で議第35号平成27年度赤磐市一般会計予算に関する

質疑を終了いたします。 

 それでは、ただいまから本委員会に付託されました議第１号赤磐市過疎地域自立促進市町村

計画の変更についてから議第35号平成27年度赤磐市一般会計予算までの10件について採決した

いと思います。 

 ちょっと皆さんにお諮りします。 

 今説明しました議第１号赤磐市過疎地域自立促進市町村計画の変更についてから議第23号赤

磐市消防団条例の一部を改正する条例までの８案件を一括採決したいと思いますが、よろしい
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でしょうか。 

 よろしいか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） それでは、そのようにさせていただきます。 

 ただいま御了承いただきましたので、議第１号赤磐市過疎地域自立促進市町村計画の変更に

ついてから議第23号赤磐市消防団条例の一部を改正する条例に賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございました。起立全員です。したがいまして、議第１

号から議第23号までの８案件を原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議第26号平成26年度赤磐市一般会計補正予算（第５号）について、これを原案のとお

り決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございました。起立全員です。したがいまして、議第

26号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 続きまして、議第35号平成27年度赤磐市一般会計予算について、これを原案のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございました。起立全員です。したがいまして、議第

35号平成27年度赤磐市一般会計予算は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で当委員会に付託されました議案の審査は全て終了しました。 

 次に、委員会の閉会中の継続調査及び審査について御確認をお願いしたいと思います。 

 お手元に配付しております継続調査及び審査一覧表のとおり、議長に対し閉会中の継続調査

及び審査の申し出をしたいと思いますが、これでよろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） それでは、このように申し出をいたします。 

 次に、その他に入ります。 

 その他で委員さん、または執行部から何かありましたら発言を願いたいと思います。 

 おえんで、まだありゃあ。おえんちゃ。何のことなら。違うん。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） 総合政策部資料の10ページからごらんください。 

 まず、１点目でございますが、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金につきまして、

簡単に御説明を申し上げます。 

 昨年11月にまち・ひと・しごと創生法が施行されまして、国においてはまち・ひと・しごと
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創生総合戦略というものが策定をされました。これは人の流れを地方に向けてつくっていくと

いう国の大きな目標を定めております。こういった中におきまして、国は経済の脆弱な部分に

的を絞って、地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策というのを取りまとめまして、地方の

実情に配慮しつつ、消費を喚起する仕事づくりなど、地方が直面する構造的な課題へ、実効あ

る取り組みを通じて地方の活性化を目指す等々の新たな交付金、地域活性化・地域住民生活等

緊急支援交付金というものが２月３日の補正予算におきまして成立をいたしております。この

交付金につきましては、地方公共団体における地方版の総合戦略の早期かつ有効な策定、それ

とこれに基づきます事業を実施するものに支援する地方創生先行型というもの。それと地方公

共団体が実施する地域における消費喚起策あるいはこれに直接効果を有する生活支援策に対し

て支援をする地域消費喚起・生活支援型の２つのタイプによってできております。 

 赤磐市に交付されます金額でございますが、現在のところ地域活性化・地域住民生活等緊急

支援交付金といたしまして、地方創生先行型が交付限度額として4,401万6,000円、地域消費喚

起・生活支援型としまして限度額が9,391万6,000円、これが見込まれております。こういった

交付金が創設をされておるということでございます。 

 続きまして、２点目でございます。ページでは11ページになりますが、先ほどの交付金に基

づきまして、平成26年度の赤磐市一般会計の補正予算というものを考えております。歳入につ

きましては、先ほど申しました地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金、これを総務費の

ほうで一括歳入として組んでおります。それから、歳出でございますが、秘書企画課に関係す

るものといたしまして総合戦略等の策定事業ということで、これは新規となります。約

1,000万円を予定いたしておりまして、赤磐市版のまち・ひと・しごと創生総合戦略を策定す

るための必要な専門的な調査あるいは分析を実施して、総合戦略を取りまとめるものというこ

とでございまして、報償費65万円、需用費185万円、委託料として750万円を現在のところ予定

をいたしております。 

 それと２点目でございますが、市制10周年記念事業でございます。 

 先ほど、当初予算で説明を行いました1,043万6,000円にかかわる部分でございまして、これ

をこの創生先行型のほうに持っていくということでございます。内容的には、そこに掲げてお

りますような、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、これは当初予算

に組んでおりますが、これを拡充をするということで、例えば市長対談が３回のところを４回

すると。イベント等につきましても、３回のところを４回するというふうな拡充をしていこう

ということでございまして、これを補正予算としてお願いをするものでございます。 

 続きまして、12ページでございます。 

 先ほども、当初予算のときにも御質問等がありましたけども、10周年の記念事業としての

「種まく旅人３」でございますが、これまでの歩みといいますか、内容を簡単に書かせていた

だいております。今後は、３月下旬に製作実行委員会を設立を予定をいたしておりますし、３



- 111 - 

月29日の市制10周年記念式典におきましても撮影に入るというふうにお伺いをいたしておりま

す。また、４月の桃の花の咲く時期にも撮影隊が入ってきて撮影をするというふうになってお

りまして、次ページの13ページになりますが、昨年お示しをいたしておりましたスケジュール

から若干変更になっている部分等がございます。日にちとして入っているところもございます

が、今後このようなスケジュールによって撮影をしていくというふうに考えておりますし、そ

れから一番下のところにイベントであるとかロケ地めぐり等、こういったものも先ほどの10周

年の記念事業の中でやっていければなあというふうに考えております。 

 秘書企画課からの説明は、簡単ですが、以上です。 

○委員長（北川勝義君） 何か皆さん。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） よろしいですか。 

○委員長（北川勝義君） はい、水原次長。 

○総務部次長兼くらし安全課長（水原昌彦君） 総務部の資料のほうをごらんいただきたいと

思います。 

 ８ページになりますが、平成26年度赤磐市における信号機の改良についてということで御報

告申し上げたいと思います。 

 平成26年度、赤磐市におきまして信号機の改良が３カ所ございました。１カ所が山陽北小学

校北詰交差点の信号機で、感知式信号機から歩車分離式信号機への改良。それから、中央図書

館前交差点の信号機でございますが、通常の信号機から歩車分離式信号機へ改良されておりま

す。それから、山陽４、５、６丁目交差点信号機、これは歩行者信号機の設置ということでご

ざいます。山陽北、中央図書館前につきましては３月10日から運用しておりまして、山陽北に

つきましては歩行者がボタンを押すと歩車分離の信号になる。それから、中央図書館前につき

ましては、平日の７時半から８時半の間のみ歩車分離信号となります。山陽４、５、６につき

ましては、３月12日から信号機の運用がなされております。 

 以上でございます。 

○財政課長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、直原課長。 

○財政課長（直原 平君） その他につきまして、財務部の資料ごらんになっていただきます

と、そこに第２次赤磐市行財政改革大綱の一部改正についてということで、お手元のほうに大

綱の改訂版ということで本日配付をさせていただいております。 

 赤磐市の行財政改革の指針であります大綱につきましては、赤磐市の最上位の計画に当たり

ます総合計画の基本方針と、また今回の戦略等の足並みをそろえるということで、来年１年間

延期して、延長して、これを使用するということで、去る２月19日の行財政改革審議会でも御

承認をいただいておるところでございます。 

 主な改正点といたしましては、22年度から26年度でありました期間を27年度まで１年間延期
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をしております。その他、各部分的にでございますけれども、公共施設の整理についてであり

ますとか、行財政改革アクションプランについての追加記載、こういったところに改正を加え

て、今回配付をいたしております。今後、改正いたしたものを１年間使用することとして配付

させていただいておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○税務課長（藤原義昭君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、藤原課長。 

○税務課長（藤原義昭君） 税務課から１件、平成27年度税制改正の予定について御説明いた

します。 

 税務部資料の表紙をごらんください。 

 平成27年度税制改正関連法案は、国会に提出され、現在審議中です。法案の内容、審議の経

緯を情報収集しているところでございます。今回の税制改正の主な内容といたしましては、た

ばこ税、エコーとかわかばなど旧三級品の見直し、軽自動車税の見直し、住宅ローン減税の適

用期限の変更、ふるさと納税の拡充などが予定されております。 

 税務課からは以上です。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

○学校教育課長（坪井秀樹君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、課長。 

○学校教育課長（坪井秀樹君） 教育委員会のほうの資料になりますけれども、学校教育課の

ほうからは、先ほど総合政策部の説明にもありましたけれども、地域活性化・地域住民生活等

緊急支援交付金事業について、地方創生先行型の交付金に学校教育課のほうも手を挙げさせて

いただきました。具体的には、教育委員会が配付しております本日の資料の10ページをごらん

ください。 

 市内の小中学校に学校経営を支援する補助金を交付することによって、校長のリーダーシッ

プのもと、子供たちの生きる力を育成し、子育て世代が通わせたいなと思えるような、魅力の

ある学校づくりを目指してまいります。赤磐市内に小中学校は17校あります。クラス数も考慮

に入れて交付をいたしますけれども、現在のところ１校当たり平均80万円前後の範囲で上限額

を設定し、総額を1,500万円で予定をしております。実施要綱を定めて進めてまいりますけれ

ども、特色ある学校づくりを目的としたものに使用するための予算ですので、そこの資料にも

ありますように、事前に学校から計画書やそれにかかわる予算計上を教育委員会に提出してい

ただき、目的に沿ったものであるか教育委員会で検討し、認められるものについては交付し、

予算執行をしてまいる予定でございます。 

 学校教育課は以上です。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 
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○中央図書館長（三宅康栄君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、三宅館長。 

○中央図書館長（三宅康栄君） それでは、図書館のほうから２件お願いいたします。 

 まず１件、赤磐市立図書館のインターネット環境について、こちらからです。赤磐市立図書

館のインターネット検索端末のセキュリティー環境につきましては、ちょっと厳し過ぎて利用

しにくいと、さまざまな御意見を頂戴し、昨年９月30日の時点で、そのセキュリティーの範囲

について見直しを行いました。範囲について見直しを行った状態で、セキュリティーのフィル

タリングソフト、こちらについてはなお少しお時間をいただいて、慎重に検討をさせていただ

きました。その結果を御報告させていただきます。 

 岡山県内の図書館の状況、こちらをまず調査させていただきました。そうしたところ、その

多くがブラックリスト方式、こちらを採用されており、現在に至るまで特に大きな問題を起こ

しているという事例はないという御報告を頂戴いたしました。そういうことから、赤磐市立図

書館も本年、平成27年４月１日をもちまして、現在のホワイトリスト方式からブラックリスト

方式へ変更させていただきますことをここに御報告させていただきます。 

 貴重な御提言ありがとうございました。 

 それでは、もう一件、赤磐市立図書館の指定管理者制度導入の検討の経過について、こちら

を御報告させていただきます。 

 赤磐市立図書館は、平成26年の図書館協議会により、指定管理者制度の導入に関する検討を

行っていただきました。その過程は何回かこちらでも御報告をさせていただいたんですけれど

も、その結果としまして、２月13日に図書館協議会から、今後３年間直営で運営しながら改

善、改革を行い、その後再検討を行うという方向性を持った意見書が提出されました。現在、

この意見書は、２月19日に開催されました教育委員会議に提出させていただき、教育委員会で

の御審議をいただいているところです。この意見書に関しましては、本日の資料11ページ、こ

ちらのほうに添えさせていただいておりますので、お目通しいただけたらと思います。 

 以上です。 

○消防本部消防総務課長（小竹森美宏君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、小竹森課長。 

○消防本部消防総務課長（小竹森美宏君） それでは、消防本部のほうの資料３ページをお開

きください。 

 消防団協力事業所表示証交付式についてお知らせします。 

 まず、昨年制定しました消防団協力事業所表示制度、これによりまして協力事業所のほうを

勧誘しておりましたところ、(2)に書いてあります、サッポロワイン株式会社岡山ワイナリ

ー、備前化成株式会社、岡山三相電機株式会社、株式会社キャットアイ吉井工場、東洋コルク

株式会社岡山工場の５社から申請のほうがありまして、それぞれ認定させていただいておりま
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す。平成27年３月25日水曜日の９時半から、消防本部会議室におきまして交付式のほうを開会

する予定としております。 

 続きまして、消防団のはっぴの整備状況及び整備計画についてでございます。 

 現在の整備状況ですけれども、平成25年度に111着の整備を行いました。内訳につきまして

は、団長、副団長、副方面隊長、機動部長、部長の整備を行っております。続きまして、平成

26年度には140着の整備を行っております。合わせて251着の整備となりました。指導部長、分

団長、副分団長、班長の一部の整備を行っております。平成27年度には200着の整備をする予

定で、総数451着の整備となります。27年度は班長と団員の一部の整備になる予定です。平成

28年度以降の予定でありますが、団員の残り615着を３カ年計画で整備したいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 執行部のほうから説明終わりました。 

 委員の皆さん、何か質問か何かあったら。 

 澤委員。 

○委員（澤  健君） 済いません。「種まく旅人」ですけど、御努力の結果、製作協力委員

会ができたということなんですけど、これ委員長がどなたでとか、または多分前に規約をつく

って、案だということで出されていると思うので、それの最終版というか、それをいただけれ

ばなと。 

○委員長（北川勝義君） まだ、あれへ入ってねえから。協議会じゃねえから。委員会じゃか

ら、まだ。 

○委員（澤  健君） まずいですかね、それ。 

○委員長（北川勝義君） 協議会のとき。 

○委員（澤  健君） いや、これよ。協力委員会よ。２月26日に正式に……。 

○委員長（北川勝義君） そりゃ言えるんじゃったら。 

 はい、徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） 澤委員さんの御質問にお答えします。 

 「種まく旅人３」の製作協力委員会でございます。これにつきましては、地元の方々に委員

になっていただきまして、地元で撮影される映画を側面から支援をしていただくというふうな

形の委員会でございまして、設立につきましては２月26日に設立をいたしております。 

 委員でございますけども、会長といたしまして、商工会の金谷会長さんに会長になっていた

だいておりまして、あと委員さんの方、６名おられますが……。 

○委員長（北川勝義君） 会長含めて。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） 会長含めて７名になります。 

○委員長（北川勝義君） 会長以外６名じゃな。 
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○秘書企画課長（徳光哲也君） はい。ということになっておりますが、これは設立をしたと

きのメンバーということでございまして、今後具体的に事業が進んでいきますと、さらにメン

バーをふやしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

 澤委員。 

○委員（澤  健君） 済いません。先ほど、ちょっと厳し目の話もちょっとしたんですけれ

ど、私の気持ちをちょっと申し上げておくと、「種まく旅人３」については、市長が言われた

ように、引っ張ってきて、そして赤磐を宣伝していくんだ、それからみんなで一体になるとい

うのについては私も賛成したわけです。賛成したんだけど、こうやってずっと見てきますと、

どうも正直言うと、松竹にやられてるなという感じがします。それで、この間の話でも、製作

実行委員会やるに当たって、お金を集めてくるスポンサーについては、松竹、エネット側も考

えてくれてるけど、その詳細はまだ聞いてないという話を本会議でもされてました。それで、

ということは、製作実行委員会つくるのも、松竹やエネットと一緒になってつくっていくとい

うことなんですよね。そうだとすれば、その契約書の中にも、赤磐市が組織化するんじゃなく

て、赤磐市とエネットと松竹が協力して組織化するって書くのが普通なんですよ。だから、そ

ういう意味でも、私からすると、非常に松竹にやられてるかなと。僕からすると、やっぱり成

功させてほしいし、そのときに気をつけてほしいのは、前にも僕も言いましたように、トータ

ルのお金としてコストパフォーマンスが合うかどうかっていうことは常に考えていただきたい

のが１点。それともう一つ、議会を使ってほしいということなんですよ。議会は厳し目なこと

を言ったほうが僕はいいと思ってる。そういうふうにして、松竹とぶつかってほしい。そうし

ないと、どうも申しわけないけど、ちょっと向こうが上手かなというふうに感じておるので、

そういう思いを込めて、今回ちょっと厳しく言わせていただいてますけど、応援しているつも

りはありますので、それは御理解いただければと思います。要望で結構です。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 別に澤委員の言うことに逆らうつもりじゃないんですけど、あれで

すよね、別にやられてるつもりないですよね。うちの赤磐市としては、映画をつくっていただ

ける、それはすばらしいことなんで、それに乗っからせていただく。映画をつくっていただけ

ればいいだけのことですよね。うちはうちでそれを利用するだけのことですから、やられてる

ような感覚お持ちなんですか。 

○市長（友實武則君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 市長。 

○市長（友實武則君） ちょっと表現でやられているという表現の意味が理解できません。 
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○委員長（北川勝義君） 向こうがリーダーシップとりょうるというこっちゃ。そういう言い

方でええんじゃ。 

○市長（友實武則君） 私はこの映画で赤磐市をしっかりと全国、もしかしたら字幕スーパー

つけて海外にも売っていくことができるのかなと期待をしてます。それから、例えば映画の中

で赤磐市の観光地を案内していただいたり、またもっと言えば、映画の最後に映像として赤磐

市のＰＲになるようなエンドロールを流していただく。これを金額換算したら、物すごい金額

になろうかと思います。お金払ってもできないケースもようけいあると思うんですけども。そ

ういった、この映画をとことん使い倒してやろうという思いでおります。ですから、松竹さん

にも私のほうからいろんな注文出してます。全部が全部聞き入れてもらえないかもしれないで

すけども、それなりに聞き入れていただけるものと信じております。赤磐市の魅力をしっかり

と出していく、これが赤磐市がこの映画を活用する有効活用の最大の方法だと思っております

ので、お金をもうけようとか、そういうつもりはさらさらありませんが、投資効果が最大に上

がるように頑張っていきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 皆さん意見があると思うんじゃけど、ちょっと考え方の、ようなっ

ていくというの、悪うなる、おえなんだらこうなるというて言い出したら、初めからええこと

にならんから、みんなで協力してやっていくということで切磋琢磨せにゃあおえん。意見は皆

多々持っとるし、個々の考え方もあるし、市長も大それて、世界に字幕で発信というような大

それたことを思わんでも、みんな見てもろうて、岡山県の中へ赤磐市があるというのをわかっ

てもらやあええんじゃねえかと思うんで。ええこと言やあ、僕は天皇のとこへでも献上でもで

きて、桃でも持っていきゃあええと思うたりする話じゃけど、そりゃあどうなるかわからんけ

ど、ええことになってくる。悪いように持っていくか、これをやったために赤磐市が混乱する

ようなこっちゃのうて、ようなるように持っていきゃあええ。せっかくの、今言われた、澤さ

ん質問の中で製作協力委員会できて、会長が決まったということになって、これさきの７人の

立ち上げができたんで、これからふやしていきゃあ、ぜひようけい入ってくれると思うんで、

温けえ目で見ていかにゃあおえんのんじゃ。 

 じゃけど、ただその中で松竹さんというたらやっぱり商売人じゃから、やっぱり我々みたい

な子供の手を、僕らじゃったらこのことが赤子の手をひねられるようなもんでやられるんで、

やっぱりそこらだけちょっと気をつけとこうというのも言いたかったんじゃと思うんで、また

佐々木委員の言わりょうることもようわかりょんで、全面的によかったなというて、最後にな

りゃあ映画が上映されてちょっとしたら、皆一杯飲んで、よかったなあぐらいなことにしてい

くべき、市長踏まえて、先頭でなやっていかにゃあおえんと思うんで。将来的10年ぐらいわか

らん。ここでうちがロケしたんでというようなことも、映画あったんでというの、大変ええこ

とになるんじゃねえかと思います。そうなるように頑張ってやってもらいてえと思よん。 
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 他の人で意見がなかったら、これで……。 

○委員（佐々木雄司君） 質問があるんですよ。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと待って。 

 佐々木さんが質問ある言ようる。なかったら、これであれしてしようと思うた。 

 はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） ごめんなさい。消防団の協力事業所の表示証云々という、交付式に

ついてなんですが、この交付事業所を見ましたら、サッポロ、備前、三相電機、キャットア

イ、東洋コルクということで、これ済いません、僕のちょっと認識が余り強くないもんですか

ら、ごめんなさい、教えていただきたいんですけど、赤磐地場の会社さんてあるんですか、こ

れ。赤磐発祥というか、赤磐から始まっている会社っていうのこの中あります。 

○消防本部消防総務課長（小竹森美宏君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、小竹森課長。 

○消防本部消防総務課長（小竹森美宏君） 赤磐地場産業といいますと、備前化成並びに岡山

三相電機、前の熊山三相電機になるかと思います。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） よろしい。 

○委員（佐々木雄司君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 今、変な話じゃねえんじゃけど、サッポロワインも勝沼へあるんが

こっち来てサッポロしたんで、地場産業というて捉えにゃあおえまあし、そりゃ言い出したら

切りがねえ、資本のあれじゃけえ。それから、今言うキャットアイでも、吉井工場というて書

いとる。吉井しか工場がねえんじゃから、今。大阪のうなって、もう解散して、ツヤマさんと

いうんが会長じゃった。こっち来てしとんじゃから。 

 僕はちょっと東洋コルクというんがわからなんで、どこじゃろうかと思うて、今思ようただ

けで。恥ずかしい話。聞きにきいけん、後で聞こうと思よん。この際じゃけん、どさくさに紛

れて、東洋コルクはどこですか、教えてください。格好悪いけど。 

○消防本部消防総務課長（小竹森美宏君） 委員長。多賀にある前の内山化成という会社。 

○委員長（北川勝義君） わかりました。 

○副委員長（松田 勲君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） もっともっと地元の企業がこういったぐあいに協力していただけな

ければ、いろいろなところから、今度ヰセキさんもできます。いろいろなところが赤磐に工場

進出してくださるわけですよ。そういうところに地元が参加してないのに何でっていう話にも

なってくると思うので、ぜひ地元中心に、ここにみのるさんのお名前がないのがさみしいなあ

と思ったりして、そんなふうに思ったりもしてるんで、そんなことを考えたら、もうちょっと

頑張っていただきたいなあという要望とエールを送りたいとなあと思って、ちょっと質問いた
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しました。失礼しました。ありがとうございます。 

○副委員長（松田 勲君） 他にございませんか。 

 ちょっとしばらくお待ちください。 

○委員長（北川勝義君） その他についてありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） その他についてもうないようなので、以上をもちまして総務文教常

任委員会を閉会したいと思います。 

 閉会に当たりまして、杉山教育長より御挨拶お願いします。 

○教育長（杉山高志君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、杉山教育長。 

○教育長（杉山高志君） 本日は本委員会に御付託されました10の案件につきまして、本当に

慎重に審査、審議をいただきました。そして、本委員会としては10の案件に対しまして全員一

致で可決をいただきました。まことにありがとうございました。 

 その中で、執行部に対してのいろいろな御指摘につきましては、本当に私たち誠意を持って

対応してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日はまことにありが

とうございました。 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございました。 

 皆様方には本日大変御苦労さまでした。 

 これで本日の委員会を閉会したいと思います。 

 なお、委員長報告につきましては、委員長に一任させていただきたいと思います。よろしい

でしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） それでは、そのようにさせていただきます。 

 皆さん、大変御苦労さまでした。 

              午後５時56分 閉会 

 


